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私たち上越市民は、人としての品位と資質を高める中で、世代を超え、
男女の人権を尊重し、社会のあらゆる分野で平等に参画できるまちづく
りをめざし、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。

一　 男女が互いの人権を認めあい、一人ひとりが自立し、自分らしくいきいきと暮らせる
「じょうえつ」をめざします。

一　 男女が政治をはじめとする社会のあらゆる分野において、平等に参画できる「じょうえつ」
をめざします。

一　 男女が仕事と家庭生活を両立させ、対等なパートナーとして、協働できる「じょうえつ」
をめざします。

一　 男女がともに、地球市民として、友情と平和の輪を地域から世界へ広げる「じょうえつ」
をめざします。

　平成13年9月26日　　　　　　
上 越 市　　　

“City of Equality between the Sexes” Proclamation
Seeking to enhance human dignity and character, as well as endeavoring to make our city one in which the 

human rights of men and women are respected across all generations and both sexes can participate equally in 

all aspects of society, we, the residents of Joetsu City, do hereby proclaim Joetsu a “City of Equality Between the 

Sexes.”

We aim to make Joetsu a city in which men and women respect each other’s human rights, and in which each 

and every person can live a vigorous and independent life in a manner of his/her own choosing.

We aim to make Joetsu a city in which men and women can participate equally in politics and all other aspects of 

society.

We aim to make Joetsu a city in which men and women can reconcile work and home life,cooperating as equal 

partners.

We aim to make Joetsu a city in which men and women can join together as citizens of the world to expand our 

community’s circle of friendship and peace around the globe.

Proclaimed on this, the 26th day of September 2001

Joetsu City

男 女 共 同 参 画 都 市 宣 言



男女が、互いの人権を尊重し
あらゆる分野で平等に参画できる
まちを目指して

　上越市は、平成13年９月に「男女共同参画都市宣言」を行い、平成14年３月には「男女共

同参画基本条例」を制定するとともに、「男女共同参画基本計画」を策定し、男女が互いの人

権を尊重し、社会のあらゆる分野で平等に参画できるまちづくりを目指して取組を進めてま

いりました。

　このたび、国では、「職業生活における女性の活躍推進」をうたった「女性活躍推進法」が

平成28年４月に全面施行され、新潟県においても「第３次新潟県男女共同参画計画」が平成

29年３月に策定されました。

　こうした国及び県の動きを受け、市ではこれまでの取組を継承しつつ、女性活躍推進に関

連する施策を明確化するとともに、基本計画に基づく各種施策の検証結果や、当市における

男女共同参画の取組の進捗状況を把握するために行った市民意識調査の結果などを踏まえ、

「上越市第３次男女共同参画基本計画」を策定することといたしました。

　本計画では、職業生活にとどまらず、様々な分野における女性の活躍につなげていくため

の取組を強化するとともに、企業等への「ワーク・ライフ・バランス」の実現に向けたアプロー

チ、男女の就労状況の差に起因することの多い貧困関連の施策を加えるなど、新たな視点や

内容を加え、特に意識を持って取り組むことといたしました。

　今後も本計画に基づき、市民の皆様からのより一層のご理解・ご協力をいただきながら、

着実に施策・事業を展開してまいりたいと考えております。

　結びに、上越市男女共同参画審議会の委員の皆様を始め、計画策定にご協力・ご尽力いた

だきました全ての皆様に、心から御礼申し上げます。

　

　平成30年３月
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第 1 章　基本となる考え方
1. 計画策定の趣旨
　上越市では、男女共同参画社会を「男女が、社会の対等な構成員として、個性と能力を発揮し、自
らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保されることにより、男女が
等しく政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うこと」
と捉え、その推進に努めてきました。
　全ての人は、個人として尊重され、性別によって差別されない平等な存在です。日本国憲法では、
個人の尊重と法の下の平等がうたわれています。全ての人が互いにその人権を尊重しつつ責任を分か
ち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することにより、社会全体の活力が増し、
人々が将来に夢を持てるような社会環境をつくることが大切です。しかし、社会的・文化的につくり
上げられた性差は、様々な場面において、これを妨げてきました。
　その中で家庭生活の場や地域社会の場は、職場や法律・制度と比べ男女共同参画の考えの浸透が特
に低く、推進に向けた積極的な取組が必要とされる分野です。そして、地域生活に密着している地方
行政こそ、地域の特性に応じた具体的な施策を行い、男女共同参画社会の形成のための取組を効果的
に推進することが求められています。
　男女共同参画社会の達成度を測るため、国・市共に定期的に調査を続けている指標の一つとする「男
女の地位の平等感」について、実感としての平等感を着実に向上させ、上越市男女共同参画基本条例
に基づき、総合的かつ計画的な推進を図るために「上越市第３次男女共同参画基本計画」（以下「第
３次基本計画」という。）を策定し、更なる男女共同参画社会の実現を目指します。

2. 計画の位置付け
　本計画は、次の性格を併せ持つものです。
⑴ 　男女共同参画社会基本法（平成11年法律第78号）第14条第３項及び上越市男女共同参画基本条
例（平成14年条例第１号）第11条第１項に基づく上越市の男女共同参画の推進に関する基本計画
として策定するものです。
⑵ 　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成13年法律第31号。以下「ＤＶ
防止法」という。）第２条の３第３項に基づく上越市における配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護のための施策に関する基本的な計画（以下「ＤＶ防止計画」という。）に位置付けられる計
画です。
⑶ 　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年法律第64号。以下「女性活躍推進法」
という。）第６条第２項の規定に基づく上越市の区域内における女性の職業生活における活躍の推
進に関する施策についての計画（以下「女性活躍推進計画」という。）として位置付けられる計画
です。
⑷ 　上越市における最上位計画である「上越市第６次総合計画」並びに市民一人一人の人権尊重等あ
らゆる差別の解消を目指す「人権を尊び部落差別などあらゆる差別をなくし明るい上越市を築く総
合計画（第４次人権総合計画）」等、関連する市の各種計画や国・県の同種計画と整合を図り、男
女共同参画社会の実現に向け、具体的な施策・事業の推進を規定する計画とするものです。
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3. 基本理念
　「上越市男女共同参画基本条例」の基本理念に基づき、本計画の基本理念を以下のとおりとします。
⑴ 　男女の人権を尊重し、直接又は間接を問わず性別による差別的取扱いをなくすとともに、男女が
個人として能力を発揮する機会を確保すること。
⑵ 　生涯にわたる性と生殖に関する健康及び権利1を尊重すること。
⑶ 　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）
からの暴力的行為（心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。以下同じ。）を根絶すること。
⑷ 　市の政策又は事業者若しくは地縁団体等の方針の立案及び決定に男女が平等に参画できるよう
にすること。
⑸ 　男女が共に品位及び資質を高め、個人として能力を発揮できるように、男女平等の視点に立って社
会における制度及び慣行を見直すとともに、性別による固定的な役割分担意識2の解消を進めること。
⑹ 　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活と職業生活等とを両立できる
ようにすること。
⑺　男女共同参画の促進が国際社会における取組と密接に関係していることを理解すること。

4. 目指すまちの姿
　「上越市男女共同参画基本条例」前文に基づき、本計画では
　「男女が、互いの人権を尊重し社会のあらゆる分野で平等に参画できるまち」を目指すまちの姿に
掲げ、その実現に向け分野ごとに施策の展開を図ります。

5. 計画期間
　本計画は、上越市男女共同参画基本計画（平成14年度から平成22年度まで。以下「基本計画」と
いう。）及び、第２次男女共同参画基本計画（平成23年度から平成30年度まで。以下「第２次基本計画」
という。）に続く第３次基本計画として、平成30年度から平成34年度までの５年間を計画期間としま
す。
※ 　新元号が未定であるため、改元が予定されている日以降の年についても「平成」により表記して
います。

6. 計画策定の背景
⑴　国及び県の動き
　昭和54年（1979年）、国際連合総会において「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する
条約」が採択されました。わが国においても男女の地位の平等を目指し、昭和60年（1985年）に
同条約を批准し、昭和61年（1986年）に男女雇用機会均等法、平成11年（1999年）には、男女共
同参画社会基本法（以下、「基本法」という。）が施行されました。
　これ以降、「少子・高齢化の進展と人口減少社会の到来」や「経済の低迷と閉塞感の高まり」など
の社会情勢の下、国では基本法の施行後、３次にわたる男女共同参画基本計画に基づく取組を行っ
てきましたが、男女共同参画は必ずしも十分に進んでいないとし、男女ともに暮らしやすい社会を
実現するために特に必要な要素として、「男性中心型労働慣行等の変革」を計画全体にわたる横断
的な視点と位置付けた第４次男女共同参画基本計画を平成27年（2015年）12月に閣議決定しました。
　少子・高齢化の進展も男女共同参画社会の実現に大きな影響を及ぼします。国立社会保障・人
口問題研究所が発表した日本の将来推計人口（平成29年推計・中位仮定）によると、生産年齢人
口割合は平成27年（2015年）60.8％から30年後の平成57年（2045年）には52.5％まで減少となり、
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逆に老年人口割合は平成27年（2015年）26.6％から30年後の平成57年（2045年）には36.8％に増
加し、2.3人で１人の高齢者を支えていた社会から、1.4人で１人の高齢者を支える時代が到来す
ると予測しています。もし、このような未来が現実となれば、現在約274万人と推計されている就
業を希望している女性（総務省「平成28年労働力調査（詳細集計）」）の活躍が期待されます。現
状は非正規、低賃金の労働状況にある女性も多く、雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保など、女性を取り巻く労働環境の改善や女性の活躍の推進に向けた取組が、今後、ます
ます期待される女性の社会進出に向けての課題となっています。
　また、女性に対する暴力防止の分野では、配偶者暴力相談支援センターに寄せられる相談件数が、
平成21年度（2009年度）の72,792件から平成28年度（2016年度）の106,367件と７年間で約1.5倍
に増加しています（内閣府調べ）。このような中、国では平成20年（2008年）に改正したＤＶ防止
法を施行し、被害者の安全確保の強化を図るとともに、市町村に対しても、配偶者からの暴力防
止計画策定の努力義務を課しました。被害者の保護と自立支援の体制整備を行う方針が示された
ことを受け、全国で施策推進の動きが広まっています。
　さらに国では、女性活躍推進法が平成28年４月に全面施行され、一定の規模以上の事業所にお
いては女性活躍に関する行動計画の策定と公表が義務付けられるなど、国を挙げて職業生活にお
ける女性の活躍を推進していくことになりました。
　また、新潟県の動きとしては、国の様々な動きとも連動し、昭和60年に10年間の婦人施策の総
合的指針となる「新潟県婦人対策の方向」が策定されました。その後、指針は平成４年に全面改
定され、「にいがたオアシス女性プラン」が策定されています。
　平成８年には、国の内外における女性問題解決への動きや、少子化、高齢化、国際化等の時代
の流れに対応するため「ニューにいがた女性プラン」が策定され、平成13年には、男女共同参画
社会基本法に基づく都道府県男女共同参画計画として「新潟・新しい波男女平等推進プラン」が
策定されています。
　平成14年には、「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」が制定されたほか、条例の基
本理念に基づき、平成18年に「新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」を、平成25年に
は「第２次新潟県男女共同参画計画」が策定され取組が進められてきました。
　その後、女性活躍推進法の施行を踏まえた「第３次新潟県男女共同参画計画」が平成29年３月
に策定され、これからの取組を進めていくこととしています。

【資料：内閣府「男女共同参画白書（平成29年版）」】

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

（%）

女性の年齢階級別労働力率

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～

　　　  昭和51年 19.1 66.4 44.3 44.4 54.3 60.3 61.4 58.1 49.6 37.4 25.5 9.0

　　　  平成８年 16.3 73.8 67.9 54.8 60.8 69.5 71.6 66.9 58.1 39.0 27.0 10.1

　　　  平成28年 16.8 71.6 81.7 73.2 71.8 75.7 78.5 77.2 70.9 51.8 33.8 9.3

（歳）
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⑵　上越市の動き
　当市でも、男女共同参画社会実現の必要性を重要視し、平成７年（1995年）３月に上越市女性
行動計画「じょうえつ女性アクションプラン」を策定しました。さらに平成13年（2001年）には
新潟県内でもいち早く「男女共同参画都市」を宣言し、翌平成14年（2002年）３月に「上越市男
女共同参画基本条例」を制定するとともに、「上越市男女共同参画基本計画」（以下「基本計画」と
いう。）を策定しました。その後、国や県の動きとも連動しながら平成23年（2011年）３月に平成
30年度までの８年間を計画期間とする第２次基本計画を策定し、これら基本計画に基づき行政内
部の推進をはじめ、市民や地縁団体、市民活動団体、事業者等との協働により、当市における男
女共同参画社会の実現に向けて様々な施策に取り組んできました。
　また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口では、老年人口割合（65歳以上）が増加
している一方、年少人口割合（０～14歳）及び生産年齢人口割合（15～64歳）がいずれも減少を
続けると予測されており、全国の場合と同様、当市においても、少子・高齢化が進展する中、女
性の社会進出が今後ますます期待されます。
　基本計画の策定に当たり平成29年６月に実施した男女共同参画に関する市民意識調査の結果で
は、男女共同参画に関する主な言葉の認知度・理解度が徐々に向上する一方で、様々な分野にお
ける男女の地位の平等感の低下や家庭・地域・職場といった身近な環境における固定的性別役割
分担意識2が根強く残っていることや、女性は男性よりも「家事・育児・介護」に携わる時間が長く、
男性は育児休業を取得しにくい職場環境にあることなどが改めて浮き彫りとなっており、こうし
た市民意識調査の結果を踏まえた取組を重点的に行っていくことが課題となっています。

【資料：内閣府調べ】

【資料：警察庁「警察白書」】
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7. 市民意識調査の結果及び第₂次基本計画の進捗状況
⑴　上越市市民意識調査の結果
①　調査の目的
　 　市民の男女共同参画に関する意識と実態を把握し、平成30年度からの第３次基本計画策定の
基礎資料とするほか、男女共同参画社会実現に向け、調査結果を今後の市の施策に反映させ、一
層の充実を図るため、調査を実施しました。
②　実施概要
　・調査対象　上越市内在住の満18歳以上の男女　各2,000人　計4,000人
　・抽出方法　住民基本台帳に基づく無作為抽出
　・調査方法　郵便による配付及び回収
　・調査期間　平成29年６月９日～23日（15日間）
　・回収状況　1,469（内訳：男性688、女性757、性別無回答24）
　・回 収 率　36.7％
③　結果の概要
　 　男女共同参画に関する主な言葉について「知らない」人が減り、主な言葉の認知度・理解度
が徐々に向上しています。
　 　一方で、「家庭生活」、「職場」、「学校教育の場」、「政治の場」など様々な分野における男女の
地位の平等感では、「学校教育の場」が最も高く46.7％となった以外はそれぞれ10～20％台にと
どまり、低下傾向にあることから、家庭生活や地域、職場などにおける男女の地位の平等感を
高めるための取組が必要になっています。
　 　また、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という回答は男性の方が多かったほか、
地域などにおける女性の参画に関しても同様に、「地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げ
となっている主な原因」について、「男性が会長・副会長などとなるのが社会慣行だから」を挙
げる人が男性は41.3％、女性は35.9％に上り、家庭内や地域などの身近な環境において性別に
より役割分担を固定する意識2が根強く残っていることから、その解消に向けた取組が必要に
なっています。
　 　平日の生活時間では、男性は「家事・育児・介護」を担う時間が女性の３分の１以下にとどまっ
ています。また、「男性が育児休業を取得しづらい理由」として、男性では「仕事が中断できない」
（61.5％）や「職場に理解がない」（54.5％）を挙げる人が多くなっています。男性の 

【資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成25年３月推計）」】
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250,000

200,000

150,000
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0

（年齢別割合：%）（人口：人）

上越市の将来推計人口

平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年
　　　　  人口（推計）総数 203,899 197,419 190,075 182,008 173,557 164,892 155,979
　　　　  年齢別割合（0～14歳：%） 13.5 12.7 11.9 11.3 10.7 10.5 10.6
　　　　  年齢別割合（15～64歳：%） 59.9 57.3 55.5 54.8 54.4 53.5 51.6
　　　　  年齢別割合（65歳以上：%） 26.5 30.0 32.6 34.0 34.9 36.0 37.8
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家庭生活への参画を促進することが、女性が希望する就労形態で働くことや地域での活躍を促
進することにつながるものと考えられることから、男女ともワーク・ライフ・バランス3の実現
に向けた労働環境の見直しが必要になっています。
　 　また、全国的にＤＶ4事案が増加し、当市においてもＤＶ4を起因とする緊急的一時保護事案
が継続的に発生している中、市の女性相談窓口の認知度は低下傾向にあることから、相談窓口
の充実と周知の強化が必要になっています。
　 　なお、男女共同参画に関し今後力を入れていくべき行政の取組については、市民意識調査及
び事業所対象のアンケートのいずれにおいても「子育てや介護等への支援」を求める回答が最
も多い結果となりました。

【資料：「市民意識調査」】

【資料：「市民意識調査」】

【資料：「市民意識調査」、内閣府「男女共同参画に関する世論調査」】
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上越市 内閣府

男女共同参画に関する主な言葉の認知度・理解度

男女の地位の平等感の推移（分野別の平等と感じる人の割合）

男女の地位の平等感の推移（各分野の平均値の比較）

平成19年度 平成22年度 平成26年度 平成29年度
　　　　家庭生活 24.7 26.3 25.7 24.1
　　　　職場 27.5 25.7 21.9 19.9
　　　　学校教育の場 57.1 58.9 54.4 46.7
　　　　政治の場 19.5 22.2 13.5 12.3
　　　　法律や制度上で 37.2 41.1 31.9 25.7
　　　　社会通念･習慣･しきたり等で 12.7 14.4 12.3 10.1
　　　　町内会等の地域活動の場 27.9 30.4 27.9 25.1
　　　　社会全体で 0.0 17.4 14.9 12.9
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【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性
が就くことの妨げとなっている主な原因として、
「男性が会長・副会長などとなるのが社会慣行だ
から」と回答した人の割合
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【資料：「市民意識調査」】

【資料：「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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労働時間の短縮や在宅勤務の普及など
男女共に働き方の見直しを進める

国・地方公共団体の審議会委員や管理職
など、政策決定の場に女性を積極的に登用する

学校教育において男女共同参画社会
についての学習を充実する

法律や制度の面で見直しを行う

民間企業・団体等の管理職に女性の登用
が進むよう支援する

女性や男性の生き方や悩みに関する
相談の場を提供する

従来、女性が少なかった分野（研究者等）
への女性の進出を支援する

男女の平等と相互の理解や協力について
広報・ＰＲする

男女の平等と相互の理解や協力についての
学習機会を充実する（参加者が少人数のセミナー等）

男女の平等と相互の理解や協力についての
学習機会を充実する（参加者が 100人規模の講演会等）

58.3%

56.4%

54.5%

36.8%

36.3%

35.1%

32.4%

32.0%

25.3%

25.1%

24.4%

14.8%

12.8%

市の女性相談窓口の認知度の推移

配偶者から身体的、精神的、性的暴力を１つでも受けたことがある人の割合

今後力を入れていくべき行政の取組（その他・無回答などは除く）
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【資料：平成29年度「事業所アンケート」】

男女共同参画の必要性や、育児休業（休暇）
取得を促進するような事業所向けの啓発活動

結婚・出産・育児・介護のために退職した
社員の再雇用推進策（相談会や研修会の開催）

出産・育児に関する代替社員や福利厚生
に関する経済的支援

社員向け研修会の講師派遣や講座の開催

他企業の取組事例の提供

22.3%

18.1%

36.2%

23.4%

42.6%

企業が行う（今後行いたい）男女共同参画の取組に関連し市に望む施策

⑵　第２次基本計画の進捗状況
　第２次基本計画（後期改訂版）では、目指すまちの姿に「男女が、互いの人権を尊重し社会の
あらゆる分野で平等に参画できるまち」を掲げ、その実現に向けて「男女が等しく参画するため
の社会環境整備」と「配偶者からの暴力防止・被害者支援」の２つの施策の分野を設定し、それ
ぞれ指標を定めました。
　取組に当たっては、施策の柱となる６つの基本目標を定めたほか、施策を推進していくための
重点目標と指標を定め取り組んできました。

　　＜分野別＞
　「男女が等しく参画するための社会環境整備」の分野では、第２次基本計画の最終年度である平
成30年度における「男女の地位の平等感」について、各分野の平均で39.0％としていた指標に対し、
平成29年度に実施した市民意識調査では23.4％となり、平成26年度を5.8ポイント下回る結果とな
りました。
　また、「配偶者からの暴力防止・被害者支援」の分野では、「配偶者から暴力を受けたことがあ
る女性の割合」について、第２次基本計画の最終年度である平成30年度において平成26年度の
40.7％を下回るという指標に対し、平成29年度に実施した市民意識調査では31.2％となり、平成
26年度を9.5ポイント下回る結果となりました。

分　　野 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30
男女が等しく参画するための社会
環境整備 男女の地位の平等感 29.2% 39.0% ▶市民意識調査 …… 23.4%

配偶者からの暴力防止・被害者支
援

過去４年間に配偶者から暴力を
受けたことがある女性の割合 40.7% 前回調査値

より減少 ▶市民意識調査 …… 31.2%

※現状値H26及び進捗状況における値は、期間を定めずに配偶者から暴力を受けたことがある女性の割合。

　　＜重点目標別＞
　重点目標別では、平成29年度に実施した市民意識調査をはじめとする各種調査結果及び平成28
年度実績において、指標を達成している重点目標は４項目となりました。なお、指標は達成して
いないものの、前回平成26年度から上昇・改善が図られた項目は２項目となりました。
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■施策の分野Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

［基本目標１］　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり

重点目標 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30
⑴ 男女共同参画についての理
解の促進 男女共同参画社会の認知度 44.8% 50.0% ▶市民意識調査 …… 46.1%

⑵ 男女共同参画の視点に立っ
た社会制度・慣行の見直し

社会通念・習慣・しきたりなどの男
女の地位の平等感 13.2% 18.4% ▶市民意識調査 …… 10.1%

⑶ 男性への意識啓発の推進 家庭生活における男女の地位の平等
感 26.9% 30.3% ▶市民意識調査 …… 24.1%

⑷ 子どもへの意識啓発の推進 業務を進めるうえで男女共同参画の
考えを意識している保育士等の割合 69.9% 前回調査値

より向上
▶ 職員アンケート…… 86.1% 
（設問を変更し全職種対象）

［基本目標３］　女性に特化した取組の強化

重点目標 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30

⑴ 生涯を通じた女性の心と体
の健康支援

子宮頸がん検診の受診率 ※H25 
31.6% 50.0% ・H28実績 …… 14.8%

乳がん検診の受診率 ※H25 
27.1% 50.0% ・H28実績 …… 12.9%

⑵ 女性の能力発揮への支援 スキルアップに関する講座の年間受
講者数 66人 50人 ・H28実績 …… 156人 

　（計３講座11回開催）
⑶ 企業、団体、学校、地域等における
方針決定の場への女性の参画

管理職に女性を登用している民間企
業の割合 44.0% 現状値より

向上
▶事業所アンケート …… 44.7%
（従業員10人以上）

［基本目標４］　推進体制の整備

重点目標 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30
⑴ 男女共同参画推進センター
の充実

男女共同参画推進センター登録団体
数 21団体 30団体 ・H29.3月末現在 …… 21団体

⑵ 男女共同参画社会を目指す
全庁的な取組の推進

業務を進めるうえで男女共同参画の
考えを意識している職員の割合 75.9% 前回調査値

より向上
▶職員アンケート …… 86.1%
　（設問を変更し全職種対象）

⑶ 市の施策・方針決定過程へ
の女性の参画拡大

市の審議会等の女性登用率 ※H25 
31.6% 50.0% ・H29.3月末現在 …… 28.7%

女性委員を含む審議会等の設置率 ※H25 
94.8% 100.0% ・H29.3月末現在 …… 93.0%

［基本目標２］　男女共同参画を実践できる環境づくり

重点目標 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30
⑴ 労働環境の見直しの推進 職場における男女の地位の平等感 24.3% 29.7% ▶市民意識調査 …… 19.9%
⑵ 子育て、介護への支援の充実 子育てをしやすいと感じる市民の割合 53.8% 53.8%

■施策の分野Ⅱ　配偶者からの暴力防止・被害者支援

［基本目標１］　暴力を許さない社会づくり

重点目標 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30

⑴ 暴力防止に関する人権教育
の推進及び啓発

家庭内での夫から妻への暴力は女性
の人権が尊重されていないと感じる
人の割合

58.8% 66.0% ▶市民意識調査 …… 55.8% 
　（男性52.6%、女性58.9%）

⑵ 相談窓口の充実 市女性相談の認知度 18.1% 40.0% ▶市民意識調査 …… 16.4%

［基本目標２］　被害者の救済

重点目標 指標項目 指標値 進捗状況（H29）現状H26 目標H30
⑴ 発見通報体制の整備・被害
者の安全な保護

配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律の認知度 37.1% 50.0% ▶ 市民意識調査 …… 37.8%

⑵ 自立への支援 ※設定なし
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8. 第₃次基本計画の特徴的な取組
　平成28年４月の女性活躍推進法の全面施行及び平成29年３月の第３次新潟県男女共同参画計画の
策定を受け、市では、第２次基本計画の終期を前倒しし、第３次基本計画を策定することとしました。
　計画の策定に当たっては、これまでの取組を継承しつつ、女性活躍推進法や国・県の計画との整合
を図るため、女性活躍推進に関連する施策を明確化するとともに、第２次基本計画に基づくこれまで
の取組の検証結果を反映させます。

⑴　女性活躍推進に関連する施策の明確化
① 　基本目標の一つに「女性が活躍できる社会づくり」を新たに設け、第２次基本計画で実施し
てきた施策のうち、次の３つを重点目標として位置付けます。
　・女性の能力発揮への支援
　・企業、団体、学校、地域等における方針決定の場への女性の参画推進
　・市の施策・方針決定過程への女性の参画拡大
② 　このほか、次の４つの施策についても、女性活躍推進に関連する重点目標として位置付け、計
画の中に明示します。
　・男性にとっての男女共同参画の推進
　・労働環境の見直しの推進
　・子育て、介護への支援の充実
　・暴力防止に関する人権教育の推進及び啓発

⑵　市民意識調査の結果の反映
　 　平成29年６月に実施した男女共同参画に関する市民意識調査の結果、男女共同参画に関する
認知度と理解度は向上した一方で、特に女性活躍推進に関連する項目として、様々な分野にお
ける男女の地位の平等感の低下や家庭・地域・職場といった身近な環境における固定的性別役
割分担意識2が根強く残っていること、女性は男性に比べ「家事・育児・介護」などを担うこと
が多く、男性は職場で育児のための休業が取得しにくい環境にあること、さらに、全国的にＤ
Ｖ4事案やハラスメント事案が増加する中にあって、当市の女性相談を始めとする相談窓口の認
知度低下が改めて浮き彫りになったことから、次の４点について特に力を入れて取り組むこと
とします。
　　・男女の地位の平等感の向上
　　・固定的性別役割分担意識2の解消
　　・ワーク・ライフ・バランス3の実現に向けた労働環境の見直し
　　・女性相談を始めとする相談窓口の充実と周知の強化

⑶　第２次基本計画の達成状況の反映
　　 　第２次基本計画については、終期を前倒ししたため、今般実施した重点目標ごとに設定した指
標の評価を参考としつつ、第３次基本計画の新しい体系に合わせて指標を設定します。
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目指す
まちの姿 施策の分野【2】 基本目標【6】

男
女
が
、互
い
の
人
権
を
尊
重
し
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
平
等
に
参
画
で
き
る
ま
ち

男女が等しく参画するための社会
環境整備

Ⅰ

男女共同参画を正しく理解できる
社会づくり

1

男女共同参画を実践できる環境
づくり

2

女性が活躍できる社会づくり3

推進体制の整備4

暴力を許さない社会づくり1

被害者等への支援2

配偶者等からの暴力防止・被害者
支援

Ⅱ

登載
ページ

20

22

24

26

28

30

32

34

36

重点目標【17】 施策の方向【35】

自立への支援⑵

女性活躍推進に関連する重点目標

発見通報体制の整備・
被害者の安全な保護⑴

相談窓口の充実⑵

暴力防止に関する人権
教育の推進及び啓発⑴

男女共同参画社会を目指す
全庁的な取組の推進⑵

男女共同参画推進センター
の充実⑴

市の施策・方針決定過程
への女性の参画拡大⑶

企業、団体、学校、地域等における
方針決定の場への女性の参画推進⑵

女性の能力発揮への支援⑴

貧困等により困難を抱えた男女が
安心して暮らせる環境の整備⑷

生涯を通じた女性の心と体
の健康支援⑶

①生活再建の支援
②同伴者への支援

①女性相談事業の充実
②その他相談機関との連携

①配偶者等からのあらゆる暴力の根絶と防止に向けた啓発
②セクシュアル・ハラスメント等の防止に向けた啓発

①市職員への研修会の実施
②男女共同参画の考え方に基づいた施策の推進

①男女共同参画に関する情報発信の強化
②市民や活動団体への支援

①市の各種審議会等へのクオータ制の活用による女性の参画推進
②女性職員の積極的な登用

①女性人材の情報収集、整備、提供
②女性の参画情報の調査、公表 38

40

42

44

46

48

50

52

①女性の人材育成に向けた各種講座の開催
②女性の再就職への支援

①生活困窮者の自立促進の支援
②ひとり親家庭等への支援の充実

子どもへの意識啓発の推進⑷ ①保育園、幼稚園及び学校教育の場における男女平等教育の徹底
②教育関係者への意識啓発と男女平等教育に関する調査研究の充実

子育て、介護への支援の
充実⑵

労働環境の見直しの推進⑴

①男女共同参画の視点に立った子育て支援施策の充実
②男女共同参画の視点に立った介護支援施策の充実

①ワーク・ライフ・バランスの浸透
②男女の均等な待遇の確保など男性中心型労働慣行の
　改善の更なる推進
③職場におけるあらゆるハラスメントの防止の取組

①女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・
　ヘルス／ライツ）の普及啓発
②生涯を通じた健康保持への支援及び健康相談の充実

男性にとっての男女共同
参画の推進⑶

男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行の
見直し

⑵

①男性における男女共同参画の意義の理解促進
②男性の家事・育児・介護等への参画の促進

男女共同参画についての
理解の促進⑴ ①広報などを通じた継続的啓発活動の推進

②男女共同参画の基本的知識の周知啓発の推進

①出前講座など地域への積極的な啓発活動の実施
②あらゆる分野における固定的性別役割分担意識解消
　への周知啓発活動の実施

①制度や体制、法律の認知のための周知活動の推進
②被害者への安全確保のための情報提供

9. 計画の体系
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目指す
まちの姿 施策の分野【2】 基本目標【6】

男
女
が
、互
い
の
人
権
を
尊
重
し
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
平
等
に
参
画
で
き
る
ま
ち

男女が等しく参画するための社会
環境整備

Ⅰ

男女共同参画を正しく理解できる
社会づくり

1

男女共同参画を実践できる環境
づくり

2

女性が活躍できる社会づくり3

推進体制の整備4

暴力を許さない社会づくり1

被害者等への支援2

配偶者等からの暴力防止・被害者
支援

Ⅱ

登載
ページ

20

22

24

26

28

30

32

34

36

重点目標【17】 施策の方向【35】

自立への支援⑵

女性活躍推進に関連する重点目標

発見通報体制の整備・
被害者の安全な保護⑴

相談窓口の充実⑵

暴力防止に関する人権
教育の推進及び啓発⑴

男女共同参画社会を目指す
全庁的な取組の推進⑵

男女共同参画推進センター
の充実⑴

市の施策・方針決定過程
への女性の参画拡大⑶

企業、団体、学校、地域等における
方針決定の場への女性の参画推進⑵

女性の能力発揮への支援⑴

貧困等により困難を抱えた男女が
安心して暮らせる環境の整備⑷

生涯を通じた女性の心と体
の健康支援⑶

①生活再建の支援
②同伴者への支援

①女性相談事業の充実
②その他相談機関との連携

①配偶者等からのあらゆる暴力の根絶と防止に向けた啓発
②セクシュアル・ハラスメント等の防止に向けた啓発

①市職員への研修会の実施
②男女共同参画の考え方に基づいた施策の推進

①男女共同参画に関する情報発信の強化
②市民や活動団体への支援

①市の各種審議会等へのクオータ制の活用による女性の参画推進
②女性職員の積極的な登用

①女性人材の情報収集、整備、提供
②女性の参画情報の調査、公表 38

40

42

44

46

48

50

52

①女性の人材育成に向けた各種講座の開催
②女性の再就職への支援

①生活困窮者の自立促進の支援
②ひとり親家庭等への支援の充実

子どもへの意識啓発の推進⑷ ①保育園、幼稚園及び学校教育の場における男女平等教育の徹底
②教育関係者への意識啓発と男女平等教育に関する調査研究の充実

子育て、介護への支援の
充実⑵

労働環境の見直しの推進⑴

①男女共同参画の視点に立った子育て支援施策の充実
②男女共同参画の視点に立った介護支援施策の充実

①ワーク・ライフ・バランスの浸透
②男女の均等な待遇の確保など男性中心型労働慣行の
　改善の更なる推進
③職場におけるあらゆるハラスメントの防止の取組

①女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・
　ヘルス／ライツ）の普及啓発
②生涯を通じた健康保持への支援及び健康相談の充実

男性にとっての男女共同
参画の推進⑶

男女共同参画の視点に
立った社会制度・慣行の
見直し

⑵

①男性における男女共同参画の意義の理解促進
②男性の家事・育児・介護等への参画の促進

男女共同参画についての
理解の促進⑴ ①広報などを通じた継続的啓発活動の推進

②男女共同参画の基本的知識の周知啓発の推進

①出前講座など地域への積極的な啓発活動の実施
②あらゆる分野における固定的性別役割分担意識解消
　への周知啓発活動の実施

①制度や体制、法律の認知のための周知活動の推進
②被害者への安全確保のための情報提供
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10. 施策の分野と基本目標
■施策の分野Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備

　経済の低迷に加え閉塞感の高まりや少子・高齢化が進む中、女性を始めとする多様な人材の活用によ
る経済の活性化が求められています。女性がその能力を十分に発揮し、経済社会に参画する機会を確保
することは、持続的に社会を発展させていく上で大変重要です。
　また、多様な生き方を尊重し、全ての人が職場、地域、家庭など様々な場面で活躍できる社会は、女
性にとっても男性にとっても平等感にあふれ、それぞれの能力を発揮できる活力のある社会です。
　しかしながら、現状を見ると男女共同参画に対する考え方は、しきたりや習慣、年代、家庭環境など
により様々です。これらの様々な場面における男女共同参画に対する意識を向上させ、女性と男性が互
いの意見や能力、人格を大切に、全ての人が生き生きと暮らすことのできるまちを目指します。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：「市民意識調査」】
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等で

町内会等
の地域活動
の場
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男女の地位の平等感（各分野で平等と感じる人の割合）

男女の地位の平等感（分野別の経年変化）

平成19年度 平成22年度 平成26年度 平成29年度
　　　　家庭生活 24.7 26.3 25.7 24.1
　　　　職場 27.5 25.7 21.9 19.9
　　　　学校教育の場 57.1 58.9 54.4 46.7
　　　　政治の場 19.5 22.2 13.5 12.3
　　　　法律や制度上で 37.2 41.1 31.9 25.7
　　　　社会通念･習慣･しきたり等で 12.7 14.4 12.3 10.1
　　　　町内会等の地域活動の場 27.9 30.4 27.9 25.1
　　　　社会全体で 0.0 17.4 14.9 12.9
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＜調査等の結果＞
○男女の地位の平等感（各分野で平等と感じる人の割合）
▶市民意識調査  ……………………  23.4％（以下の全分野の平均値）
・家庭生活  …………………………  24.1％（男性28.5％、女性20.7％）
・職場  ………………………………  19.9％（男性20.2％、女性19.6％）
・学校教育の場  ……………………  46.7％（男性49.1％、女性44.6％）
・政治の場  …………………………  12.3％（男性16.6％、女性8.7％）
・法律や制度上で  ……………………  25.7％（男性33.9％、女性18.5％）
・社会通念・習慣・しきたり等で  …  10.1％（男性12.8％、女性7.9％）
・町内会等の地域活動の場  …………  25.1％（男性32.0％、女性18.8％）
　男女の地位の平等感（男女平均）では、「学校教育の場」が全分野の中で最も高く46.7％でしたが、
他の分野では10～20％台にとどまり、中でも「社会通念・習慣・しきたり等で」の分野が最も低くなっ
ています。また、全ての分野において、女性の方が男性に比べ平等と感じている人の割合が低い傾向
がみられました。中でも、「法律や制度上で」と「町内会等の地域活動の場」については、男女の差
が10ポイント以上あり、法律は整備されつつありますが、現実として実感が伴っていないことがう
かがわれます。

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

男女の地位の平等感（男女平均） 市民意
識調査 29.2％ 23.4％ 40.0％

＜基本目標＞
①　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり
　男女共同参画を推進するためには、男女共に男女共同参画社会を正しく理解することが前提です。
また、男女共同参画社会の実現には、個人の生き方や活動が多様化する中で、男女が共に相手の考え
を尊重することが大切です。そのためには当然ながら、女性だけではなく男性の意識改革も重要とな
ります。市民意識調査では、働き手や稼ぎ手は男性で、女性は家庭を守る又は家計を助ける程度に働
くという意識は、女性よりも男性に多く残っている傾向にあります。これからは、女性の地位の向上
はもとより、男性に対して性別により役割分担を固定する意識2からの脱却を促すとともに、長時間
労働の抑制等、働き方の見直しにより、男性の家庭生活や地域生活への参画を進める必要があります。
　また、幼少期からの男女平等教育は、成長し社会に出てからも、多様なライフスタイルは自然なこ
とと受け入れ、互いの人格を認め合いながらそれぞれの個性と能力を発揮できる社会を形成する上で
大変重要です。
　今一度「なぜ、男女共同参画社会が重要なのか」という問いかけから始め、「男女共同参画＝難しい、
必要ない」という意識を打ち払い、老若男女が男女共同参画を正しく理解し合う社会を目指します。

②　男女共同参画を実践できる環境づくり
　男女雇用機会均等法の施行以来、社会でも女性の進出が進み、あらゆる分野で女性が活躍していま
す。
　理想では、「男女が共に仕事をし、共に家事を行う」と考えていても、現実では、男性は家庭生活
より仕事を優先している傾向にあり、家庭での役割で女性への負担が大きいのが現状です。
　また、男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手に対する思いやりを
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もって生きていくことは、男女共同参画社会の形成に当たっての土台と言えます。
　中でも女性は生涯の中で妊娠や出産の可能性といった男性と大きく異なる場面があり、思春期から
始まり更年期、高齢期といった多くの健康上の問題と直面します。このため、女性が自らの健康を守
るため、自らの判断で今後を決定する権利を尊重することが大切となります。
　さらに、就労環境や社会構造の変化などに伴い、ひとり親家庭や、高齢者・障害のある人などを中
心に、相対的貧困率5の上昇傾向が続いており、生活困窮世帯への支援や、生活に困窮しているそれ
ぞれの人の生き方に沿った的確な支援などが求められるようになってきています。
　前述の基本目標「男女共同参画を正しく理解できる社会づくり」を推進する上で、それを実践でき
る環境がなければ、男女共同参画社会の進展は望めません。そのためにも、市民生活に密着している
分野での環境整備の推進と阻害要因の解消を行い、全ての男女が共に生き生きと生活を送ることがで
き、互いを尊重できる環境を目指します。

③　女性が活躍できる社会づくり
　女性活躍推進法が施行され、職場だけでなく、政治の場や地域活動など様々な分野において女性の
活躍が期待されており、女性が能力を十分に発揮して、その意見を社会に反映させるため、企業の管
理職や議員、町内会長など、リーダーシップを発揮する場への女性の登用が求められています。
　特に、女性は子育てや介護等の家庭の事情により、いったん職を離れてしまうことがいまだに多く
見受けられます。その状況の中で家庭生活と仕事の両立の難しさから再就職も困難となってしまうこ
とが大きな課題の一つと考えられ、その支援が必要とされています。
　さらに、市が設置する審議会等の委員に男性及び女性を偏り無く登用し、両性の意見を施策に反映
させていくなど、積極的な取組を実施し、女性が活躍できる社会づくりを進めるため、男女間の格差
がなくなるような改善措置を行っていきます。

④　推進体制の整備
　男女共同参画社会を目指す上で、市民生活に密接に関係する行政の役割は大変重要です。様々な分
野において男女共同参画社会を実感できるまちを目指し、職員一人一人が男女共同参画の理念を意識
しながら業務に携わることが、効率的かつ効果的な事業の推進につながります。
　なお、市の男女共同参画の拠点施設である男女共同参画推進センターでは、男女共同参画推進のた
めの各種講座の開催や関係する情報の発信などを行っています。今後も市民の意見を取り入れながら
効果的な事業運営に努めます。
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■施策の分野Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援

　配偶者間や内縁関係などの男女間において、一方を暴力で支配することは、男女が互いを個人として
尊重することを前提とする男女共同参画の視点からも、解消すべき課題といえます。これら男女間の人
権侵害が一般社会における男女共同参画推進を阻害する要因ともなることから、男女間の暴力を未然に
防ぐとともに、被害者を的確に救済する対策を講じる必要があります。
　なお、ＤＶ防止法では被害者を女性に限定していませんが、歴史的・文化的な背景や個人が育った家
庭環境など、取り巻く環境に影響を受けることもあり、一般的には男性の方が、身体的、経済的及び社
会的な「力」を持ち、このような力の差を利用して女性に向けて起こる場合が多い傾向にあります。
　このような事案は家庭内や親密な関係において起こるため、周囲の人は気が付きにくく、事件への発
展や相談などにより表面に出るものは一部であり、潜在的な件数は膨大な数に上ると予想されます。
　信頼していた人からの暴力は、外傷以外にも心に深い傷を負います。被害者のその後の人生が大きく
変わる場合もあります。わたしたちは全ての人が安心して健やかに生活できるよう、暴力を認めないま
ちを目指します。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

言葉も
内容も
知っている

言葉も
内容も
知っている

言葉と一部
内容を
知っている

言葉は
知っている 知らない知らない 無回答

14.014.0

17.017.0

11.411.4

23.8

21.7

26.0

31.1

29.7

32.9

19.1 19.1 

19.3 19.3 

19.0 19.0 

11.9

12.4 

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

言葉も
内容も
知っている

言葉も
内容も
知っている

言葉と一部
内容を
知っている

言葉は
知っている 知らない知らない 無回答

61.161.1

59.959.9

62.562.5

19.0

20.2

18.2

6.1

5.1

7.1

3.73.7

4.14.1

3.43.4

10.1

10.8

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）の認知度

ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）4の認知度
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【資料：平成29年度「市民意識調査」】

あった まったくないまったくない 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

23.8

16.0

31.2

65.865.8

70.670.6

61.361.3

10.5

13.4

7.5

配偶者等から身体的、精神的、性的暴力を１つでも受けたことがある人の割合

＜調査等の結果＞
○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）の認知度
　▶市民意識調査  ……… 37.8％
　「ＤＶ防止法」は、「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計で37.8％
となりました。
○ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）4の認知度
　▶市民意識調査  ……… 80.1％
　「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）4」は、「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容
を知っている」の合計で80.1％となりました。
○配偶者から身体的、精神的、性的暴力を１つでも受けたことがある女性の割合
　▶市民意識調査  ……… 31.2％（男性16.0％）
　配偶者から暴力を受けたことがある女性は、３分の１近い31.2％を占めた一方で、男性は16.0％
となり、数は女性より少ないものの男性に対する暴力もみられました。

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

配偶者等から暴力を受けたことがある女性の割合 市民意
識調査 40.7％ 31.2％ 30.4％

以下

＜基本目標＞
①　暴力を許さない社会づくり
　市民意識調査では、30％以上の女性が配偶者から暴力を受けたことがあると回答しています。また、
殴る蹴るという行為については、多くの人が暴力と感じていますが、行動の監視や存在の無視といっ
た行為は暴力と感じない傾向にあります。
　いかなる理由があっても配偶者からの暴力などは犯罪になり得る行為であり、身体への直接的な暴
力だけではなく言葉の暴力など精神的苦痛を与えることも含め、重大な人権侵害であるという認識を
一人一人が持つことが必要です。
　男女平等の妨げとなる女性に対するあらゆる暴力根絶を目指し、予防の取組や相談業務の充実を図
ります。
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②　被害者等への支援
　配偶者からの暴力被害の多くは女性であり、経済的、精神的自立が困難な場合があります。また、
被害者自身のケアのほか、子ども連れでの避難や住宅の確保など、状況により多岐にわたる支援が必
要となります。
　被害者に対する危険が急迫していると認められるときは、警察へ通報するとともに、被害者に対し、
一時保護を受けることを促すなどの措置を講ずることも必要です。
　安全の確保を最優先に自立を支援するため、関係機関との連携を図りながら的確な助言や支援の充
実を図ります。
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第 2 章　重点目標と施策の方向

【現状と課題】
　男女共同参画社会の実現には、その必要性を誰もが正しく理解し、広く浸透することが不可欠です。
　しかしながら、市民意識調査で男女共同参画に関する主な言葉の認知度や理解状況を聞く質問では、
「男女共同参画社会」について「言葉も内容も知っている」と答えた人の割合は約20％、さらに「言葉
と一部内容を知っている」と答えた人を合わせても半数を下回る結果となりました。
　また近年では、ＬＧＢＴ6など性的少数者に対する理解の促進についても新たな課題となってきてい
ます。

【施策の方向】
　男女共同参画に関する言葉やその内容の理解と認識が深まるよう、基礎知識部分の啓発活動を継続的
に行い、男女共同参画社会に対する意識の底上げを図ります。

①　広報などを通じた継続的啓発活動の推進
<取組例>
男女共同参画コーナーでの情報提供と啓発、啓発情報紙の作成・発行【男女共同参画推進センター】、
男女共同参画関係図書等の閲覧スペースの設置【人事課】　など

②　男女共同参画の基本的知識の周知啓発の推進
<取組例>
施策の方向に基づく講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

男女共同参画社会の認知度 市民意識
調査 44.8％ 46.1％ 60.0％

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑴　男女共同参画についての理解の促進
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＜調査等の結果＞
　○「男女共同参画社会」の認知度・理解状況
　　▶市民意識調査  ………… 46.1％
　　▶市職員アンケート  …… 85.9％
　　▶事業所アンケート  …… 60.6％（「男女共同参画社会基本法」の認知度・理解度を問う設問）
　各種調査等で「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計で認知度・理
解状況を比較した場合、普段から言葉に接する機会が多いと考える市職員と事業所では半数を超えま
したが、普段言葉に接する機会が少ないと考えられる市民を対象とした意識調査では、半数に届きま
せんでした。

男女共同参画に関する主な言葉等の認知度 【資料：平成29年度「市民意識調査」】

男女共同参画社会

凡例：

ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス
（配偶者やパートナー等からの暴力）

4

7

1

3

8

ポジティブ・アクション
（積極的改善措置）

アンペイドワーク（無償労働）

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ
（性と生殖に関する女性の健康・権利）

ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

上越市男女共同参画基本条例（市）

男女共同参画社会基本法（国）

ＤＶ防止法…配偶者からの暴力の防止及び
被害者の保護に関する法律（国）

0% 20% 40% 60% 80% 100%
言葉も
内容も
知っている

言葉と一部
内容を
知っている

言葉は
知っている 知らない 無回答

10.1 15.0

3.7

59.818.25.94.2

73.89.1 3.31.9

80.1 5.2
1.6

1.1

24.123.318.422.1

51.625.77.13.2

44.526.510.45.0

19.131.123.814.0

6.119.061.1

28.826.619.5

10.1 

12.0 

11.9 

11.9 

12.0 

12.4 

13.6 

11.9 
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【現状と課題】
　男女共同参画社会の実現を阻害する要因の一つとして、長い年月の間に生活に根付いた性別の違いを
理由に役割分担を固定する意識2や慣行などの存在があります。これまでの教育や社会情勢の変化によ
り徐々に緩和されてきていますが、依然としてこれらの意識や慣行などが根強く残っているのが現状で
す。
　職場での女性の地位や就労環境は、平成28年４月に全面施行された女性活躍推進法などを始めとする
法整備により改善されつつありますが、社会通念・習慣・しきたりなどでの平等感については、男性女
性とも「男性の方が優遇されている」との回答が多い状況にあります。

【施策の方向】
　多くの人たちが男女共同参画社会実現への進展を実感できるようにするため、家庭内や地域など身近
な環境が平等になるよう取り組みます。

①　出前講座など地域への積極的な啓発活動の実施
<取組例>
人権問題地域懇談会の開催【人権・同和対策室】、地域における男女共同参画の啓発や人材情報の提供、
出前講座の開催【男女共同参画推進センター】、保護者への啓発・連携方法の工夫【学校教育課】、人
権を考える講話会の開催【社会教育課】　など

②　あらゆる分野における固定的性別役割分担意識2解消への周知啓発活動の実施
<取組例>
消防団の活動に対する男女共同参画の意識啓発【危機管理課】、固定的性別役割分担意識2解消に向
けた講座の開催【男女共同参画推進センター】

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

「社会通念・習慣・しきたりなど」で男女が平等
と感じる人の割合

市民意識
調査 13.2％ 10.1％ 18.4％

＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑵　男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
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【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】
「男性が会長・副会長などとなるのが社会慣行だから」と回答した人の割合

男性の方が
非常に優遇
されている

女性の方が
非常に優遇
されている

わからないわからない 無回答
どちらかといえば
男性の方が
非常に優遇
されている

どちらかといえば
女性の方が
非常に優遇
されている

どちらかといえば
女性の方が
非常に優遇
されている

平等に
なっている
平等に
なっている

18.5 52.1 10.110.1 2.02.0 10.510.5 6.5

53.315.6

21.7 51.0 7.97.9 12.812.8 5.3
1.5

0.1

12.812.8 2.82.8 8.08.0 7.1

0.3

0.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

社会通念・習慣・しきたりなどの男女の地位の平等感

ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性
が就くことの妨げとなっている主な原因

＜調査等の結果＞
　○社会通念・習慣・しきたりなどの男女の地位の平等感
　　▶市民意識調査  ………… 10.1％（全体）
　　▶市職員アンケート  …… 11.4％
　市民意識調査・市職員アンケートとも、「平等」と感じる人の割合が10％程度にとどまりました。
また、市民意識調査で「ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げとなって
いる主な原因」を聞いたところ、「男性が会長・副会長などとなるのが社会慣行だから」を挙げる人
が男性は41.3％、女性は35.9％に上り、性別により役割分担を固定する意識2が根強く残っているこ
とがうかがえます。

38.3 

41.3  

35.9

全体

男性

女性

（%）
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑶　男性にとっての男女共同参画の推進

【資料：平成29年度「市民意識調査」】 【資料：平成29年度「市民意識調査」】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

どちらかといえば
男性の方が
非常に優遇
されている

男性の方が
非常に優遇
されている

平等に
なっている

どちらかといえば
女性の方が
非常に優遇
されている

女性の方が
非常に優遇
されている

無回答
わから
ない

9.9

6.7

12.8

47.7

48.1

47.2

24.1

28.5

20.7

4.6

0.4

0.4

0.4
4.7

4.4

8.0

7.0

9.0

5.3

4.7

5.5

賛成
どちらか
といえば
賛成

どちらか
といえば
反対

22.9

24.3

21.8

30.0

28.5

31.7

26.6

24.4

28.7

9.9

10.2

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

反対 無回答わから
ない

4.6

6.0

3.0

6.0

6.7

5.2

家庭生活における男女の地位の平等感 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方

【現状と課題】
　国連婦人の地位委員会では、男性が、男女共同参画社会の形成に向けて積極的な役割を果たすべき存
在であると指摘しています。
　国でも、男女共同参画が十分に進まなかった理由の一つとして、男性の多くは男女共同参画を「女性
の問題」あるいは「家庭や職場の男女間のささいな問題」と捉える傾向にあり、「自分の問題」、「日本
社会に大きな意味をもつもの」という視点での認識が低いと考察しています。
　そこで、一つの例として市民意識調査の家庭での夫婦の役割分担の理想と現実に注目すると、理想で
は「夫も妻も共に仕事をし、共に家事等をする」が最も多くなった一方、現実では「夫も妻も共に仕事
をし、妻が主に家事等をする」が最も多くなっています。男性女性とも家事等の役割分担の意識は高い
ことから、男性の意識の持ち方・行動次第では、女性の負担が大きく減少することが期待されます。

【施策の方向】
　男性に向けて、男女共同参画社会の理解を積極的に働きかけます。
①　男性における男女共同参画の意義の理解促進　女性活躍推進
<取組例>
男性に向けた男女共同参画の啓発のための広報活動【男女共同参画推進センター】　など

②　男性の家事・育児・介護等への参画の促進　女性活躍推進
<取組例>
父子手帳の配布及びすくすく赤ちゃんセミナーにおける意識啓発【健康づくり推進課】、施策の方向
に基づく講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」と
いう考え方に反対、どちらかといえば反対と回答
した男性の割合

市民意識
調査 52.9％ 60.4％
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【資料：平成29年度「市民意識調査」】

凡例：

男性

女性

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

分担している 分担していない分担していない 該当無し・無回答該当無し・無回答

43.1
32.5

28.4
20.0
25.8

20.3
43.5

27.9
19.3
18.9

7.4
6.7

48.148.1
60.260.2

61.561.5
71.771.7
64.364.3
71.771.7

46.346.3
63.463.4

24.724.7
34.834.8

15.415.4
23.123.1

8.88.8
7.27.2

10.110.1
8.38.3
9.99.9
8.08.0

10.210.2
8.78.7

56.056.0
46.346.3

77.277.2
70.170.1

男性

女性
男性

女性
男性

女性
男性

女性
男性

女性

掃除

洗濯

食事のしたく

食後の後片付け、
食器洗い

子育て

介護

夫婦間での家事の役割分担の状況

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

0% 20% 40% 60% 80%

全体

男性

女性

15.9 

18.8 

13.1

0.1

0.1

0.0

4.6

6.7

2.8

0.6 

0.4

0.8

64.1

56.1

71.9

1.1

1.5

0.8

13.7

16.4

10.7  

0% 20% 40% 60% 80%

全体

夫は主に仕事をし、妻が主に家事等をする 妻は主に仕事をし、夫が主に家事等をする
夫も妻も仕事をし、妻が主に家事等をする 夫も妻も仕事をし、夫が主に家事等をする
夫も妻も仕事をし、共に家事等をする
無回答

その他

男性

女性

理　想 現　実

22.7

21.4

24.6

0.9

0.9

0.9

41.3

38.2

44.7

1.3

1.4

1.2

16.0

18.2

14.0

2.3

2.1

2.7

15.4

17.8

12.0

夫婦の役割分担の理想と現実

＜調査等の結果＞
　○家庭生活における男女の地位の平等感
　　▶市民意識調査  ………… 24.1％（全体）
　　▶市職員アンケート  …… 28.3％
　市民意識調査・市職員アンケートとも、家庭生活で男女が「平等」と感じている人の割合が約４分
の１でした。市民意識調査で、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について
聞いたところ、男性の「賛成」及び「どちらかといえば賛成」の割合が31.0％で女性の27.0％より
も高く、男性の方が性別により役割分担を固定する意識2を持つ人の割合が高い傾向にありました。
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　１　男女共同参画を正しく理解できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑷　子どもへの意識啓発の推進

【現状と課題】
　子どもの頃から男女共同参画の視点に立った教育を受けることや生活環境に身を置くことは、その後
の人格形成にも大きな影響を与えます。当市では全ての市立小・中学校において、担当者を置き、職員
への研修や男女平等教育に基づく授業を行っています。
　しかし、社会ではいまだに「男らしく」「女らしく」という性別による振る舞い方を区別した考えを
持つ人もいます。性別による固定的な意識の解消には、学校での教育だけではなく、幼児期から体験し
経験を積むことも重要であり、その中で、幼稚園教諭や保育士の指導は多大な影響力を持ちます。
　文部科学省が定める幼稚園教育要領では「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずると
ともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」と
規定されています。また厚生労働省が定める保育所保育指針では「人との関わりの中で、人に対する愛
情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性
の芽生えを培うこと」と規定されています。

【施策の方向】
　子どもへの意識啓発に際しては、男女共同参画の考え方が全ての子どもに浸透するよう、子どもが健
やかに成長し、個性を発揮できる環境づくりに努めます。
①　保育園、幼稚園及び学校教育の場における男女平等教育の徹底
<取組例>
乳幼児期からの男女平等の意識啓発と情報提供【保育課】、男女平等教育の推進・授業実践【学校教
育課】　など

②　教育関係者への意識啓発と男女平等教育に関する調査研究の充実
<取組例>
男女平等教育の推進、男女平等教育推進状況調査の実施【学校教育課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

「学校教育の場」で平等と感じる人の割合 市民意識
調査 46.7％ 58.9％
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＜調査等の結果＞
　○「学校教育の場」で平等と感じる人の割合
　　▶市民意識調査  ………… 46.7％
　「学校教育の場」での平等感は、全分野の中で最も高く46.7％であった。また、他の分野では10～
20％台であった。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性の方が
非常に優遇
されている

女性の方が
非常に優遇
されている

わからないわからない 無回答
どちらかといえば
男性の方が
非常に優遇
されている

どちらかといえば
女性の方が
非常に優遇
されている

平等に
なっている
平等に
なっている凡例：

家庭生活

職場

学校教育の場

政治の場

法律や制度上で

社会通念・習慣・しきたり等で

町内会等の地域活動の場

社会全体で

9.9

14.0

12.1

1.8
23.6

9.4

18.5

10.6

10.5

47.7

39.6

41.1

31.2

52.1

39.8

54.7

24.124.1

19.919.9

46.746.7

12.312.3

25.725.7 5.0

10.110.1

25.125.1 4.6

12.912.9 3.1

4.6

4.4

2.7

0.5 0.7

1.1 2.1

0.4

1.0
26.426.4

0.3

19.719.7

0.3

0.6

0.5

8.08.0

12.512.5

14.314.3

10.510.5

13.813.8

2.62.6

5.3

8.6

9.7

7.7

7.8

6.5

5.6

5.8

「男女の地位の平等感」について
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり
重 点 目 標 　　⑴　労働環境の見直しの推進

【現状と課題】
　社会情勢の変化に伴い、男女が共に個性と能力を発揮し健康で豊かな生活を営むため、ライフステー
ジに応じて仕事と家庭生活が両立できる社会環境が求められる時代になりました。
　近年、企業では仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）3の実現のため、男女が共に働きやす
い職場環境を整えることで、多様な人材を生かし、活力ある会社を運営していく取組が徐々に浸透して
いますが、いまだに男性は子育て期にあっても職場に長時間拘束され、家事分担等に必要な家庭生活の
時間を確保することが難しい状況にある一方、女性は家事、子育て、介護などの多くを担い、希望する
就労形態で働くことが困難な環境にあるものと考えます。
　次代を担う子どもたちを健やかに育成する視点からも、男女が共に子どもと向き合う時間が十分確保
されるよう、育児休業制度などの積極的な活用に向けた周知・啓発のほか、企業訪問や出前講座などを
通じて、引き続き企業の主体的な労働環境の見直しを加速させていく必要があるといえます。また、農
業や商工自営業に従事する女性は、事業の運営に重要な役割を果たしているにもかかわらず、その労働
について適正な評価がされていないことがあり、長時間の無償労働を余儀なくされています。女性が対
等なパートナーとして経営への参画や待遇の確保が求められます。

【施策の方向】
　産業、業種、企業の大小に関わらず、全ての人が無理なく生活できる社会を目指し、男性中心型労働
慣行の改善や職場におけるあらゆるハラスメントの防止など、労働環境の見直しを推進します。
①　ワーク・ライフ・バランス3の浸透　女性活躍推進
<取組例>
こころの健康づくり、自殺予防【健康づくり推進課】、ワーク・ライフ・バランス3に関する意識啓発【男
女共同参画推進センター】、事業者等へのワーク・ライフ・バランス3に関する意識啓発、仕事と育児・
介護の両立のための情報提供【産業振興課】　など

②　男女の均等な待遇の確保など男性中心型労働慣行の改善の更なる推進　女性活躍推進
<取組例>
労働局等が行う取組の啓発、情報提供【産業振興課】、育児・介護休業法による努力事項実施事業者
への総合評点加点制度導入【契約検査課】、家族経営協定締結の啓発、農業に従事する女性の社会的・
経済的地位向上、農業者年金加入促進【農業委員会】　など

③　職場におけるあらゆるハラスメントの防止の取組　女性活躍推進
<取組例>
ワーク・ライフ・バランス3や職場におけるあらゆるハラスメントの防止に関する意識啓発【男女共
同参画推進センター】、事業者等へのワーク・ライフ・バランス3や職場におけるあらゆるハラスメ
ントの防止に関する意識啓発【産業振興課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）3
に取り組む事業所の割合

事業所
アンケート 81.9％ 現状値

より向上

「職場」で平等と感じる人の割合 市民意識
調査 24.3％ 19.9％ 29.7％
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＜調査等の結果＞
　○職場における男女の地位の平等感
　　▶市民意識調査  ………… 19.9％（全体）
　職場における男女の差について、全体と女性では、「職種にかかわらず、お茶くみなどの雑用は、
女性がすることが多い」が最も多い結果となりました。一方、男性は「女性が配属されない職種がある」
が最も多くなり、他の項目についても性別によって労働環境や役割分担意識2に違いがみられました。
○今後力を入れていくべき行政の取組
　市民意識調査では、「子育てや介護」に関連する３項目が男性女性とも半数以上を占め、特に女性
からの回答が多い結果となりました。また、「働き方の見直し」や、「政策決定の場への女性の登用」
などを求める回答も30％以上あった一方で、セミナーや講演会等の「学習機会の充実」については、
それぞれ10％台で他の項目と比べて低い結果となりました。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】 【資料：新潟県ホームページ　男女平等社会推進課】
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8.6
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女性の方が
非常に優遇
されている
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どちらかといえば
男性の方が
非常に優遇
されている

どちらかといえば
女性の方が
非常に優遇
されている

平等に
なっている
平等に
なっている

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

建設
59%

建設
42%

製造
8%

製造
13%

情報通信
2%

情報通信
5%

運輸
1%

卸・小売り
4%

卸・小売り
7%

金融・保険
2%

金融・保険
3%

飲食、宿泊
1%

医療、福祉
11%

医療、福祉
9%

サービス
8%サービス

7%
その他
6%

その他
12%

H29.8.31現在
計49事業所

H29.8.31現在
計822事業所

（上越市）（全県）

職場における男女の地位の平等感 新潟県ハッピー・パートナー登録企業9業種別登録状況

【資料：平成29年度「市民意識調査」】 【資料：平成29年度「事業所アンケート」】

子育てや介護中であっても仕事が
続けられるよう支援する

子育てや介護等でいったん仕事を
辞めた人の再就職を支援する

保育の施設・サービスや、高齢者や病人
の施設や介護サービスを充実する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など
男女共に働き方の見直しを進める

国・地方公共団体の審議会委員や管理職など、
政策決定の場に女性を積極的に登用する

学校教育において男女共同参画社会
についての学習を充実する

法律や制度の面で見直しを行う

民間企業・団体等の管理職に女性の登用
が進むよう支援する

女性や男性の生き方や悩みに関する
相談の場を提供する

従来、女性が少なかった分野（研究者等）
への女性の進出を支援する

男女の平等と相互の理解や協力について
広報・ＰＲする

男女の平等と相互の理解や協力に
ついての学習機会を充実する

（参加者が少人数のセミナー等）
男女の平等と相互の理解や協力に
ついての学習機会を充実する

（参加者が100人規模の講演会等）

58.3%58.3%

56.4%56.4%

54.5%54.5%

36.8%

36.3%

35.1%

32.4%

32.0%

25.3%

25.1%

24.4%

14.8%

12.8%

経営者等がリーダーシップを発揮し、
ワーク・ライフ・バランスに取り組む 14.9%

職場等で取組を推進する
責任者を決める 6.4%

管理職の意識改革を行う 17.0%

管理職以外の社員の
意識改革を行う 12.8%

仕事の効率や業務の見直し 39.4%

ノー残業デーの実施、
有給休暇などの取得促進等 30.9%

子育て、介護等を行っている社員に対して、
休暇を取りやすくするなどの職場環境の改善 47.9%

特に行っていない 18.1%

その他 4.3%

0% 20% 40% 60%

今後力を入れていくべき行政の取組 ワーク・ライフ・バランス3に関する取組状況
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり
重 点 目 標 　　⑵　子育て、介護への支援の充実

【現状と課題】
　最近では子育てを楽しみ、自分自身も成長する、または将来そのような人生を送りたいと考える男性
（いわゆる「イクメン」）が注目されていますが、子育てや介護はいまだに女性が主に担い、男性の参加
が少ない分野でもあります。これは、男性が長時間の労働で家庭で過ごす時間が少ないことが１つの原
因と考えられますが、根本には性別で役割分担を固定する意識2が根強く残っていることが理由として
考えられます。
　市民意識調査（平成29年度実施）において、家庭での夫婦の役割分担についての「理想」と「現実」
を聞いたところ、男性は半数以上が、女性は約７割が「夫も妻も仕事をし、共に家事等をする」を理想
に挙げていますが、現実では、男性女性とも２割に満たない状況になっています。また、平日の生活時
間では、女性は「家事・育児・介護など」を担う時間が男性の３倍以上になっています。
　男性女性に限らず、自らの意思でライフスタイルを選ぶことが最も生き生きとした生活につながります。
　現在、子育て支援策で最も身近なものは保育や幼児教育に関する施策ですが、子どもの発達に関する
悩みや子育ての不安感・負担感を軽減する施策のニーズも高まっています。
　また、当市の高齢化率は、新潟県平均と比べると若干低く推移していますが、全国平均との比較では、
およそ10年程度早く高齢化が進行していることがうかがわれます。このため市では多岐にわたる介護
サービスを設けています。
　子育てや介護の問題は、広くサービスが整っていたとしても、不安や悩みが付きまといます。安心し
て生活するため、無理なく就労するためにも、様々な支援が求められています。

【施策の方向】
　家庭内での役割分担はもとより、企業内での育児・介護に関する制度や行政サービスの充実を進めます。
①　男女共同参画の視点に立った子育て支援施策の充実　女性活躍推進
<取組例>
子育てセミナー、ベビー健康プラザ、ファミリーサポートセンター【こども課】、放課後児童クラブ【学
校教育課】、待機児童数ゼロ維持、ニーズに対応するための各種特別保育【保育課】、施策の方向に基
づく講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

②　男女共同参画の視点に立った介護支援施策の充実　女性活躍推進
<取組例>
施策の方向に基づく講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

子育てをしやすいと感じる市民の割合 市の調査 53.8％

53.8％
以上かつ
H30実績
値以上
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【資料：平成29年度「事業所アンケート」】

【資料：厚生労働省「平成28年度雇用均等基本調査」】

平成23年度（※）… 岩手県、宮城県、福島県を除く全国の結果

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：「市民の声アンケート」】

男女共同参画の必要性や、育児休業（休暇）取得
を促進するような事業所向けの啓発活動

社員向け研修会の講師派遣や講座の開催

他企業の取組事例の提供

結婚・出産・育児・介護のために退職した
社員の再雇用推進策（相談会や研修会の開催）

出産・育児に関する代替社員や
福利厚生に関する経済的支援

22.3%22.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

18.1%18.1%

36.2%36.2%

23.4%23.4%

42.6%42.6%

85.6%

83.7%

87.8%

83.6% 83.0%

86.6%

81.5%

81.8%1.72% 1.38%

2.63%
1.89% 2.03%

2.30%

2.65%
3.16%

平成21年度

5.0%
4.5%
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%

（男性）（女性）
女性 男性

平成22年度 平成23年度
（※）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

妊娠や出産によって不利益を
受けることをなくすこと

育児・介護休業取得によって不利益を
受けることをなくすこと

育児・介護休業制度を取得しやすい、
復帰しやすい職場環境を整えること
結婚、出産、育児、介護のために退職した

人の再雇用制度を充実させること
フレックスタイム制や在宅勤務など
柔軟な働き方を普及させること

女性が働くことや、男性が家事・育児をすることに
対する家族や周囲の理解と協力が深まること

6.6 67.5
32.2

56.6
32.3

64.3
21.8

61.7
35.0
40.8
43.8
47.9

（%）
男性にとって 女性にとって

平成17年度

平成21年度

平成26年度

53.7

（%）

51.3

53.8

平成12年度 平成17年度 平成22年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

23.7%

17.4%

23.0%

23.9%

21.3%

21.9% 23.0%

25.9%
26.3%

29.1%

28.7%

26.0% 26.6%

29.3%

29.9% 30.6%
30.0%

27.3%

上越市
全　国

新潟県

今後力を入れていくべき行政の取組

育児休業取得率の推移

働きやすい環境づくりに必要なこと

子育てをしやすいと感じる市民の割合

高齢化率の推移

＜調査等の結果＞
　○働きやすい環境づくりに必要なこと
　　▶市民意識調査
　「男性と女性それぞれにとって働きやすい職場をつくるにはどのようなことが必要か」を聞いたと
ころ、女性では、「妊娠や出産によって不利益を受けることをなくすこと」が最も多く、次いで「育児・
介護休業制度を取得しやすい、復帰しやすい職場環境を整えること」、「結婚、出産、育児、介護のた
めに退職した人の再雇用制度を充実させること」が挙げられ、出産・育児・介護と仕事の両立環境の
整備に関する項目が上位を占めました。
　○今後力を入れていくべき行政の取組
　　▶事業所アンケート
　「今後力を入れていくべき行政の取組」について聞いたところ、「出産・育児に関する代替社員や福
利厚生に関する経済的支援」が最も多く、次いで「他企業の取組事例の提供」の順となりました。

平成12年～平成22年国勢調査及び以下の
データを参考とした。
【内閣府：平成29年版「高齢社会白書」】
【新潟県ホームページ：「平成28年高齢者の
現況（平成28年10月１日現在）」】
【上越市：「第６期介護保険事業計画・第７
期高齢者福祉計画」、住民基本台帳・外国
人登録人口（平成27年及び28年のそれぞれ
３月31日現在）から】
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり
重 点 目 標 　　⑶　生涯を通じた女性の心と体の健康支援

【現状と課題】
　女性には、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期等人生の各段階に応じた健康上の問題があります。
しかし、「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）1」の考え方が認識され
てこなかったため、女性の健康は、子どもを産み、育てるという観点から、主に妊娠・出産・授乳期を
中心に捉えられ、生涯を通じた重要な問題であるとの認識が普及していませんでした。女性が自分の身
体の状況について知り、自らの判断で今後を決定することは、女性の人権を尊重する観点からも重要な
視点となります。「性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）1」については、
男性も含め改めて社会全体で認識し普及していかなければなりません。

【施策の方向】
　生涯を通じた健康の保持増進のため、各ライフステージに応じた健康教育、健康診査や相談・指導に
取り組みます。
①　女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダクティブ・ヘルス／ライツ）1の普及啓発
<取組例>
女性の性と生殖に関する健康と権利1の考え方に沿った講座の開催【男女共同参画推進センター】　など

②　生涯を通じた健康保持への支援及び健康相談の充実
<取組例>
思春期保健講座、健康づくりリーダー研修等での啓発、女性特有のがん早期発見のための検診、妊
娠期からの健康管理と生活習慣病予防、助産師の健康相談、乳児の家庭訪問等を通じた子育て支援、
発育・発達、栄養に関する情報提供、養育環境等の把握、相談・保健指導【健康づくり推進課】、主
に中学校での保健学習【学校教育課】、スポーツ・健康増進・体力維持の機会提供【体育課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

女性の性と生殖に関する健康と権利（リプロダク
ティブ・ヘルス／ライツ）1の考え方に沿った講座
等の参加者の満足度

市の調査 80.0％

子宮頸がん検診の受診率 市の調査 ※H25
31.6％

※H28
14.8％

現状値
より向上

乳がん検診の受診率 市の調査 ※H25
27.1％

※H28
12.9％

現状値
より向上
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【資料：新潟県「【上越】統計情報（健康福祉環境の
現況）」、厚生労働省「厚生統計要覧」】

【資料：新潟県「【上越】統計情報（健康福祉環境の
現況）」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：健康づくり推進課】
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（妊産婦死亡率
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乳房（上越市・・・新潟県「【上越】統計情報（健康福祉環境の現況）」
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妊産婦死亡率（出産 10万対）※全国（厚生労働省：「厚生統計要覧」から）
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20
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3
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凡例：

男性

女性

0% 10% 20% 30% 40% 50%

男性

女性

男性

女性

地域活動に
参加する
時間

学習・趣味・
スポーツなど
のための時間

休養のため
の時間

十分
取れて
いる

十分
取れて
いる

まあ
取れて
いる

あまり
取れて
いない

全く
取れて
いない

全く
取れて
いない

無回答

13.2 13.2 

11.5 11.5 

16.3 16.3 

15.9 15.9 

23.1 23.1 

25.2 25.2 

31.5 

25.8 

31.8 

29.9 

38.2 

35.7 

28.3 

30.5 

27.5 

26.6 

23.4 

24.7 

13.1 13.1 

17.8 17.8 

11.2 11.2 

16.8 16.8 

4.4 4.4 

5.8 5.8 

13.8 

14.4 

13.2 

11.0 

10.9 

8.6 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

27.5%
25.6%

32.5%
30.9%

27.0%

31.6%

20.5%

25.0%

24.2%

27.4%

23.1%

24.3%

乳がん検診

子宮頸がん検診

妊産婦及び悪性新生物による女性の死亡者の状況

上越市における人工妊娠中絶年代別人数

生活で「地域活動、学習・趣味・スポーツ、休養」の時間は十分に取れているか

上越市における各種検診の受診率の推移

※対象：40歳～69歳（子宮頸がんは20歳～69歳まで）の受診率

＜調査等の結果＞
　○生活で「地域活動、学習・趣味・スポーツ、休養」の時間は十分に取れているか
　　▶市民意識調査（「十分取れている」と「まあ取れている」の回答の合計）
　　・地域活動に参加する時間  ……………………… 男性：44.7％、女性：37.3％
　　・学習・趣味・スポーツなどのための時間  …… 男性：48.1％、女性：45.8％
　　・休養のための時間  ……………………………… 男性：61.3％、女性：60.9％
　「十分取れている」と「まあ取れている」を合わせた回答を見ると、性別による大きな違いはあり
ませんが、「地域活動」や「学習・趣味・スポーツなど」の時間については、女性より男性の方が多
く取れている傾向が見られました。
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　２　男女共同参画を実践できる環境づくり
重 点 目 標 　　⑷　�貧困等により困難を抱えた男女が安心して暮らせ

る環境の整備

【現状と課題】
　就労環境や社会構造の変化などに伴い、ひとり親家庭や、高齢者や障害のある人などを中心に、相対
的貧困率5の上昇傾向が続いている現状があります。
　当市においては、生活保護世帯は減少傾向にあるものの、ひとり親家庭等の医療費受給世帯や受給者
数が高止っているなど、生活困窮者は依然として多い現状にあります。
　就業状況に関し、市民意識調査で尋ねたところ、同じ勤め人であっても正規社員・職員の従事割合は、
男性が女性を約20ポイント上回る一方で、非正規の社員・職員は女性が男性を10ポイント以上上回る
など、女性が男性に比べ低賃金で働くことで経済的に不安定となる傾向が見られ、困難さがより深刻化・
長期化してしまうことが考えられます。
　このようなことから、親から子さらには孫世代へと、世代を超えて貧困が連鎖していくことのないよ
う、生活に困窮している人や世帯への的確な支援が求められています。

【施策の方向】
　複合的な課題を抱える生活困窮者の自立や、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図るとともに、就
労の支援に取り組みます。
①　生活困窮者の自立促進の支援
<取組例>
生活困窮者の自立支援【福祉課】　など

②　ひとり親家庭等への支援の充実
<取組例>
児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成【こども課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

自立相談支援事業登録者のうち、支援が終了した
人の割合 市の調査 ※H28

70.6％
現状値
より向上

必要な支援や助成が受けられていないと感じる人
の割合 市の調査 ※H28

12.0％ 6.0％
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【資料：「上越市のふくし」2017年（平成29年）版】 【資料：「上越市のふくし」2017年（平成29年）版】
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14%
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4%
2%
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1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
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0
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人・世帯）

被保護世帯 被保護人員
保護世帯率 保護率

888 938 990 1,053 1,061 1,013
1,201 1,280 1,352 1,395 1,371 1,293

12.21% 12.79%
13.47% 14.25% 14.31%

13.58%

5.93%5.93% 6.36%6.36% 6.78%6.78% 7.05%7.05% 6.96%6.96% 6.61%6.61%

100,000
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人・世帯） （件・千円）

受給世帯数 受給者数
助成件数 助成額

1,617
1,578 1,551 1,540 1,453 1,509

3,946 3,904 3,829 3,834 3,609 3,728

40,719 39,665 39,195 39,726 39,584 39,676

89,932 87,996 86,715 87,205 91,001 88,428

生活保護の動向 ひとり親家庭等の医療費助成状況

＜調査等の結果＞
　○性別による就業状況
　　▶市民意識調査
　　・正規社員・職員  ………………………… 男性：39.4％、女性：19.8％
　　・臨時・パート・派遣・契約社員等  …… 男性：14.0％、女性：26.7％
　　・家事従事者  ……………………………… 男性： 0.9％、女性：16.5％

【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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2.4 2.4 2.2 2.2 

1.2 1.2 
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1.7 1.7 
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 性別による就業状況

【資料：厚生労働省平成28年国民生活基礎調査の概況「Ⅱ各種世帯の所得等の状況」】

27%

22%

17%

12%

7%

70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%

54.5%
51.4% 50.1%

53.5%

63.1%
58.2% 58.7%

54.3%
50.8%

54.6%
50.8%

貧困率の年次推移

昭和60年度 昭和63年度 平成3年度 平成6年度 平成9年度 平成12年度 平成15年度 平成18年度 平成21年度 平成24年度 平成27年度
相対的貧困率5 12.0% 13.2% 13.5% 13.8% 14.6% 15.3% 14.9% 15.7% 16.0% 16.1% 15.6%
子どもの貧困率 10.9% 12.9% 12.8% 12.2% 13.4% 14.4% 13.7% 14.2% 15.7% 16.3% 13.9%
子どもがいる現役世帯 10.3% 11.9% 11.7% 11.3% 12.2% 13.0% 12.5% 12.2% 14.6% 15.1% 12.9%
大人が二人以上 9.6% 11.1% 10.8% 10.2% 10.8% 11.5% 10.5% 10.2% 12.7% 12.4% 10.7%
大人が一人 54.5% 51.4% 50.1% 53.5% 63.1% 58.2% 58.7% 54.3% 50.8% 54.6% 50.8%
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　３　女性が活躍できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑴　女性の能力発揮への支援

【現状と課題】
　今まで女性は、男性の補助的な役割という固定観念に捉われていたため、自身の能力を発揮できる場
への登用に恵まれないことが多くありました。
　これらは、多くの女性が結婚や出産を期に離職して、子育てを終えた段階で再就職を希望するため、
時間的な制約でフルタイムでの勤務が困難であったり、フルタイムであっても離職期間があるために、
在職年数や経験が男性より乏しくなることが大きな原因の一つと考えられます。
　このような状況の中、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）が平成28
年４月に全面施行され、国を挙げて職業生活における女性の活躍を推進していくことになりました。
　労働環境の見直しを推進し、出産や育児等に際しても継続して働けるなど希望する就労形態で働ける
ように環境を整備するとともに、やむを得ず離職し再就職が必要になった場合においても、経験不足を
補うために、技術や知識の取得を目指し専門性の高い能力を備える学習機会や情報の提供を行い、その
能力が発揮できる社会を目指していく必要があります。
　また、職業生活の場だけでなく、地域社会や市民活動の場なども含め、幅広い分野で女性の能力が発
揮できるよう支援していくことが重要です。

【施策の方向】
　職場、町内会、地域活動などにおける問題解決や活性化のためには女性の参画と女性ならではの視点
が不可欠であることから、女性の能力の発揮を支援します。
①　女性の人材育成に向けた各種講座の開催　女性活躍推進
<取組例>
スキルアップを目的とする各種講習会の情報提供、女性サポートセンター事業として女性労働者の福
祉の増進と地位の向上に資する講座の開催、相談窓口の開設【産業振興課】、施策の方向に基づく講
座の開催【男女共同参画推進センター】　など

②　女性の再就職への支援　女性活躍推進
<取組例>
女性の就労支援事業【産業振興課】、各種研修会等の情報提供【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

女性の能力を活かす取組を行っている事業所の 
割合

事業所
アンケート 69.8％ 現状値

より向上

36

第２章　重点目標と施策の方向



＜調査等の結果＞
　○女性の能力を活かす取組
　事業所アンケートでは、「男女を問わず新たな職域を目指す者に対する知識、資格取得のための支
援」について、正規社員、正規社員以外とも60％以上が実施しているとの回答でした。また、「女性
の管理職登用の推進」について実施又は今後実施予定との回答が合わせて70％を超えた一方、20％
以上の事業所では実施見込みなしとの回答でした。市民意識調査で「離職等合わせての経験とその理
由」を聞いたところ、女性のうち80.6％が離職を経験しており、「結婚」と「出産・育児」を理由に
挙げる人が全体の約半数を占める結果となりました。

【資料：総務省統計局「労働力調査」】 【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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女性の就業状況

【資料：平成29年度「事業所アンケート」】
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女性の能力を活かす取組
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　３　女性が活躍できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑵　�企業、団体、学校、地域等における方針決定の場

への女性の参画推進

【現状と課題】
　厚生労働省が発表した「平成28年度雇用均等基本調査」によると、係長相当職以上の役職に女性が就
いている企業の割合は徐々に上昇してきていますが、政府が定めた「2020年までに指導的地位に女性
が占める割合を少なくとも30％程度とする目標」に対して現状値はいまだ低い状況にあります。
　女性の管理職の登用状況について市内事業所を対象にアンケートを実施した結果、管理職に女性を登
用している事業所の割合は少しずつ上昇してきているものの、管理職に占める女性の割合は向上してい
ないという結果になりました。また、女性の登用が進まない理由には、「家事、育児、介護など、女性
に時間外労働や、深夜労働をさせにくいこと」や「女性自身が昇進・昇格を望まないこと」などが挙げ
られています。
　また、市民意識調査で「ＰＴＡや町内会などの地域団体の役員の長に女性が就くことの妨げとなって
いる主な原因」について聞いたところ、「女性は家事・育児が忙しく、地域活動に専念できないから」
や「女性自身が責任ある地位につきたがらない」が上位を占めたほか、「男性が会長・副会長などとな
るのが社会慣行だから」も４割近くを占めるなど、性別により役割分担を固定する意識2が根強く残っ
ていることがうかがえます。
　女性の社会進出・社会参画がなかなか進まない現状ではありますが、将来にわたり持続可能で多様性
に富んだ活力ある社会を構築するためには、職場だけではなく、町内会やＮＰＯなどの地域・市民活動
も含めあらゆる分野において、男性も女性も平等に役割を担える体制を整え女性の参画を進めていくと
ともに、意見などを聴く場合にはいずれかの性に偏ることがないようにする必要があります。

【施策の方向】
　女性の参画をあらゆる分野において進めることにより多角的な視点からの考えを導入します。
①　女性人材の情報収集、整備、提供　女性活躍推進
<取組例>
農業経営に対する女性参画の推進【農政課】、女性人材バンク【男女共同参画推進センター】　など

②　女性の参画情報の調査、公表　女性活躍推進
<取組例>
次世代育成支援対策推進法に基づく第２次上越市特定事業主行動計画の実施【人事課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

管理職に女性を登用している民間企業の割合 事業所
アンケート 43.4％ 46.8％ 現状値

より向上
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＜調査等の結果＞
　○市内事業所における管理職への女性の登用状況
　事業所アンケートでは、従業員が10人以上の事業所で44.7％が登用しているとの回答でした。また、
「女性の管理職登用の推進」について実施又は今後実施予定との回答が合わせて70％を超えた一方、
20％以上の事業所では実施見込みなしとの回答でした。市民意識調査において就業状況について聞
いたところ、「管理職の正規社員・職員」では男性の方が女性よりも約10ポイント高い結果となりま
した。

【資料：厚生労働省「雇用均等基本調査」】 【資料：平成29年度「事業所アンケート」】

【資料：平成29年度「事業所アンケート」】
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【資料：平成29年度「市民意識調査」】性別による就業状況

【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　３　女性が活躍できる社会づくり
重 点 目 標 　　⑶　市の施策・方針決定過程への女性の参画拡大

【現状と課題】
　女性の関心事項を始めとして、市の施策・方針を協議する段階から男性と女性の意見を均等に聞ける
よう参画の機会を確保することは、多様な意思があらゆる場での方針決定に公平・公正に反映され、均
等に利益を享受することになります。それは、同時に男性女性共に責任を担うことも必要になるという
ことです。
　そのために、市では市の施策・方針決定過程への女性の参画を積極的に進めており、平成14年３月に
制定した「上越市男女共同参画基本条例」において、市におけるクオータ制10の実施に当たっては審議
会等の委員が男女同数となるよう配慮しなければならないとし、女性の意見を積極的に取り入れてきま
した。しかしながら、近年は女性登用率の低下傾向が続いており、審議会等の委員の選任に当たっては
男女同数を基本とする考え方を改めて認識し、登用率の向上に向けた具体的な取組を進めていくことが
必要です。
　また、この条例では、女性職員の職域の拡大及び積極的な登用を図るとともに、性別に関わりなく均
等に研修を受けることができるよう配慮することとしています。
　市の施策・方針決定の場に多くの女性が参画し、男女共同参画の視点、発想が生かされることは、よ
り市民のニーズを取り入れた市政運営につながるものとなります。

【施策の方向】
　各種審議会等の委員が男女同数となるよう配慮しながら、意識啓発を通じて公募委員への女性の応募
を促すなど、女性登用率の向上に努めます。
①　市の各種審議会等へのクオータ制10の活用による女性の参画推進　女性活躍推進
<取組例>
女性人材バンク、審議会等における女性登用率の向上【男女共同参画推進センター】、保育園やファ
ミリーヘルプ保育園での一時預かり保育【保育課】　など

②　女性職員の積極的な登用　女性活躍推進
<取組例>
職員を管理職の候補者とするための計画的な育成、女性職員の積極登用【人事課】、学校への管理職
選考検査受検働きかけ【学校教育課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

市の審議会等の女性登用率 市の調査 ※H25
31.6％

※H28
28.7％ 50.0％

女性委員を含む審議会等の設置率 市の調査 ※H25
94.8％

※H28
93.0％ 100.0％
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＜調査等の結果＞
　○女性の進出を望む職業や役職
　市民意識調査では、男性女性とも、「国会議員、都道府県議会議員、市区町村議会議員」といった
政治の分野への女性の進出を望む回答が多く、「都道府県、市区町村の首長」、「企業の管理職」など
がこれに続く結果となりました。
○今後力を入れていくべき行政の取組
　市民意識調査では、「子育てや介護」に関連する３項目が男性女性とも半数以上を占め、特に女性
からの回答が多い結果となりました。また、「働き方の見直し」や、「政策決定の場への女性の登用」
などを求める回答も30％以上あった一方で、セミナーや講演会等の「学習機会の充実」については、
それぞれ10％台で他の項目と比べて低い結果となりました。

【資料：男女共同参画推進センター】

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%
平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

35.5%

40.0%

39.9%
41.3%

41.3%

38.5% 38.5%
37.0%

34.8%
31.6%

31.6%
29.7% 28.7%35.0%

45.0% 50.0% 50.0%

目標値 登用率

市の審議会等委員の女性登用率の推移と目標値

【資料：平成29年度「市民意識調査」】【資料：平成29年度「市民意識調査」】

子育てや介護中であっても仕事が
続けられるよう支援する

子育てや介護等でいったん仕事を
辞めた人の再就職を支援する

保育の施設・サービスや、高齢者や病人
の施設や介護サービスを充実する

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など
男女共に働き方の見直しを進める

国・地方公共団体の審議会委員や管理職など、
政策決定の場に女性を積極的に登用する

学校教育において男女共同参画社会
についての学習を充実する

法律や制度の面で見直しを行う

民間企業・団体等の管理職に女性の登用
が進むよう支援する

女性や男性の生き方や悩みに関する
相談の場を提供する

従来、女性が少なかった分野（研究者等）
への女性の進出を支援する

男女の平等と相互の理解や協力について
広報・ＰＲする

男女の平等と相互の理解や協力に
ついての学習機会を充実する

（参加者が少人数のセミナー等）
男女の平等と相互の理解や協力に
ついての学習機会を充実する

（参加者が 100人規模の講演会等）

58.3%58.3%

56.4%56.4%

54.5%54.5%

36.8%

36.3%

35.1%

32.4%

32.0%

25.3%

25.1%

24.4%

14.8%

12.8%

国会議員、都道府県議会議員、
市区町村議会議員

都道府県、市区町村の首長

企業の管理職

国家公務員、地方公務員の管理職

自治会長、町内会長等

起業家・経営者

裁判官、検察官、弁護士

労働組合の幹部

国連などの国際機関の管理職

大学教授

新聞・放送の記者

農協の役員

その他

特にない

わからない

無回答

46.0 

38.1 

37.6 

33.3 

29.5 

28.4 

26.5 

21.5 

19.7 

18.1 

15.3 

14.2 

1.0 

13.3 

11.8 

4.6 

0% 20% 40% 60%

今後力を入れていくべき行政の取組女性の進出を望む職業や役職 ≪再掲≫
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　４　推進体制の整備
重 点 目 標 　　⑴　男女共同参画推進センターの充実

【現状と課題】
　男女共同参画推進センターは、名称どおり男女共同参画を推進するための拠点施設です。センターで
は、男女共同参画について周知を図るための啓発講座や、実践講座の実施、関連図書の貸出し、悩みを
抱える市民を対象にした女性相談事業などを行っています。
　また、男女共同参画の実現に寄与する団体の活動を支援するため、団体をセンターに登録し、研修会
の案内や各種情報提供も行っているほか、各種講座の企画・運営や情報紙の発行に当たっては、登録団
体との協働により市民意見を反映した事業展開となるよう努めています。また、地域における普及・啓
発活動の一環として、男女共同参画サポーター11制度により、研修会や講座への参加を促すなどの市民
への働きかけを通して、男女共同参画の一層の推進に向けた取組を進めているところです。
　しかしながら、男女共同参画推進センターを知っている市民は12.3％にとどまっており、市民に広
く認知されているとは言えないのが現状です。

【施策の方向】
　センターが一層活用されるよう、市民や活動団体が利活用しやすい環境づくりに努めるとともに、活
動団体等との連携を強化します。
①　男女共同参画に関する情報発信の強化
<取組例>
男女共同参画の取組の公表、情報紙の発行、男女共同参画関係図書購入【男女共同参画推進センター】　
など

②　市民や活動団体への支援
<取組例>
活動団体への支援、登録団体等との連携【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

センター講座参加者の満足度（満足、概ね満足の
合計） 市の調査 76.0％ 80.0％
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【資料：平成29年度「市民意識調査、事業所アンケート」】

【資料：男女共同参画推進センター】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

事業所

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%

言葉も
内容も
知っている

言葉も
内容も
知っている

言葉と一部
内容を
知っている

言葉は
知っている 知らない知らない 無回答

4.2 4.2 8.1

4.8 4.8 

3.7 3.7 

8.6 

7.9 

25.9 

24.4 

27.3 

48.9 48.9 

48.7 48.7 

49.4 49.4 

12.9 

13.5 

11.6 

16.016.0 22.3 38.3 21.321.3 2.12.1

満足した
55.6%

ふつう
8.2%
ふつう
8.2%

あまり満足
しなかった
1.0%

満足しなかった
0.0%

無回答
14.8%

概ね満足した
20.4%

概ね満足した
20.4%

上越市男女共同参画推進センターの認知度

センター講座参加者の満足度（平成29年度）

＜調査等の結果＞
　○男女共同参画推進センターの認知度・理解度
　　▶市民意識調査  ………… 12.3％
　　▶事業所アンケート  …… 38.3％
　※「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計
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＜施策の分野＞　Ⅰ　男女が等しく参画するための社会環境整備
＜基 本 目 標＞　４　推進体制の整備
重 点 目 標 　　⑵　男女共同参画社会を目指す全庁的な取組の推進

【現状と課題】
　行政の業務は市民生活に直結しています。多岐にわたる行政の部署が男女共同参画の考え方を意識し
て業務を遂行することにより、市民生活のあらゆる分野に波及することも可能となります。また、民間
企業のモデルとなるよう、行政が率先して男女共同参画を推進することも大きな役割です。
　職員アンケートの結果では、男女共同参画の考え方を「実践している」又は「実践できている」と回
答した職員が80％を超える一方、「意識しているが、実践できていない」と「意識していないし、実践
もできていない」の合計では10％を超え、男女共同参画について正しい認識を持ち業務の中で実践して
くための継続的な情報提供や意識啓発が求められる結果となりました。

【施策の方向】
　あらゆる役職、職種向けの研修会を充実させ、通達や情報提供を通じ職員一人一人の意識啓発を進め
ることで、男女共同参画の考え方を意識し、業務の中で実践できるよう努めます。
①　市職員への研修会の実施
<取組例>
セクシュアル・ハラスメント12防止対策の周知【人事課】、情報発信時でのチェックをジェンダー視点
で行うための職員研修【広報対話課】、保育士及び幼稚園教諭、職員の研修会【男女共同参画推進セ
ンター】　など

②　男女共同参画の考え方に基づいた施策の推進
<取組例>
旧姓使用の認証、特定事業主行動計画、子育て・介護のための休暇取得運動【人事課】、男女共同参
画に係る市民の意識調査、情報発信時におけるジェンダー視点でのチェック【男女共同参画推進セ
ンター】、男女の視点に配慮した避難所運営、女性等のニーズに対応した災害時備蓄品の確保【危機
管理課】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

「男女共同参画の考え方」を業務の中で実践でき
ている職員の割合

事業所
アンケート 86.1％ 現状値

より向上
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【資料：平成29年度「職員アンケート」】

15.3%

70.8%

4.7%

5.9%

3.3%

意識して、実践している

特に意識していないが、実践できている

意識しているが、実践できていない

意識していないし、実践もできていない

無回答

業務における男女共同参画の考え方の実践状況

＜調査等の結果＞
　○「男女共同参画の考え方」を業務の中で実践できているかどうか
　　▶市職員アンケート  …… 86.1％
　業務における男女共同参画の考え方の実践状況について、「意識して、実践している」と、「特に意
識していないが、実践できている」の合計で80％を超えた一方、「意識しているが、実践できていない」
と「意識していないし、実践もできていない」の合計では10％を超える結果となりました。

45

第２章　重点目標と施策の方向



＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援
＜基 本 目 標＞　１　暴力を許さない社会づくり
重 点 目 標 　　⑴　暴力防止に関する人権教育の推進及び啓発

【現状と課題】
　配偶者間の暴力、セクシュアル・ハラスメント12、ストーカー、痴漢行為などの行為は、いかなる理
由があろうとも認めることはできません。男女間において、一方を暴力で支配することは重大な人権侵
害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき課題です。
　また、近年、交際相手間の暴力、いわゆる「デートＤＶ」も問題視されています。平成26年度の内閣
府調査によると、20代から30代の女性は交際相手からの暴力を受けた経験があるとの回答が30％を超
え、他の年代よりも高い結果となりました。これは女性だけにとどまらず男性にも同じことが言え、20
代と30代の男性は、女性より低いものの、暴力を受けたことのある人の割合が他の年代よりも高い結果
となっています。これらのことから、若年層にも男女間の暴力などに関する正しい理解と認識を促す必
要があります。
　全ての男女の人権が尊重され、安心して生活できる社会づくりが今後ますます重要となっています。

【施策の方向】
　男女間において、一方を暴力で支配することは重大な人権侵害であることから、男女間の暴力に関す
る正しい理解と認識を促します。
①　配偶者等からのあらゆる暴力の根絶と防止に向けた啓発　女性活躍推進
<取組例>
配偶者等からのあらゆる暴力の根絶を目指した相談・支援【男女共同参画推進センター】　など

②　セクシュアル・ハラスメント12等の防止に向けた啓発　女性活躍推進
<取組例>
セクシュアル・ハラスメント12等の防止に向けた啓発【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

家庭内での夫から妻への暴力は女性の人権が尊重
されていないと感じる人の割合

市民意識
調査 58.8％ 55.8％ 66.0％

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

　内閣府男女共同参画局では、女性に対する暴力の問題に対する社
会における認識を更に深めていただくため、左記のとおり「女性に
対する暴力根絶のためのシンボルマーク」を制定しました。
　シンボルマークは、女性が腕をクロスさせた姿を描いており、女
性の表情、握りしめたこぶし、クロスさせた腕により、女性に対す
る暴力を断固として拒絶する強い意志を表しています。
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＜調査等の結果＞
　○家庭内での夫から妻への暴力は女性の人権が尊重されていないと感じる人の割合
　　▶市民意識調査  ………… 55.8％（男性52.6％、女性58.9％）
　「女性の人権が尊重されていないと感じること」としては、このほか「職場におけるセクシュアル・
ハラスメント12」、「女性に対する痴漢行為やストーカー」が男性女性とも上位を占める結果となりま
した。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

【資料：内閣府「男女間における暴力に関する調査（平成26年度）」】

身体に対する暴行を受けた

精神的な嫌がらせや恐怖を
感じるような脅迫を受けた

性的な行為を強要された

0.4 
凡例：

男性
女性

男性
女性

男性
女性

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

何度もあった何度もあった １、２度あった まったくないまったくない 無回答

8.4 76.0 76.0 15.1 
4.8 4.8 
1.7 

6.2 6.2 
0.7 

4.6 4.6 

12.4 

9.4 

2.6 
12.0 

73.4 73.4 9.4

72.5 72.5 

78.9 78.9 
70.9 70.9 

16.3 

17.7 
12.4 

11.4 71.2 71.2 11.2 

家庭内での夫から妻への暴力（心や身体を傷つける暴言や暴力）

職場におけるセクシュアル・ハラスメント（性的いやがらせ）12

女性に対する痴漢行為やストーカー（つきまとい行為）

売春・買春

女性の働く風俗営業

テレビや新聞・雑誌などで、商品とは直接関係がない女性のヌードや水着姿、
媚びたポーズ・視線を、内容に関係なく使用した広告など

固有名詞で呼ばれず、女性にだけ用いられる言葉

女性の容ぼうを競うミス・コンテスト

55.8%55.8%

49.8%

48.9%

39.7%

31.2%

26.1%

14.8%

11.1%

13.3%13.3%

30.7%30.7%

19.7%19.7%

33.0%33.0%

10.7%10.7%

18.9%18.9%

8.0%8.0%

11.5%11.5%

4.8%4.8%

6.7%6.7%

86.7%86.7%

65.9%65.9%

77.6%77.6%

65.0%65.0%

86.7%86.7%

78.7%78.7%

91.6%91.6%

85.6%85.6%

92.0%92.0%

89.1%89.1%

3.4%3.4%

2.7%2.7%

2.0%2.0%

2.6%2.6%

2.4%2.4%

0.5%0.5%

2.9%2.9%

3.2%3.2%

4.1%4.1%

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

20～ 29歳

30～ 39歳

40～ 49歳

50～ 59歳

60歳以上

あった なかった 無回答

夫婦間の暴力の有無

女性の人権が尊重されていないと感じること

交際相手からの被害経験の有無
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＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援
＜基 本 目 標＞　１　暴力を許さない社会づくり
重 点 目 標 　　⑵　相談窓口の充実

【現状と課題】
　相談窓口には不安を抱えながら相談に訪れる人が多いため、被害者にとって安全を第一に考え、迅速
に対応する必要があります。
　女性が抱える問題は、配偶者や交際相手からの暴力のみならず、経済、職業・就労、結婚・離婚問題
など多岐にわたり、さらに複数の問題を抱えている場合も多く、相談員には相談者の意向に沿った適切
なアドバイスや関係機関との連絡調整等、迅速かつ適切な判断が求められています。
　女性が抱える様々な問題への相談窓口について、市民意識調査では、男性女性とも新潟県警察本部の
「女性被害110番」の認知度が最も高かった一方、市の女性相談窓口の認知度は20％を下回る結果にな
りました。
　相談機関の存在を知らず悩みを抱え込んでいる方々が潜在していることが考えられること、また近年
相談経路として警察相談や福祉事務所を通じた相談も多いことから、市役所内の関係部署間の連携や定
期的な情報交換に加え、県や警察などの関係機関との情報交換・連携を通じて、被害者へのスムーズな
支援につなげていくことが重要です。

【施策の方向】
　関係機関との連携強化に努めるとともに、女性相談を始めとする相談窓口の周知と、相談に携わる職
員のスキルアップを図ります。
①　女性相談事業の充実
<取組例>
女性に対するあらゆる暴力の根絶を目指した相談・支援、女性相談窓口の周知【男女共同参画推進セ
ンター】　など

②　その他相談機関との連携
<取組例>
女性に対するあらゆる暴力根絶を目指した相談・支援【男女共同参画推進センター】、介護者と被介
護者の暴力根絶を目指した相談・支援【高齢者支援課】、女性を始めとする市民相談窓口の充実【健
康づくり推進課、すこやかなくらし包括支援センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

市の女性相談窓口の認知度 市民意識
調査 18.1％ 16.4％ 40.0％
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＜調査等の結果＞
　○市の女性相談窓口の認知度
　　▶市民意識調査  ………… 16.4％（男性15.8％、女性16.8％）
　「女性が抱えている悩みの相談窓口」について聞いたところ、「女性被害110番」が最も多く、次い
で「市民相談室」、「ＤＶ・児童虐待相談フリーダイヤル」が上位を占めた一方、「女性相談」は20％
を下回る結果となりました。

【資料：男女共同参画推進センター】

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

35
30
25
20
15
10
5
0

（件） 警察関係

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度平成24年度

福祉事務所 他の相談機関 医療機関 知人縁故関係

3
8

18

8

1

25

6
2

19

7

21

5
2

23

16

30

5 4

18

9

25

6
1
7

16

市民相談室（市）

ＤＶ・児童虐待相談フリーダイヤル（県中央福祉相談センター）

マザーズコーナー（ハローワーク上越）

女性の人権ホットライン（法務局）

女性相談（市男女共同参画推進センター）

配偶者暴力相談支援センター（県女性福祉相談所）

男女平等推進相談室（新潟県）

新潟労働局企画室総合労働相談コーナー

その他の機関

女性被害１１０番（県警察本部） 45.1 

29.8 

26.9 

16.4 

16.4 

15.8 

15.4 

14.2 

9.4 

0.6 

41.0 

30.8 

28.1 

22.3 

18.8 

16.8 

14.4 

7.7 

5.4 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

男性

女性

女性相談における主な相談経路の年度別推移（本人からの相談は除く）

女性が抱えている悩みの相談窓口の認知度

【資料：男女共同参画推進センター】 【資料：男女共同参画推進センター】

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（延べ相談件数） （実相談者数）

216216 234234 266266 281281 279279

2,032
2,582

3,071

2,5442,544

4,401実相談者数（人）
延べ相談件数（件）

6

5

4

3

2

1

0

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

（人数・件数） （１相談者当たり）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度平成24年度

216 234 266 281 279

635

921 999

802

1,252

2.942.94

3.943.94 3.763.76

2.852.85

4.494.49

実相談者数 実相談回数 １相談者当たり回数

女性相談における相談受付状況（実相談者数、延べ相談件数） 女性相談における相談受付状況（実相談者数、回数）
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【資料：内閣府調べ】

72,792 77,334 82,099 89,490
99,961 102,963 111,630 106,367

7.9%7.9% 9.7%9.7% 9.3%9.3% 8.2%8.2% 7.9%7.9% 6.7%6.7% 6.1%6.1% 6.0%6.0%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

（件） 相談件数 第 6条による通報（※）を受けた割合

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度平成21年度

配偶者暴力相談支援センターの相談件数

＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援
＜基 本 目 標＞　２　被害者等への支援
重 点 目 標 　　⑴　発見通報体制の整備・被害者の安全な保護

【現状と課題】
　配偶者からの暴力の多くは家庭内で起こり、被害者は加害者からの報復や世間体が悪くなることを恐
れ、他人へ救済を求めることを躊躇するなど、外部から発見することは困難な状況にあります。
　ＤＶ防止法では、配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援セ
ンター又は警察官に通報するよう努めなければならず、医師その他医療関係者については、通報するこ
とができると規定されています。このような中、警察庁の資料によれば、児童の面前で配偶者等に対す
る暴力行為を行う面前ＤＶの通告数が毎年過去最高を更新しています。
　また、配偶者から暴力を受けた被害者は、身体的、精神的な傷を負っていることが多く、身の安全確
保を最優先に行う必要があります。相談中、保護施設への移送途中など、加害者からの追いかけが懸念
される場合は、絶えず相談員も注意を払わなければなりません。
　さらに、個人情報保護の面では被害者に関する情報管理も細心の注意を払う必要があります。住民票
や子どもの学校から滞在地が判明しないように、個人情報を扱う部署も徹底した情報の管理及び連絡体
制の構築が求められます。

【施策の方向】
　被害者の安全確保のためには、関係機関や周囲の人からの情報も大切であり、啓発の際には通報の趣
旨や重要性について周知に努めます。
①　制度や体制、法律の認知のための周知活動の推進
<取組例>
ＤＶ4に関する制度や法律の周知【男女共同参画推進センター】　など

②　被害者への安全確保のための情報提供
<取組例>
女性相談事業（売春防止法、ＤＶ防止法に基づき相談員を設置）、ＤＶ4被害者の緊急一時保護の支援【男
女共同参画推進センター】、女性を始め市民を対象とした相談窓口の充実【市民相談センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

女性が抱えている悩みの相談窓口のうち認知度
30％以上の相談機関

市民意識
調査 １か所 ３か所

以上

（※）配偶者からの暴力を受
けている者を発見した者は、
その旨を配偶者暴力相談支援
センター又は警察官に通報す
るよう努めなければならない
とされている。
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＜調査等の結果＞
　○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）の認知度
　　▶市民意識調査  ………… 37.8％（男性38.7％、女性37.4％）
　「ＤＶ防止法」は「言葉も内容も知っている」と「言葉と一部内容を知っている」の合計で37.8％
となった一方、「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）4」については80.1％となり、「ＤＶ防止法」
はよく知らなくても「ＤＶ4」は知っているという傾向が見られました。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】

市民相談室（市）

ＤＶ・児童虐待相談フリーダイヤル（県中央福祉相談センター）

マザーズコーナー（ハローワーク上越）

女性の人権ホットライン（法務局）

女性相談（市男女共同参画推進センター）

配偶者暴力相談支援センター（県女性福祉相談所）

男女平等推進相談室（新潟県）

新潟労働局企画室総合労働相談コーナー

その他の機関

女性被害１１０番（県警察本部） 45.1 

29.8 

26.9 

16.4 

16.4 

15.8 

15.4 

14.2 

9.4 

0.6 

41.0 

30.8 

28.1 

22.3 

18.8 

16.8 

14.4 

7.7 

5.4 

0.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

男性

女性

女性が抱えている悩みの相談窓口の認知度

【資料：平成29年度「市民意識調査」】≪再掲≫

≪再掲≫

≪再掲≫

言葉も
内容も
知っている

言葉も
内容も
知っている

言葉と一部
内容を
知っている

言葉は
知っている 知らない知らない 無回答

14.014.0

17.017.0

11.411.4

23.8

21.7

26.0

31.1

29.7

32.9

19.1 19.1 

19.3 19.3 

19.0 19.0 

11.9

12.4 

10.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

言葉も
内容も
知っている

言葉も
内容も
知っている

言葉と一部
内容を
知っている

言葉は
知っている 知らない知らない 無回答

61.161.1

59.959.9

62.562.5

19.0

20.2

18.2

6.1

5.1

7.1

3.73.7

4.14.1

3.43.4

10.1

10.8

8.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）の認知度

ＤＶ…ドメスティック・バイオレンス（配偶者やパートナー等からの暴力）4の認知度 【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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＜施策の分野＞　Ⅱ　配偶者等からの暴力防止・被害者支援
＜基 本 目 標＞　２　被害者等への支援
重 点 目 標 　　⑵　自立への支援

【現状と課題】
　一般的に女性は男性と比べ低収入であることが多く、配偶者からの暴力による被害者への対応では生
活再建のための支援が不可欠です。
　被害者には心のケアを始め、住居の確保、自立のための安定した収入の確保など様々な支援が必要で
す。状況に応じた支援を有効に活用することも自立への手段となります。
　また、被害者への支援と同時に、子や親、兄弟姉妹などの親族に対する支援も必要となる場合もあり
ます。特に子どもは家庭環境の変化や学校の転校等、生活環境が大きく変わることにより精神的に不安
定になることも考えられ、ケースに応じた柔軟な対応も大切です。

【施策の方向】
　相談者に必要な支援に関する情報を的確に収集し、提供します。
①　生活再建の支援
<取組例>
女性相談事業【男女共同参画推進センター】　など

②　同伴者への支援
<取組例>
女性相談事業【男女共同参画推進センター】　など

【評価指標】

指標名 調査
区分

前回値
（H26）

現状値
（H29）

目標値
（H34）

女性相談を原因とする苦情件数 市の調査 なし なし
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＜調査等の結果＞
　○性別による就業状況
　　▶市民意識調査
　　・臨時・パート・派遣・契約社員等  …… 男性：14.0％、女性：26.7％
　　・家事従事者  ……………………………… 男性： 0.9％、女性：16.5％
　性別によって就業状況に差があり、主に女性の方が経済的に不安定であると見られます。

【資料：平成29年度「市民意識調査」】
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0

（%）

44.444.4
26.726.7

40.040.0
31.431.4 29.229.2

53.653.6
42.442.4 42.942.9

36.136.1
17.017.0

3.23.2

1.61.6

1.01.0

0.50.5

13.313.3
2.52.5

7.87.8 6.36.3

10.710.7

11.911.9 11.111.1 22.222.2

29.029.0

21.121.1

12.512.5 13.713.7
6.36.3

1.81.8
1.71.7 4.84.8

20.420.4 37.037.0

47.447.4

無職 家事従事者 内職 勤め人（臨時・パート･派遣・契約社員等）

20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70 歳以上18～19

女性の就業状況

【資料：男女共同参画推進センター】

（件）

平成17年度

800
700
600
500
400
300
200
100
0

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

509
556

399
340

438

308 333
239

419 413

222

630

配偶者からの暴力に関する市女性相談への相談件数の推移

0% 20% 40% 60% 80% 100%

凡例：

全体

男性

女性

勤め人
（管理職
の正規
社員
･職員）

7.3 

12.9 

勤め人
（管理職
以外の
正規
社員
･職員）

21.6 

26.5 

17.4 

勤め人
（臨時･
パート･
派遣･
契約
社員等）

20.6 20.6 

14.0 14.0 

26.7 26.7 

自営業
･家族
従事者
（農業）

3.9 3.9 

4.4 4.4 

3.7 3.7 

自営業
･家族
従事者
（商業）

3.5 3.5 

2.8 2.8 

4.1 4.1 

自営業
･家族
従事者
（工業）

1.5 1.5 

1.9 1.9 

1.2 

経営者

3.1 

3.9 

内職内職

0.3 0.3 

0.1 0.1 

0.4 

家事
従事者

9.3 

0.9 0.9 
16.5 

学生

0.6 0.6 

0.9 0.9 

0.4 

無職無職

25.5 25.5 

28.9 28.9 

22.5 22.5 

その他

0.7 0.7 

0.1 

無回答

2.4 2.4 2.2 2.2 

1.2 1.2 

2.2 2.2 

1.7 1.7 

2.4 2.4 

【資料：平成29年度「市民意識調査」】性別による就業状況≪再掲≫
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第 3 章　計画の推進
　男女共同参画社会の実現を目指すためには、行政が中心となって関連施策を展開させることはもとよ
り、全ての市民、事業者及び地縁団体等が、それぞれの立場で自主的に男女共同参画に取り組むことが
大切です。そして、相互理解と連携を深めながら共に目標に向かって着実な歩みを進めます。

1. 庁内推進体制の整備・充実と連携強化
　本計画の実施に当たっては、関係部局相互の連携のもと総合的かつ効果的な推進に努めるととも
に、関係部局においては、計画の趣旨を踏まえた施策の展開を図ります。

2. 市民、事業者、地縁団体等との連携・協働
　行政だけでなく地域全体で男女共同参画社会の実現を目指す必要があることから、市民・事業者・
関係団体との連携・協働を図ります。

3. 関係機関との連携強化
　国・県を始めとする関係機関との連携強化を図り、各施策の実施に当たっては、それぞれの実施主
体が中心となり、関係機関が必要に応じて連携・協力しながらより効果的となるよう努めます。

市民 事業者 地縁団体等 NPO・市民団体

男
女
共
同
参
画
審
議
会

13 14 15 16

男女共同参画
行政推進会議

議長：市長

男女共同参画
行政推進会議

幹事会

共生まちづくり課

センター登録団体

国 県

男女共同参画
サポーター

男女共同参画推進センター

男女共同参画
行政推進会議

担当者会

庁内推進体制

11
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年 世界(国連) 国 新潟県 上越市 年

1975年(昭50)
・ 国際婦人年（目標：平等・ 開発・ 平和）
・ 国際婦人年世界会議（メキシコシティ）
・ 「世界行動計画」採択

・ 総理府に婦人問題企画推進本部設置
・ 婦人問題企画推進本部会議開催 1975年(昭50)

1976年(昭51) ・ 国連婦人の10年（～1985） 1976年(昭51)

1977年(昭52) ・ 「国内行動計画」策定
・ 国立婦人教育会館開館 1977年(昭52)

1979年(昭54) ・ 「女子差別撤廃条約」採択 1979年(昭54)

1980年(昭55) ・ 国連婦人の10年中間年世界会議（コペンハーゲン）
・ 「国連婦人の10年後半期行動プログラム」採択 1980年(昭55)

1981年(昭56) ・ 「女子差別撤廃条約」発効 ・ 「国内行動計画後期重点目標」策定 1981年(昭56)

1985年(昭60)
・ 国連婦人の10年最終年世界会議（ナイロビ）
・  「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略」採択

・ 「女子差別撤廃条約」批准 ・ 「新潟県婦人対策の方向」を策定 1985年(昭60)

1986年(昭61) ・ 「男女雇用機会均等法」施行 1986年(昭61)
1987年(昭62) ・ 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 1987年(昭62)

1990年(平2)
・ 国連経済社会理事会「婦人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略に関する第１回見直しと評価に伴う勧告及び結論」
採択

1990年(平２)

1991年(平3) ・ 「西暦2000年に向けての新国内行動計画（第１次改定）」策定 ・ 新潟県女性問題協議会設置 1991年(平３)
1992年(平4) ・ 「育児休業法」施行 ・ 「にいがたオアシス女性プラン」策定（「新潟県婦人対策の方向」改定） 1992年(平４)

1993年(平5) ・ 世界人権会議（ウィーン）「女性に対する暴力の撤廃に関す
る宣言」採択（国連総会） ・ （財）新潟県女性財団設立 ・ 女性政策行政推進委員会設置 1993年(平５)

1994年(平6)
・ 「開発と女性」に関する第２回アジア・太平洋大臣会議（ジャ
カルタ）
・ 「ジャカルタ宣言及び行動計画」採択

・ 男女共同参画審議会設置
・ 男女共同参画推進本部設置 ・ 「男女共同参画社会の形成に向けての意識調査」実施 1994年(平６)

1995年(平7) ・ 第４回世界女性会議（北京）
・ 北京宣言及び「2000年までの行動要領」採択 ・ 「育児・ 介護休業法」施行（介護休業制度の法制化）

・ 「上越市女性行動計画」策定
・ 女性ネットワーキングルーム開設
・ 「女性政策推進委員会」設置

1995年(平７)

1996年(平8) ・ 男女共同参画推進連携会議（えがりてネットワーク）発足
・ 「男女共同参画2000年プラン」策定

・ 「ニューにいがた女性プラン」策定
・ 新潟県女性センター開館 ・ 「男女平等教育研究会」設置（２年間） 1996年(平８)

1997年(平9) ・ 男女共同参画審議会設置 1997年(平９)

1998年(平10) ・ 「地域・慣習ジェンダー研究会」設置（２年間）
・  女性政策情報誌「カスタネット」創刊 1998年(平10)

1999年(平11) ・ 「（改正）男女雇用機会均等法」施行（女性に対する差別が努力義務から禁止規定に）
・ 「男女共同参画社会基本法」施行 ・ 「姉妹都市女性サミット」開催 1999年(平11)

2000年(平12) ・ 国連特別総会「女性2000年会議」（ニューヨーク） ・ 「男女共同参画基本計画」策定 ・ 「上越市女性フォーラム」開催（７月）
・ 「上越市女性映画祭」開催（９月） 2000年(平12)

2001年(平13)

・ 内閣府に男女共同参画局設置
・ 男女共同参画会議設置
・ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行
・ 第１回男女共同参画週間

・ 「新潟・新しい波　男女平等推進プラン」策定
・ 「上越市男女共同参画基本条例制定検討委員会｣ 設置（１月）
・ 「男女共同参画推進センター」設置（３月）
・ 「男女共同参画都市宣言」（９月）

2001年(平13)

2002年(平14) ・ アフガニスタンの女性支援に関する懇談会開催
・ 「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」制定（３月）
・ 新潟県男女平等社会推進審議会設置
・ 男女平等推進相談室開設

・ 「上越市男女共同参画基本条例」制定（３月）
・ 「上越市男女共同参画基本計画」策定（３月）
・ 「男女共同参画審議会」設置（５月）
・ 男女共同参画推進本部・内閣府共催「男女共同参画宣言都市奨励事
業記念式典」開催　（６月）

2002年(平14)

2003年(平15) ・ 「次世代育成支援対策推進法」施行 ・ 「ＤＶ防止庁内連絡会議」設置（２月）
・  男女共同参画地域推進員設置（46人） 2003年(平15)

2004年(平16)
・ 「（改正）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行（配偶者から
の暴力の定義の拡大、保護命令制度の拡充）
・ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」策定

2004年(平16)

2005年(平17) ・ 第４回世界女性会議で採択された北京宣言と行動綱領の全
面履行の必要性を再確認した宣言を全会一致で採択

・ 「（改正）育児・ 介護休業法」施行（育児休業の取得期間の拡充）
・ 「第２次男女共同参画基本計画」策定
・ 「女性の再チャレンジ支援プラン」策定
・ 「少子化・ 男女共同参画担当大臣」新設

・ 「上越市男女共同参画基本計画（改訂版）」策定（３月）
・  合併記念事業「上越市男女共同参画フェスタ」開催（６月） 2005年(平17)

2006年(平18)
・ 「新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定
・ 「ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）」登録制度開始
・ 「新潟県配偶者暴力防止・被害者支援基本計画」策定

・ 「地域における男女共同参画」発行（２月）
・  男女共同参画地域推進員を全区に配置（108人）（10月）
・ 「全国男女共同参画宣言都市サミットinじょうえつ」開催（11月）

2006年(平18)

2007年(平19)
・ 「（改正）男女雇用機会均等法」施行（性差禁止の範囲拡大、セクハラ対策の強化）
・ 「仕事と生活の調和（ワーク・ ライフ・ バランス）憲章」策定
・ 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定

・ 「新潟県ワーク・ライフ・バランス推進共同宣言」実施 2007年(平19)

2008年(平20) ・ 「（改正）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行（市町村に対
し配偶者からの暴力防止・被害者保護の実施に関する基本計画の策定を努力義務化） ・ 「上越市男女共同参画基本計画（後期改訂版）」策定（３月） 2008年(平20)

2010年(平22) ・ 国連「北京+15」記念会合（ニューヨーク）
・ 「（改正）育児・介護休業法」施行（短時間勤務制度の義務化、父親の育児休業制度　
の拡充）
・ 「第３次男女共同参画基本計画」策定

2010年(平22)

2011年(平23) ・ ＵＮ　Ｗｏｍｅｎ（ジェンダー平等と女性のエンパワーメ
ントのための国連機関）正式発足

・ 「上越市第２次男女共同参画基本計画」策定（３月）
・ 「上越市男女共同参画推進センター」の愛称を「ウィズじょうえつ」
とする。（３月）

2011年(平23)

2012年(平24) ・ 第56回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー
平等と女性のエンパワーメント」決議案採択 ・ 「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画　～働く「なでしこ」大作戦～」策定 2012年(平24)

2013年(平25) ・ 「男女共同参画の視点からの防災・ 復興の取組指針」策定 ・ 「第２次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定（７月） ・ 男女共同参画サポーター設置（６月） 2013年(平25)

2014年(平26) ・ 第58回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダ
－平等と女性のエンパワーメント」決議案採択

・ 「（改正）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行（生活の本拠
を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びそ
の被害者に準じて、法の適用対象となる）
・ 「日本再興戦略」改訂2014に『女性が輝く社会』の実現が掲げられる。

2014年(平26)

2015年(平27) ・ 国連「北京+20」記念会合（ニューヨーク） ・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」公布、施行
・ 「第４次男女共同参画基本計画」策定 ・ 「上越市第２次男女共同参画基本計画（後期改訂版）」策定（３月） 2015年(平27)

2016年(平28) ・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」完全施行 2016年(平28)
2017年(平29) ・ 「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定（３月） 2017年(平29)
2018年(平30) ・ 「上越市第３次男女共同参画基本計画」策定（３月） 2018年(平30)
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参考資料



年 世界(国連) 国 新潟県 上越市 年

1975年(昭50)
・ 国際婦人年（目標：平等・ 開発・ 平和）
・ 国際婦人年世界会議（メキシコシティ）
・ 「世界行動計画」採択

・ 総理府に婦人問題企画推進本部設置
・ 婦人問題企画推進本部会議開催 1975年(昭50)

1976年(昭51) ・ 国連婦人の10年（～1985） 1976年(昭51)

1977年(昭52) ・ 「国内行動計画」策定
・ 国立婦人教育会館開館 1977年(昭52)

1979年(昭54) ・ 「女子差別撤廃条約」採択 1979年(昭54)

1980年(昭55) ・ 国連婦人の10年中間年世界会議（コペンハーゲン）
・ 「国連婦人の10年後半期行動プログラム」採択 1980年(昭55)

1981年(昭56) ・ 「女子差別撤廃条約」発効 ・ 「国内行動計画後期重点目標」策定 1981年(昭56)

1985年(昭60)
・ 国連婦人の10年最終年世界会議（ナイロビ）
・  「西暦2000年に向けての婦人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略」採択

・ 「女子差別撤廃条約」批准 ・ 「新潟県婦人対策の方向」を策定 1985年(昭60)

1986年(昭61) ・ 「男女雇用機会均等法」施行 1986年(昭61)
1987年(昭62) ・ 「西暦2000年に向けての新国内行動計画」策定 1987年(昭62)

1990年(平2)
・ 国連経済社会理事会「婦人の地位向上のためのナイロビ将
来戦略に関する第１回見直しと評価に伴う勧告及び結論」
採択

1990年(平２)

1991年(平3) ・ 「西暦2000年に向けての新国内行動計画（第１次改定）」策定 ・ 新潟県女性問題協議会設置 1991年(平３)
1992年(平4) ・ 「育児休業法」施行 ・ 「にいがたオアシス女性プラン」策定（「新潟県婦人対策の方向」改定） 1992年(平４)

1993年(平5) ・ 世界人権会議（ウィーン）「女性に対する暴力の撤廃に関す
る宣言」採択（国連総会） ・ （財）新潟県女性財団設立 ・ 女性政策行政推進委員会設置 1993年(平５)

1994年(平6)
・ 「開発と女性」に関する第２回アジア・太平洋大臣会議（ジャ
カルタ）
・ 「ジャカルタ宣言及び行動計画」採択

・ 男女共同参画審議会設置
・ 男女共同参画推進本部設置 ・ 「男女共同参画社会の形成に向けての意識調査」実施 1994年(平６)

1995年(平7) ・ 第４回世界女性会議（北京）
・ 北京宣言及び「2000年までの行動要領」採択 ・ 「育児・ 介護休業法」施行（介護休業制度の法制化）

・ 「上越市女性行動計画」策定
・ 女性ネットワーキングルーム開設
・ 「女性政策推進委員会」設置

1995年(平７)

1996年(平8) ・ 男女共同参画推進連携会議（えがりてネットワーク）発足
・ 「男女共同参画2000年プラン」策定

・ 「ニューにいがた女性プラン」策定
・ 新潟県女性センター開館 ・ 「男女平等教育研究会」設置（２年間） 1996年(平８)

1997年(平9) ・ 男女共同参画審議会設置 1997年(平９)

1998年(平10) ・ 「地域・慣習ジェンダー研究会」設置（２年間）
・  女性政策情報誌「カスタネット」創刊 1998年(平10)

1999年(平11) ・ 「（改正）男女雇用機会均等法」施行（女性に対する差別が努力義務から禁止規定に）
・ 「男女共同参画社会基本法」施行 ・ 「姉妹都市女性サミット」開催 1999年(平11)

2000年(平12) ・ 国連特別総会「女性2000年会議」（ニューヨーク） ・ 「男女共同参画基本計画」策定 ・ 「上越市女性フォーラム」開催（７月）
・ 「上越市女性映画祭」開催（９月） 2000年(平12)

2001年(平13)

・ 内閣府に男女共同参画局設置
・ 男女共同参画会議設置
・ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行
・ 第１回男女共同参画週間

・ 「新潟・新しい波　男女平等推進プラン」策定
・ 「上越市男女共同参画基本条例制定検討委員会｣ 設置（１月）
・ 「男女共同参画推進センター」設置（３月）
・ 「男女共同参画都市宣言」（９月）

2001年(平13)

2002年(平14) ・ アフガニスタンの女性支援に関する懇談会開催
・ 「新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例」制定（３月）
・ 新潟県男女平等社会推進審議会設置
・ 男女平等推進相談室開設

・ 「上越市男女共同参画基本条例」制定（３月）
・ 「上越市男女共同参画基本計画」策定（３月）
・ 「男女共同参画審議会」設置（５月）
・ 男女共同参画推進本部・内閣府共催「男女共同参画宣言都市奨励事
業記念式典」開催　（６月）

2002年(平14)

2003年(平15) ・ 「次世代育成支援対策推進法」施行 ・ 「ＤＶ防止庁内連絡会議」設置（２月）
・  男女共同参画地域推進員設置（46人） 2003年(平15)

2004年(平16)
・ 「（改正）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行（配偶者から
の暴力の定義の拡大、保護命令制度の拡充）
・ 「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針」策定

2004年(平16)

2005年(平17) ・ 第４回世界女性会議で採択された北京宣言と行動綱領の全
面履行の必要性を再確認した宣言を全会一致で採択

・ 「（改正）育児・ 介護休業法」施行（育児休業の取得期間の拡充）
・ 「第２次男女共同参画基本計画」策定
・ 「女性の再チャレンジ支援プラン」策定
・ 「少子化・ 男女共同参画担当大臣」新設

・ 「上越市男女共同参画基本計画（改訂版）」策定（３月）
・  合併記念事業「上越市男女共同参画フェスタ」開催（６月） 2005年(平17)

2006年(平18)
・ 「新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定
・ 「ハッピー・パートナー企業（新潟県男女共同参画推進企業）」登録制度開始
・ 「新潟県配偶者暴力防止・被害者支援基本計画」策定

・ 「地域における男女共同参画」発行（２月）
・  男女共同参画地域推進員を全区に配置（108人）（10月）
・ 「全国男女共同参画宣言都市サミットinじょうえつ」開催（11月）

2006年(平18)

2007年(平19)
・ 「（改正）男女雇用機会均等法」施行（性差禁止の範囲拡大、セクハラ対策の強化）
・ 「仕事と生活の調和（ワーク・ ライフ・ バランス）憲章」策定
・ 「仕事と生活の調和推進のための行動指針」策定

・ 「新潟県ワーク・ライフ・バランス推進共同宣言」実施 2007年(平19)

2008年(平20) ・ 「（改正）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行（市町村に対
し配偶者からの暴力防止・被害者保護の実施に関する基本計画の策定を努力義務化） ・ 「上越市男女共同参画基本計画（後期改訂版）」策定（３月） 2008年(平20)

2010年(平22) ・ 国連「北京+15」記念会合（ニューヨーク）
・ 「（改正）育児・介護休業法」施行（短時間勤務制度の義務化、父親の育児休業制度　
の拡充）
・ 「第３次男女共同参画基本計画」策定

2010年(平22)

2011年(平23) ・ ＵＮ　Ｗｏｍｅｎ（ジェンダー平等と女性のエンパワーメ
ントのための国連機関）正式発足

・ 「上越市第２次男女共同参画基本計画」策定（３月）
・ 「上越市男女共同参画推進センター」の愛称を「ウィズじょうえつ」
とする。（３月）

2011年(平23)

2012年(平24) ・ 第56回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダー
平等と女性のエンパワーメント」決議案採択 ・ 「「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画　～働く「なでしこ」大作戦～」策定 2012年(平24)

2013年(平25) ・ 「男女共同参画の視点からの防災・ 復興の取組指針」策定 ・ 「第２次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定（７月） ・ 男女共同参画サポーター設置（６月） 2013年(平25)

2014年(平26) ・ 第58回国連婦人の地位委員会「自然災害におけるジェンダ
－平等と女性のエンパワーメント」決議案採択

・ 「（改正）配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」施行（生活の本拠
を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びそ
の被害者に準じて、法の適用対象となる）
・ 「日本再興戦略」改訂2014に『女性が輝く社会』の実現が掲げられる。

2014年(平26)

2015年(平27) ・ 国連「北京+20」記念会合（ニューヨーク） ・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」公布、施行
・ 「第４次男女共同参画基本計画」策定 ・ 「上越市第２次男女共同参画基本計画（後期改訂版）」策定（３月） 2015年(平27)

2016年(平28) ・ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」完全施行 2016年(平28)
2017年(平29) ・ 「第３次新潟県男女共同参画計画（男女平等推進プラン）」策定（３月） 2017年(平29)
2018年(平30) ・ 「上越市第３次男女共同参画基本計画」策定（３月） 2018年(平30)
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○上越市男女共同参画基本条例
平成14年３月29日

条例第１号
最終改正：平成21年３月27日条例第12号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条－第９条）
　第２章　 男女共同参画の促進に関する基本方針等（第

10条・第11条）
　第３章　 男女共同参画の促進に関する施策等（第12

条－第21条）
　第４章　男女共同参画審議会（第22条－第26条）
　附則
　女性と男性は、個人として尊重され、性別によって差
別されない平等な存在である。しかし、社会的文化的に
作られた性差はあらゆる場面においてこれを妨げてき
た。
　1975年の「国際婦人年」をきっかけに、真の男女平
等を目指す世界のうねりは、日本国内において進められ
てきた取組にも様々な影響を与えてきた。上越市では、
1995年に「じょうえつ女性アクションプラン」を策定し、
男女共同参画社会の形成に向けて新たな取組を進めてき
た。しかし、いまだに性別による固定的な役割分担意識
とそれに起因する社会慣行が見られ、男女の自立や多様
な生き方を阻害する幾つかの課題が残されている。
　上越市は、21世紀の幕開けに当たり、理想とする新
たな都市像の一つとして「ヒューマン都市」を掲げて男
女が共に社会に参画することの大切さを確認し、「男女
共同参画都市」を宣言した。そして、今、私たちは、男
女が互いにその人権を尊重しつつ、社会のあらゆる分野
に共に参画できるまちを実現することを決意し、この条
例を制定する。

　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この条例は、男女共同参画について、基本理念
を定め、並びに市、市民、事業者及び地縁による団
体その他の団体の責務を明らかにするとともに、男
女共同参画の促進に関する施策の基本となる事項を
定めることにより、男女共同参画の促進を総合的か
つ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現
を図ることを目的とする。
　（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意
義は、当該各号に定めるところによる。
（1）　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員と
して、個性と能力を発揮し、自らの意思によって
社会のあらゆる分野における活動に参画する機会
が確保されることにより、男女が等しく政治的、
経済的、社会的及び文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うことをいう。
（2）　クオータ制　市の政策又は事業者若しくは地縁
による団体その他の団体（以下「地縁団体等」と
いう。）の方針の立案及び決定に参画する男女の構
成比について、あらかじめ目標を定める制度をい
う。

（3）　積極的格差是正措置　第１号に規定する機会に
係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内で、
クォータ制の採用等により、男女のいずれか一方
に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

（4）　セクシュアル・ハラスメント　性的な言動によ
り相手方を不快にさせること及び性的な言動を受
けた相手方の対応を理由として当該相手方に不利
益を与えることをいう。

　（男女共同参画についての基本理念）
第３条　男女共同参画は、次の事項を基本理念として促
進されなければならない。
（1）　男女の人権を尊重し、直接又は間接を問わず性
別による差別的取扱いをなくすとともに、男女が
個人として能力を発揮する機会を確保すること。

（2）　生涯にわたる性と生殖に関する健康及び権利を
尊重すること。

（3）　配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚
姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）
からの暴力的行為（心身に有害な影響を及ぼす言
動をいう。以下同じ。）を根絶すること。

（4）　市の政策又は事業者若しくは地縁団体等の方針
の立案及び決定に男女が平等に参画できるように
すること。

（5）　男女が共に品位及び資質を高め、個人として能
力を発揮できるように、男女平等の視点に立って
社会における制度及び慣行を見直すとともに、性
別による固定的な役割分担意識の解消を進めるこ
と。

（6）　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支
援の下に、家庭生活と職業生活等とを両立できる
ようにすること。

（7）　男女共同参画の促進が国際社会における取組と
密接に関係していることを理解すること。

　（市の責務）
第４条　市は、前条に定める男女共同参画についての基
本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男
女共同参画の促進を市の主要政策の一つと位置付け、
地域の実情を踏まえ、男女共同参画の促進に関する
総合的な施策を策定し、及び実施しなければならな
い。
　（市民の責務）
第５条　市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会
のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、相
互に協力して男女共同参画の促進に努めなければな
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らない。
２　市民は、基本理念にのっとり、市が実施する男女共
同参画の促進に関する施策に協力するものとする。
　（事業者の責務）
第６条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、
基本理念にのっとり、男女が平等に能力を発揮でき
るよう必要な措置を講ずるとともに、個人としての
能力を適正に評価するよう努めなければならない。
２　事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する男女
共同参画の促進に関する施策に協力するものとする。
　（地縁団体等の責務）
第７条　地縁団体等は、基本理念にのっとり、その構成
員の性別による固定的な役割分担意識を解消し、そ
の運営又は活動に関する方針の立案及び決定に男女
が平等に参画できる体制その他男女が平等に能力を
発揮できる環境を整備するよう努めなければならな
い。
２　地縁団体等は、基本理念にのっとり、市が実施する
男女共同参画の促進に関する施策に協力するものと
する。
　（禁止行為）
第８条　何人も、男女の人権を侵害する次の行為をして
はならない。
（1）　性別による差別的取扱い
（2）　セクシュアル・ハラスメント
（3）　配偶者に対する暴力的行為
　（表現上の留意事項）
第９条　何人も、広く市民に提供する情報においては、
次の表現を行わないよう努めなければならない。
（1）　性別による固定的な役割分担意識、配偶者に対
する暴力的行為等を助長する表現及び連想させる
表現

（2）　過度の性的な表現

　　第２章　男女共同参画の促進に関する基本方針等
　（施策の策定等に係る指針）
第10条　市は、施策の策定及び実施に当たっては、基
本理念にのっとり、男女共同参画の精神がいかされ
るよう配慮しなければならない。
２　市は、市の政策の立案及び決定に男女が平等に参画
できるよう積極的格差是正措置を講ずるとともに、
事業者及び地縁団体等の方針の立案及び決定に男女
が平等に参画できるよう積極的格差是正措置が講ぜ
られるようにするものとする。
３　市は、男女共同参画の促進に関する施策の策定及び
実施に当たっては、国及び他の地方公共団体並びに
市民、事業者及び地縁団体等と積極的に連携して行
うものとする。
　（男女共同参画基本計画）
第11条　市長は、男女共同参画の促進に関する施策の

総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画
の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画
基本計画」という。）を定めなければならない。

２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について
定めるものとする。
（1）　男女共同参画の促進に関する長期的な目標
（2）　男女共同参画の促進に関する長期的かつ総合的
な施策の大綱

（3）　前２号に掲げるもののほか、男女共同参画の促
進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた
めに必要な事項

３　市長は、男女共同参画基本計画を定めるに当たって
は、あらかじめ上越市男女共同参画審議会の意見を
聴かなければならない。
４　市長は、男女共同参画基本計画を定めたときは、速
やかにこれを公表しなければならない。
５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更につ
いて準用する。

　　第３章　男女共同参画の促進に関する施策等
　（市における体制整備等）
第12条　市は、男女共同参画の促進に関する施策を策
定し、及び円滑に実施するため、必要な体制を整備
するとともに、法制上及び財政上の措置を講ずるも
のとする。
２　市は、別に条例で定めるところにより設置する男女
共同参画推進センターを男女共同参画基本計画の推
進及び男女共同参画の促進に関する市民の活動の拠
点施設とするものとする。
　（市におけるクオータ制の実施等）
第13条　市長は、地方自治法（昭和22年法律第67号）
第180条の５第１項及び第３項に規定する執行機関と
して置かなければならない委員及び委員会（以下「執
行機関」という。）の委員を選任するときは、委員が
男女同数（定数が奇数であるときは、男女の数の差
が１人であることをいう。以下同じ。）となるよう配
慮しなければならない。
２　市長及び執行機関は、それらの附属機関の委員その
他の構成員を委嘱し、又は任命するときは、委員そ
の他の構成員が男女同数となるよう配慮しなければ
ならない。
３　市長及び執行機関、ガス水道局並びに議会は、施策
の策定及び実施に当たり会議等の機会を設けて市民
等の意見を聴くときは、男女同数から意見を聴くよ
う配慮しなければならない。
４　議会は、その権限により執行機関並びに市長及び執
行機関の附属機関の委員その他の構成員を推薦し、
又は指名推選するときは、委員その他の構成員が男
女同数となるよう配慮しなければならない。
５　任命権者（地方公務員法（昭和25年法律第261号）
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第６条第１項に規定する任命権者をいう。以下同じ。）
は、職員を任用するときは、職員の男女の構成比に
配慮するものとする。
６　任命権者は、女性職員の職域の拡大及び積極的な登
用を図るとともに、職員が性別にかかわりなく均等
に研修を受けることができるよう配慮するものとす
る。
　（社会環境の整備）
第14条　市は、女性の政治活動への参画が促進される
よう社会環境の整備に努めるものとする。
２　市は、事業者の事業活動及び地縁団体等の活動にお
いて、男女が平等に能力を発揮できるよう社会環境
の整備に努めるものとする。
　（男女共同参画に関する教育の振興等）
第15条　市は、幼稚園、小学校、中学校その他の学校
及び保育所（以下「学校等」という。）において、男
女共同参画の促進及び人権意識の確立に配慮した教
育又は保育が行われるよう必要な措置を講ずるもの
とする。
２　市は、学校等において、教育又は保育に携わる女性
の積極的な登用が配慮されるとともに、男女が平等
に能力を発揮できるよう必要な措置を講ずるものと
する。
　（調査及び研究の実施等）
第16条　市は、男女共同参画の促進に関する施策を策
定し、及び適正に実施するため、男女共同参画に関
する事項について、情報の収集、調査及び研究の実
施並びにその成果の普及に努めるものとする。
　（広報活動の充実等）
第17条　市は、市民、事業者及び地縁団体等の男女共
同参画に関する理解が深まるとともに、男女共同参
画の促進に関する活動に対する意欲が高まるよう広
報活動の充実その他必要な措置を講ずるものとする。
　（活動の支援）
第18条　市は、市民、事業者及び地縁団体等の男女共
同参画の促進に関する活動を支援するため、情報の
提供その他必要な措置を講ずるものとする。
　（被害者の救済）
第19条　市は、第８条各号に掲げる行為に係る被害者
を救済するため、関係機関との連携を図りつつ、必
要な措置を講ずるものとする。
　（苦情の申出等）
第20条　市民は、市の施策が男女共同参画の促進を阻
害すると認めるときは、その中止等必要な措置をと
るべきことを市長に申し出ることができる。
２　市長は、前項の規定による申出があったときは、適
正に対応しなければならない。
　（施策の実施状況の公表）
第21条　市長は、毎年、男女共同参画の促進に関する
施策の実施状況を公表しなければならない。

　　第４章　男女共同参画審議会
　（設置）
第22条　男女共同参画の促進を総合的かつ計画的に推
進する上で必要な事項を審議するため、上越市男女
共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。
　（所掌事項）
第23条　審議会の所掌事項は、次のとおりとする。
（1）　男女共同参画基本計画に関し、第11条第３項に
規定する事項を処理すること。

（2）　市長の諮問に応じ、男女共同参画の促進に関す
る基本的事項及び重要事項を調査審議すること。

（3）　男女共同参画の促進に関する施策の実施状況を
監視するとともに、市の施策が男女共同参画の促
進に及ぼした影響を評価すること。

２　審議会は、前項各号に掲げるもののほか、男女共同
参画の促進に関し市長に意見を述べることができる。
　（組織）
第24条　審議会は、次に掲げる者のうちから市長が委
嘱する20人以内の委員をもって組織する。
（1）　学織経験者
（2）　関係行政機関の職員
（3）　事業者
（4）　地縁団体等の代表者
（5）　公募に応じた市民
（6）　その他市長が必要と認める者
　（委員の任期）
第25条　審議会の委員の任期は、２年とし、再任は妨
げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任
期は、前任者の残任期間とする。
　（委任）
第26条　前３条に定めるもののほか、審議会に関し必
要な事項は、市長が規則で定める。

　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、平成14年４月１日から施行する。
　（男女共同参画基本計画の特例）
２　この条例の施行の際、現に審議会に相当する組織の
意見を聴いて定めた男女共同参画基本計画に相当す
る計画があるときは、第11条第３項の規定にかかわ
らず、審議会への報告をもって、当該計画を男女共
同参画基本計画とすることができる。

　　附　則（平成16年条例第202号）
　この条例は、平成17年４月１日から施行する。

　　附　則（平成21年条例第12号）抄
　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
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○女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

　この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び
価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していること
に留意し、世界人権宣言が、差別は容認することができないものであ
るとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながら
にして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並び
にすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に
掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明して
いることに留意し、人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、
社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の
権利を確保する義務を負つていることに留意し、国際連合及び専門機
関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国
際条約を考慮し、更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利
の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、しかしながら、
これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広
範に存在していることを憂慮し、女子に対する差別は、権利の平等の
原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と
平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加す
る上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害する
ものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために
完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、窮乏
の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び
機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂
慮し、衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等
の促進に大きく貢献することを確信し、アパルトヘイト、あらゆる形
態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国に
よる占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に
不可欠であることを強調し、国際の平和及び安全を強化し、国際緊張
を緩和し、すべての国（社会体制及び経済体制のいかんを問わない。）
の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重
かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係
における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民
地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独
立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社
会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢
献することを確認し、国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平
和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加
することを必要としていることを確信し、家族の福祉及び社会の発展
に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性
の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意
し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、
子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であるこ
とを認識し、社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割と
ともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認
識し、女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則
を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤
廃するための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。

　第１部
第１条
　この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、
排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的そ
の他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかいないかを
問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、
享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有する
ものをいう。
第２条
　締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対す
る差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく
追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
⒜ 　男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入
れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則
の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
⒝ 　女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措
置（適当な場合には制裁を含む。）をとること。
⒞ 　女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、

かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別
となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保
すること。
⒟ 　女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、か
つ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保
すること。
⒠ 　個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するため
のすべての適当な措置をとること。
⒡ 　女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を
修正し又は廃止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）
をとること。
⒢ 　女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止する
こと。

第３条
　締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化
的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基
本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女
子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置
（立法を含む。）をとる。
第４条
１　締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的
な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはな
らない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等
な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これら
の措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止され
なければならない。
２　締約国が母性を保護することを目的とする特別措置（この条約に
規定する措置を含む。）をとることは、差別と解してはならない。
第５条
　締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
⒜ 　両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定
型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤
廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正
すること。
⒝ 　家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての
適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任に
ついての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合にお
いて、子の利益は最初に考慮するものとする。

第６条
　締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を
禁止するためのすべての適当な措置（立法を含む。）をとる。

　第２部
第７条
　締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を
撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、女子に対
して男子と平等の条件で次の権利を確保する。
⒜ 　あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべ
ての公選による機関に選挙される資格を有する権利
⒝ 　政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべ
ての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権利
⒞ 　自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政
府団体に参加する権利

第８条
　締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加す
る機会を、女子に対して男子と平等の条件でかついかなる差別もなく
確保するためのすべての適当な措置をとる。
第９条
１　締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子
と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻又は婚
姻中の夫の国籍の変更が、自動的に妻の国籍を変更し、妻を無国
籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保す
る。
２　締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与
える。
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　第３部
第10条
　締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を
確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のこと
を確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのす
べての適当な措置をとる。
⒜ 　農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修
学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このような
平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等
技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなけ
ればならない。
⒝ 　同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教
育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会
⒞ 　すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割に
ついての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長す
る男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特
に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を
調整することにより行うこと。
⒟ 　奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
⒠ 　継続教育計画（成人向けの及び実用的な識字計画を含む。）、特
に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少さ
せることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会
⒡ 　女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子
のための計画を策定すること。
⒢ 　スポ－ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
⒣ 　家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報（家族
計画に関する情報及び助言を含む。）を享受する機会

第11条
１　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を
確保することを目的として、雇用の分野における女子に対する差
別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
⒜ 　すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
⒝ 　同一の雇用機会（雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。）
についての権利
⒞ 　職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働
に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及
び再訓練（見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。）を受け
る権利
⒟ 　同一価値の労働についての同一報酬（手当を含む。）及び同一
待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱いの平
等についての権利
⒠ 　社会保障（特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労
働不能の場合における社会保障）についての権利及び有給休暇
についての権利
⒡ 　作業条件に係る健康の保護及び安全（生殖機能の保護を含む。）
についての権利

２　締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、
かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、次のこ
とを目的とする適当な措置をとる。
⒜ 　妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかい
ないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。
⒝ 　給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用
関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を
導入すること。
⒞ 　親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両
立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サ－ビ
スの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することに
より奨励すること。
⒟ 　妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業
においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。

３　この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の
知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、修正し、
廃止し、又はその適用を拡大する。
第12条
１　締約国は、男女の平等を基礎として保健サ－ビス（家族計画に関
連するものを含む。）を享受する機会を確保することを目的として、
保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての
適当な措置をとる。
２　１の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及び

産後の期間中の適当なサ－ビス（必要な場合には無料にする。）並
びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。
第13条
　締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確
保することを目的として、他の経済的及び社会的活動の分野における
女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
⒜ 　家族給付についての権利
⒝ 　銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利
⒞ 　レクリエ－ション、スポ－ツ及びあらゆる側面における文化
的活動に参加する権利

第14条
１　締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生
存のために果たしている重要な役割（貨幣化されていない経済の
部門における労働を含む。）を考慮に入れるものとし、農村の女子
に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適当な措置を
とる。
２　締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参
加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確保する
ことを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃するためのす
べての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対して
次の権利を確保する。
⒜ 　すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利
⒝ 　適当な保健サ－ビス（家族計画に関する情報、カウンセリン
グ及びサ－ビスを含む。）を享受する権利
⒞ 　社会保障制度から直接に利益を享受する権利
⒟ 　技術的な能力を高めるために、あらゆる種類（正規であるか
ないかを問わない。）の訓練及び教育（実用的な識字に関するも
のを含む。）並びに、特に、すべての地域サ－ビス及び普及サ－
ビスからの利益を享受する権利
⒠ 　経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るた
めに、自助的集団及び協同組合を組織する権利
⒡ 　あらゆる地域活動に参加する権利
⒢ 　農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する
権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等な
待遇を享受する権利
⒣ 　適当な生活条件（特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運
輸並びに通信に関する条件）を享受する権利

　第４部
第15条
１　締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。
２　締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力を与
えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与える。特
に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することにつき女子
に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所における手
続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。
３　締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有するす
べての契約及び他のすべての私的文書（種類のいかんを問わない。）
を無効とすることに同意する。
４　締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する
法律において男女に同一の権利を与える。
第16条
１　締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に
対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、
特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
⒜ 　婚姻をする同一の権利
⒝ 　自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚
姻をする同一の権利
⒞ 　婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
⒟ 　子に関する事項についての親（婚姻をしているかいないかを
問わない。）としての同一の権利及び責任。あらゆる場合におい
て、子の利益は至上である。
⒠ 　子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同
一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及
び手段を享受する同一の権利
⒡ 　子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が
存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆ
る場合において、子の利益は至上である。
⒢ 　夫及び妻の同一の個人的権利（姓及び職業を選択する権利を
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含む。）
⒣ 　無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、
運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方
の同一の権利

２　児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚
姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるた
めのすべての必要な措置（立法を含む。）がとられなければならない。

　第５部
第17条
１　この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対す
る差別の撤廃に関する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。
委員会は、この条約の効力発生の時は18人の、35番目の締約国に
よる批准又は加入の後は23人の徳望が高く、かつ、この条約が対
象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する。委
員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個
人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分
が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な
法体系が代表されることを考慮に入れる。
２　委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密
投票により選出される。各締約国は、自国民の中から一人を指名
することができる。
３　委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後６箇
月を経過した時に行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選
挙の日の遅くとも３箇月前までに、締約国に対し、自国が指名す
る者の氏名を２箇月以内に提出するよう書簡で要請する。同事務
総長は、指名された者のアルファベット順による名簿（これらの
者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、締約国
に送付する。
４　委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に
招集される締約国の会合において行う。この会合は、締約国の３
分の２をもって定足数とする。この会合においては、出席しかつ
投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、過
半数の票を得て指名された者をもって委員会に選出された委員と
する。
５　委員会の委員は、４年の任期で選出される。ただし、最初の選挙
において選出された委員のうち９人の委員の任期は、２年で終了
するものとし、これらの９人の委員は、最初の選挙の後直ちに、委
員会の委員長によりくじ引で選ばれる。
６　委員会の５人の追加的な委員の選挙は、35番目の批准又は加入
の後、２から４までの規定に従って行う。この時に選出された追
加的な委員のうち２人の委員の任期は、２年で終了するものとし、
これらの２人の委員は、委員会の委員長によりくじ引で選ばれる。
７　締約国は、自国の専門家が委員会の委員としての職務を遂行する
ことができなくなった場合には、その空席を補充するため、委員
会の承認を条件として自国民の中から他の専門家を任命する。
８　委員会の委員は、国際連合総会が委員会の任務の重要性を考慮し
て決定する条件に従い、同総会の承認を得て、国際連合の財源か
ら報酬を受ける。
９　国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に
遂行するために必要な職員及び便益を提供する。
第18条
１　締約国は、次の場合に、この条約の実施のためにとった立法上、
司法上、行政上その他の措置及びこれらの措置によりもたらされ
た進歩に関する報告を、委員会による検討のため、国際連合事務
総長に提出することを約束する。
⒜ 　当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から１年以内
⒝ 　その後は少なくとも４年ごと、更には委員会が要請するとき。

２　報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及ぼす要
因及び障害を記載することができる。
第19条
１　委員会は、手続規則を採択する。
２　委員会は、役員を２年の任期で選出する。
第20条
１　委員会は、第18条の規定により提出される報告を検討するため
に原則として毎年２週間を超えない期間会合する。
２　委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定す
る他の適当な場所において開催する。

第21条
１　委員会は、その活動につき経済社会理事会を通じて毎年国際連合
総会に報告するものとし、また、締約国から得た報告及び情報の
検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うことがで
きる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、締約国か
ら意見がある場合にはその意見とともに、委員会の報告に記載す
る。
２　国際連合事務総長は、委員会の報告を、情報用として、婦人の地
位委員会に送付する。
第22条
　専門機関は、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の規定
の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有する。委員会は、
専門機関に対し、その任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実
施について報告を提出するよう要請することができる。

　第６部
第23条
　この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって男女
の平等の達成に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。
⒜ 　締約国の法令
⒝ 　締約国について効力を有する他の国際条約又は国際協定
第24条
　締約国は、自国においてこの条約の認める権利の完全な実現を達成
するためのすべての必要な措置をとることを約束する。
第25条
１　この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。
２　国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指定される。
３　この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事
務総長に寄託する。
４　この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入
は、加入書を国際連合事務総長に寄託することによって行う。
第26条
１　いずれの締約国も、国際連合事務総長にあてた書面による通告に
より、いつでもこの条約の改正を要請することができる。
２　国際連合総会は、１の要請に関してとるべき措置があるときは、
その措置を決定する。
第27条
１　この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に
寄託された日の後30日目の日に効力を生ずる。
２　この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准
し又は加入する国については、その批准書又は加入書が寄託され
た日の後30日目の日に効力を生ずる。
第28条
１　国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を
受領し、かつ、すべての国に送付する。
２　この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。
３　留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回する
ことができるものとし、同事務総長は、その撤回をすべての国に
通報する。このようにして通報された通告は、受領された日に効
力を生ずる。
第29条
１　この条約の解釈又は適用に関する締約国間の紛争で交渉によって
解決されないものは、いずれかの紛争当事国の要請により、仲裁
に付される。仲裁の要請の日から６箇月以内に仲裁の組織につい
て紛争当事国が合意に達しない場合には、いずれの紛争当事国も、
国際司法裁判所規程に従って国際司法裁判所に紛争を付託するこ
とができる。
２　各締約国は、この条約の署名若しくは批准又はこの条約への加入
の際に、１の規定に拘束されない旨を宣言することができる。他
の締約国は、そのような留保を付した締約国との関係において１
の規定に拘束されない。
３　２の規定に基づいて留保を付した締約国は、国際連合事務総長に
あてた通告により、いつでもその留保を撤回することができる。
第30条
　この条約は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及
びスペイン語をひとしく正文とし、国際連合事務総長に寄託する。

　以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名し
た。
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○男女共同参画社会基本法
（平成11年６月23日）

（法律第78号）
最終改正：平成11年12月22日同　第160号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条－第12条）
　第２章　 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第13

条－第20条）
　第３章　男女共同参画会議（第21条－第28条）
　附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうた
われ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における取組
とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要と
されている。
　一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経
済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人権を
尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力
を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課
題となっている。
　このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を21世紀の
我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野に
おいて、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図って
いくことが重要である。
　ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにし
てその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の男女
共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた
め、この法律を制定する。

　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の
変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性に
かんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並
びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定
めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に
推進することを目的とする。
　（定義）
第２条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。
一　男女共同参画社会の形成　男女が、社会の対等な構成員とし
て、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任
を担うべき社会を形成することをいう。

二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を
改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対
し、当該機会を積極的に提供することをいう。

　（男女の人権の尊重）
第３条　男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重ん
ぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男
女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男
女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
　（社会における制度又は慣行についての配慮）
第４条　男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又
は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社
会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ
り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがある
ことにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会におけ
る活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとする
ように配慮されなければならない。
　（政策等の立案及び決定への共同参画）
第５条　男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員と
して、国若しくは地方公共団体における政策又は民間の団体にお
ける方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ
とを旨として、行われなければならない。

　（家庭生活における活動と他の活動の両立）
第６条　男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の
協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生
活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、
かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを
旨として、行われなければならない。
　（国際的協調）
第７条　男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密
接な関係を有していることにかんがみ、男女共同参画社会の形成
は、国際的協調の下に行われなければならない。
　（国の責務）
第８条　国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成
についての基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男
女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含
む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
　（地方公共団体の責務）
第９条　地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の
形成の促進に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方
公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務
を有する。
　（国民の責務）
第10条　国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる
分野において、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に
寄与するように努めなければならない。
　（法制上の措置等）
第11条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実
施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じな
ければならない。
　（年次報告等）
第12条　政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及
び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策につ
いての報告を提出しなければならない。
２　政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況
を考慮して講じようとする男女共同参画社会の形成の促進に関す
る施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ
ばならない。

　　第２章　男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策
　（男女共同参画基本計画）
第13条　政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促
進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）
を定めなければならない。
２　男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものと
する。
一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進
に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に
関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参
画基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、
遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表しなければならない。
５　前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。
　（都道府県男女共同参画計画等）
第14条　都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道
府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と
いう。）を定めなければならない。
２　都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるも
のとする。
一　都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共
同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱
二　前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同
参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項

３　市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画
を勘案して、当該市町村の区域における男女共同参画社会の形成
の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女
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共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。
４　都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男
女共同参画計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを
公表しなければならない。
　（施策の策定等に当たっての配慮）
第15条　国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を
及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男
女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。
　（国民の理解を深めるための措置）
第16条　国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に
関する国民の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならな
い。
　（苦情の処理等）
第17条　国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関
する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められ
る施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による
差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因に
よって人権が侵害された場合における被害者の救済を図るために
必要な措置を講じなければならない。
　（調査研究）
第18条　国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形
成に及ぼす影響に関する調査研究その他の男女共同参画社会の形
成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように
努めるものとする。
　（国際的協調のための措置）
第19条　国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進す
るため、外国政府又は国際機関との情報の交換その他男女共同参
画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため
に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
　（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）
第20条　国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の
促進に関する施策及び民間の団体が男女共同参画社会の形成の促
進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な
措置を講ずるように努めるものとする。

　　第３章　男女共同参画会議
　（設置）
第21条　内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。
　（所掌事務）
第22条　会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一　男女共同参画基本計画に関し、第13条第３項に規定する事項
を処理すること。

二　前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮
問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方
針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。

三　前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認
めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べ
ること。

四　政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策
の実施状況を監視し、及び政府の施策が男女共同参画社会の形
成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総
理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。

　（組織）
第23条　会議は、議長及び議員24人以内をもって組織する。
　（議長）
第24条　議長は、内閣官房長官をもって充てる。
２　議長は、会務を総理する。
　（議員）
第25条　議員は、次に掲げる者をもって充てる。
一　内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指
定する者

二　男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうち
から、内閣総理大臣が任命する者

２　前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の10分の
５未満であってはならない。
３　第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、
同号に規定する議員の総数の10分の４未満であってはならない。

４　第１項第２号の議員は、非常勤とする。
　（議員の任期）

第26条　前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補
欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。
２　前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。
　（資料提出の要求等）
第27条　会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認め
るときは、関係行政機関の長に対し、監視又は調査に必要な資料
その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め
ることができる。
２　会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認める
ときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依
頼することができる。
　（政令への委任）
第28条　この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の
職員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。

　　附　則　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。
　（男女共同参画審議会設置法の廃止）
第２条　男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止
する。
　（経過措置）
第３条　前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下
「旧審議会設置法」という。）第１条の規定により置かれた男女共同
参画審議会は、第21条第１項の規定により置かれた審議会となり、
同一性をもって存続するものとする。
２　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定によ
り任命された男女共同参画審議会の委員である者は、この法律の
施行の日に、第23条第１項の規定により、審議会の委員として任
命されたものとみなす。この場合において、その任命されたもの
とみなされる者の任期は、同条第２項の規定にかかわらず、同日
における旧審議会設置法第４条第２項の規定により任命された男
女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間と
する。
３　この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定によ
り定められた男女共同参画審議会の会長である者又は同条第３項
の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の
施行の日に、第24条第１項の規定により審議会の会長として定め
られ、又は同条第３項の規定により審議会の会長の職務を代理す
る委員として指名されたものとみなす。

　　附　則　（平成11年７月16日法律第102号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律
第88号）の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規
定は、当該各号に定める日から施行する。
　（施行の日＝平成13年１月６日）
一　略
二　附則第10条第１項及び第５項、第14条第３項、第23条、第28
条並びに第30条の規定　公布の日

　（委員等の任期に関する経過措置）
第28条　この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議
会その他の機関の会長、委員その他の職員である者（任期の定め
のない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期
を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。
１から10まで　略
11　男女共同参画審議会
　（別に定める経過措置）
第30条　第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施
行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
　　附　則　（平成11年12月22日法律第160号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成13年１月６
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
　（以下略）
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○配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律
（平成13年４月13日）

（法律第31号）
最終改正：平成26年４月23日同　第28号

目次
　前文
　第１章　総則（第１条・第２条）
　第１章の２　 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２・第２

条の３）
　第２章　配偶者暴力相談支援センター等（第３条－第５条）
　第３章　被害者の保護（第６条－第９条の２）
　第４章　保護命令（第10条－第22条）
　第５章　雑則（第23条－第28条）
　第５章の２　補則（第28条の２）
　第６章　罰則（第29条・第30条）
　附則

　我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうた
われ、人権の擁護と男女平等の実現に向けた取組が行われている。
　ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人
権侵害であるにもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行われ
てこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性
であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加える
ことは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとなっている。
　このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るため
には、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講
ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しよう
と努めている国際社会における取組にも沿うものである。
　ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の
体制を整備することにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護を図るため、この法律を制定する。

　　第１章　総則
　（定義）
第１条　この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの
身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又は身
体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心身
に有害な影響を及ぼす言動（以下この項及び第28条の２において
「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、配偶者からの身体に
対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が
取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続
き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。
２　この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者
をいう。
３　この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「離婚」には、婚姻の届
出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事
実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。
　（国及び地方公共団体の責務）
第２条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するととも
に、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る
責務を有する。

　　第１章の２　基本方針及び都道府県基本計画等
　（基本方針）
第２条の２　内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働
大臣（以下この条及び次条第５項において「主務大臣」という。）は、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する
基本的な方針（以下この条並びに次条第１項及び第３項において
「基本方針」という。）を定めなければならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第１項の都道
府県基本計画及び同条第３項の市町村基本計画の指針となるべき
ものを定めるものとする。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な
事項

二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内
容に関する事項

三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施

策の実施に関する重要事項
３　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするとき
は、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
４　主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞
なく、これを公表しなければならない。
第２条の３　都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に
関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」と
いう。）を定めなければならない。
２　都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとす
る。
一　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な
方針
二　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実
施内容に関する事項
三　その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施
策の実施に関する重要事項

３　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、
都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的
な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定め
るよう努めなければならない。
４　都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を
定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。
５　主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は
市町村基本計画の作成のために必要な助言その他の援助を行うよ
う努めなければならない。

　　第２章　配偶者暴力相談支援センター等
　（配偶者暴力相談支援センター）
第３条　都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適
切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターと
しての機能を果たすようにするものとする。
２　市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施
設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにす
るよう努めるものとする。
３　配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被
害者の保護のため、次に掲げる業務を行うものとする。
一　被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は
婦人相談員若しくは相談を行う機関を紹介すること。
二　被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的
な指導その他の必要な指導を行うこと。
三　被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害
者及びその同伴する家族。次号、第６号、第５条及び第８条の
３において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を
行うこと。
四　被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、
住宅の確保、援護等に関する制度の利用等について、情報の提供、
助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。
五　第４章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、
助言、関係機関への連絡その他の援助を行うこと。
六　被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、
助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。

４　前項第３号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労
働大臣が定める基準を満たす者に委託して行うものとする。
５　配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、
必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るた
めの活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。
　（婦人相談員による相談等）
第４条　婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うこと
ができる。
　（婦人保護施設における保護）
第５条　都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うこと
ができる。

　　第３章　被害者の保護
　（配偶者からの暴力の発見者による通報等）
第６条　配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体

66

参考資料



に対する暴力に限る。以下この章において同じ。）を受けている者
を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察
官に通報するよう努めなければならない。
２　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者か
らの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発
見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官
に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊
重するよう努めるものとする。
３　刑法（明治40年法律第45号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘
義務に関する法律の規定は、前２項の規定により通報することを
妨げるものと解釈してはならない。
４　医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者か
らの暴力によって負傷し又は疾病にかかったと認められる者を発
見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の
利用について、その有する情報を提供するよう努めなければなら
ない。
　（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）
第７条　配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相
談を受けた場合には、必要に応じ、被害者に対し、第３条第３項
の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ
いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧
奨するものとする。
　（警察官による被害の防止）
第８条　警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると
認めるときは、警察法（昭和29年法律第162号）、警察官職務執行
法（昭和23年法律第136号）その他の法令の定めるところにより、
暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害
の発生を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければな
らない。
　（警察本部長等の援助）
第８条の２　警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在
地を包括する方面を除く方面については、方面本部長。第15条第
３項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けて
いる者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための
援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、
当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規
則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の
教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために
必要な援助を行うものとする。
　（福祉事務所による自立支援）
第８条の３　社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定める福祉に関
する事務所（次条において「福祉事務所」という。）は、生活保護
法（昭和25年法律第144号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、
母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）その他の
法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要
な措置を講ずるよう努めなければならない。
　（被害者の保護のための関係機関の連携協力）
第９条　配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等
都道府県又は市町村の関係機関その他の関係機関は、被害者の保
護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に
連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
　（苦情の適切かつ迅速な処理）
第９条の２　前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執
行に関して被害者から苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速
にこれを処理するよう努めるものとする。

　　第４章　保護命令
　（保護命令）
第10条　被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対す
る脅迫（被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してす
る脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以
下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受
けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴
力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚
をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者
であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。第12条第１項
第２号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅迫
を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する
暴力（配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が

離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配
偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号にお
いて同じ。）により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそ
れが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命
又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配
偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後
に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ
ては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第３号及び第４
号並びに第18条第１項において同じ。）に対し、次の各号に掲げる
事項を命ずるものとする。ただし、第２号に掲げる事項については、
申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にす
る場合に限る。
一　命令の効力が生じた日から起算して６月間、被害者の住居（当
該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この号
において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまと
い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の
付近をはいかいしてはならないこと。
二　命令の効力が生じた日から起算して２月間、被害者と共に生
活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近
をはいかいしてはならないこと。

２　前項本文に規定する場合において、同項第１号の規定による命令
を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、そ
の生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配
偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令
の効力が生じた日から起算して６月を経過する日までの間、被害
者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないこと
を命ずるものとする。
一　面会を要求すること。
二　その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は
その知り得る状態に置くこと。
三　著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
四　電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、
連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若
しくは電子メールを送信すること。
五　緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの
間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電
子メールを送信すること。
六　汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させ
るような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七　その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置く
こと。
八　その性的羞しゆう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知
り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画そ
の他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

３　第１項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しな
い子（以下この項及び次項並びに第12条第１項第３号において単
に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の
子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情
があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面
会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認
めるときは、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又は
発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危
害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の
効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日か
ら起算して６月を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶
者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において
同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につき
まとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在す
る場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
ただし、当該子が15歳以上であるときは、その同意がある場合に
限る。
４　第１項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その
他被害者と社会生活において密接な関係を有する者（被害者と同
居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及
び次項並びに第12条第１項第４号において「親族等」という。）の
住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることそ
の他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者と
面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると
認めるときは、第１項第１号の規定による命令を発する裁判所又
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は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に
危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令
の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日
から起算して６月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当
該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項に
おいて同じ。）その他の場所において当該親族等の身辺につきまと
い、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所
の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。
５　前項の申立ては、当該親族等（被害者の15歳未満の子を除く。以
下この項において同じ。）の同意（当該親族等が15歳未満の者又は
成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）が
ある場合に限り、することができる。
　（管轄裁判所）
第11条　前条第１項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手
方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは
居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
２　前条第１項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を
管轄する地方裁判所にもすることができる。
一　申立人の住所又は居所の所在地
二　当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等
に対する脅迫が行われた地

　（保護命令の申立て）
第12条　第10条第１項から第４項までの規定による命令（以下「保
護命令」という。）の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で
しなければならない。
一　配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受
けた状況

二　配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命
等に対する脅迫を受けた後の配偶者から受ける身体に対する暴
力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きい
と認めるに足りる申立ての時における事情

三　第10条第３項の規定による命令の申立てをする場合にあって
は、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会するこ
とを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要
があると認めるに足りる申立ての時における事情

四　第10条第４項の規定による命令の申立てをする場合にあって
は、被害者が当該親族等に関して配偶者と面会することを余儀
なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると
認めるに足りる申立ての時における事情

五　配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前
各号に掲げる事項について相談し、又は援助若しくは保護を求
めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項

イ　当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官
署の名称

ロ　相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所
ハ　相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ　相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容
２　前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第５号イからニま
でに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、同項第１号
から第４号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した
書面で公証人法（明治41年法律第53号）第58条ノ２第１項の認証
を受けたものを添付しなければならない。
　（迅速な裁判）
第13条　裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速や
かに裁判をするものとする。
　（保護命令事件の審理の方法）
第14条　保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる
審尋の期日を経なければ、これを発することができない。ただし、
その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達すること
ができない事情があるときは、この限りでない。
２　申立書に第12条第１項第５号イからニまでに掲げる事項の記載
がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又
は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保
護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載
した書面の提出を求めるものとする。この場合において、当該配
偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速や
かに応ずるものとする。
３　裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談
支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若

しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定に
より書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることがで
きる。
　（保護命令の申立てについての決定等）
第15条　保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなけれ
ばならない。ただし、口頭弁論を経ないで決定をする場合には、理
由の要旨を示せば足りる。
２　保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した
口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力
を生ずる。
３　保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及び
その内容を申立人の住所又は居所を管轄する警視総監又は道府県
警察本部長に通知するものとする。
４　保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援セ
ンターの職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を求めた事実
があり、かつ、申立書に当該事実に係る第12条第１項第５号イか
らニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速
やかに、保護命令を発した旨及びその内容を、当該申立書に名称
が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が
記載された配偶者暴力相談支援センターが２以上ある場合にあっ
ては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若しくは保護を
求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知
するものとする。
５　保護命令は、執行力を有しない。
　（即時抗告）
第16条　保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告を
することができる。
２　前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。
３　即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となる
ことが明らかな事情があることにつき疎明があったときに限り、抗
告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生
ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事
件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ず
ることができる。
４　前項の規定により第10条第１項第１号の規定による命令の効力
の停止を命ずる場合において、同条第２項から第４項までの規定
による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力
の停止をも命じなければならない。
５　前２項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることがで
きない。
６　抗告裁判所が第10条第１項第１号の規定による命令を取り消す
場合において、同条第２項から第４項までの規定による命令が発
せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけ
ればならない。
７　前条第４項の規定による通知がされている保護命令について、第
３項若しくは第４項の規定によりその効力の停止を命じたとき又
は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速や
かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援
センターの長に通知するものとする。
８　前条第３項の規定は、第３項及び第４項の場合並びに抗告裁判所
が保護命令を取り消した場合について準用する。
　（保護命令の取消し）
第17条　保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした
者の申立てがあった場合には、当該保護命令を取り消さなければ
ならない。第10条第１項第１号又は第２項から第４項までの規定
による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日か
ら起算して３月を経過した後において、同条第１項第２号の規定
による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して２
週間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、
当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを
確認したときも、同様とする。
２　前条第６項の規定は、第10条第１項第１号の規定による命令を
発した裁判所が前項の規定により当該命令を取り消す場合につい
て準用する。
３　第15条第３項及び前条第７項の規定は、前２項の場合について
準用する。
　（第10条第１項第２号の規定による命令の再度の申立て）
第18条　第10条第１項第２号の規定による命令が発せられた後に当
該発せられた命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は

68

参考資料



生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による
命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生
活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責め
に帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が
生ずる日から起算して２月を経過する日までに当該住居からの転
居を完了することができないことその他の同号の規定による命令
を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当
該命令を発するものとする。ただし、当該命令を発することによ
り当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当
該命令を発しないことができる。
２　前項の申立てをする場合における第12条の規定の適用について
は、同条第１項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とある
のは「第１号、第２号及び第５号に掲げる事項並びに第18条第１
項本文の事情」と、同項第５号中「前各号に掲げる事項」とある
のは「第１号及び第２号に掲げる事項並びに第18条第１項本文の
事情」と、同条第２項中「同項第１号から第４号までに掲げる事項」
とあるのは「同項第１号及び第２号に掲げる事項並びに第18条第
１項本文の事情」とする。
　（事件の記録の閲覧等）
第19条　保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官
に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しく
は抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ
とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関
し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又
は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで
ない。
　（法務事務官による宣誓認証）
第20条　法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公
証人がいない場合又は公証人がその職務を行うことができない場
合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支
局に勤務する法務事務官に第12条第２項（第18条第２項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）の認証を行わせることがで
きる。
　（民事訴訟法の準用）
第21条　この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関す
る手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法（平成
８年法律第109号）の規定を準用する。
　（最高裁判所規則）
第22条　この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関
し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

　　第５章　雑則
　（職務関係者による配慮等）
第23条　配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職
務上関係のある者（次項において「職務関係者」という。）は、そ
の職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている
環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権
を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配
慮をしなければならない。
２　国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶
者からの暴力の特性等に関する理解を深めるために必要な研修及
び啓発を行うものとする。
　（教育及び啓発）
第24条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する
国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。
　（調査研究の推進等）
第25条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害
者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推
進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努める
ものとする。
　（民間の団体に対する援助）
第26条　国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助
を行うよう努めるものとする。
　（都道府県及び市の支弁）
第27条　都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければなら
ない。
一　第３条第３項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相

談所の運営に要する費用（次号に掲げる費用を除く。）
二　第３条第３項第３号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保
護（同条第４項に規定する厚生労働大臣が定める基準を満たす
者に委託して行う場合を含む。）に要する費用
三　第４条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が
行う業務に要する費用
四　第５条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福
祉法人その他適当と認める者に委託して行う場合を含む。）及び
これに伴い必要な事務に要する費用

２　市は、第４条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う
業務に要する費用を支弁しなければならない。
　（国の負担及び補助）
第28条　国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第１項
の規定により支弁した費用のうち、同項第１号及び第２号に掲げ
るものについては、その10分の５を負担するものとする。
２　国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五
以内を補助することができる。
一　都道府県が前条第１項の規定により支弁した費用のうち、同
項第３号及び第４号に掲げるもの
二　市が前条第２項の規定により支弁した費用

　　第５章の２　補則
　（この法律の準用）
第28条の２　第２条及び第１章の２から前章までの規定は、生活の
本拠を共にする交際（婚姻関係における共同生活に類する共同生
活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力
（当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係
にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当
該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き
続き受ける身体に対する暴力等を含む。）及び当該暴力を受けた者
について準用する。この場合において、これらの規定中「配偶者
からの暴力」とあるのは「第28条の２に規定する関係にある相手
からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
み替えるものとする。
第２条
被害者
　被害者（第28条の２に規定する関係にある相手からの暴力を受け
た者をいう。以下同じ。）
第６条第１項
配偶者又は配偶者であった者
　同条に規定する関係にある相手又は同条に規定する関係にある相手
であった者
第10条第１項から第４項まで、第11条第２項第２号、第12条第１項
第１号から第４号まで及び第18条第１項
配偶者
　第28条の２に規定する関係にある相手
第10条第１項
　離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合
　第28条の２に規定する関係を解消した場合

　　第６章　罰則
第29条　保護命令（前条において読み替えて準用する第10条第１項
から第４項までの規定によるものを含む。次条において同じ。）に
違反した者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第30条　第12条第１項（第18条第２項の規定により読み替えて適用
する場合を含む。）又は第28条の２において読み替えて準用する第
12条第１項（第28条の２において準用する第18条第２項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事
項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをし
た者は、10万円以下の過料に処する。

　　附　則　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施
行する。ただし、第２章、第６条（配偶者暴力相談支援センター
に係る部分に限る。）、第７条、第９条（配偶者暴力相談支援センター
に係る部分に限る。）、第27条及び第28条の規定は、平成14年４月
１日から施行する。
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　（経過措置）
第２条　平成14年３月31日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者
からの身体に対する暴力に関して相談し、又は援助若しくは保護
を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る
事件に関する第12条第１項第４号並びに第14条第２項及び第３項
の規定の適用については、これらの規定中「配偶者暴力相談支援
センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。

　（検討）
第３条　この法律の規定については、この法律の施行後３年を目途と
して、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結
果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
　　附　則　（平成16年６月２日法律第64号）
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施
行する。
　（経過措置）
第２条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（次項において「旧法」
という。）第10条の規定による命令の申立てに係る同条の規定によ
る命令に関する事件については、なお従前の例による。
２　旧法第10条第２号の規定による命令が発せられた後に当該命令
の申立ての理由となった身体に対する不法な攻撃であって生命又
は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律に
よる改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する
法律（以下「新法」という。）第10条第１項第２号の規定による命
令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があっ
た場合における新法第18条第１項の規定の適用については、同項
中「２月」とあるのは、「２週間」とする。

　（検討）
第３条　新法の規定については、この法律の施行後３年を目途として、
新法の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づい
て必要な措置が講ぜられるものとする。
　　附　則　（平成19年７月11日法律第113号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施
行する。
　（経過措置）
第２条　この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十条の規定による
命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件について
は、なお従前の例による。
　　附　則　（平成25年７月３日法律第72号）　抄
　（施行期日）
１　この法律は、公布の日から起算して６月を経過した日から施行す
る。
　　附　則　（平成26年４月23日法律第28号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成27年４月１日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　略
二　第２条並びに附則第３条、第７条から第10条まで、第12条及
び第15条から第18条までの規定　平成26年10月１日

○�雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律

（昭和47年７月１日）
（法律第113号）

最終改正：平成29年６月２日同　第45号
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　第３章　紛争の解決
　　第１節　紛争の解決の援助（第15条－第17条）
　　第２節　調停（第18条－第27条）
　第４章　雑則（第28条－第32条）
　第５章　罰則（第33条）
　附則

　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にの
つとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図
るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康
の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。
　（基本的理念）
第２条　この法律においては、労働者が性別により差別されることな
く、また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、充実した
職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念と
する。
２　事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念
に従つて、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなけれ
ばならない。
　（啓発活動）
第３条　国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、
特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨
げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものと
する。
　（男女雇用機会均等対策基本方針）
第４条　厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針（以下「男女雇
用機会均等対策基本方針」という。）を定めるものとする。

２　男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとす
る。
一　男性労働者及び女性労働者のそれぞれの職業生活の動向に関
する事項
二　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等につ
いて講じようとする施策の基本となるべき事項

３　男女雇用機会均等対策基本方針は、男性労働者及び女性労働者の
それぞれの労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められ
なければならない。
４　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当た
つては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府
県知事の意見を求めるものとする。
５　厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、
遅滞なく、その概要を公表するものとする。
６　前２項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について
準用する。

　　第２章　雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
　　第１節　性別を理由とする差別の禁止等
　（性別を理由とする差別の禁止）
第５条　事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかか
わりなく均等な機会を与えなければならない。
第６条　事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由と
して、差別的取扱いをしてはならない。
一　労働者の配置（業務の配分及び権限の付与を含む。）、昇進、降
格及び教育訓練
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二　住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつ
て厚生労働省令で定めるもの

三　労働者の職種及び雇用形態の変更
四　退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
　（性別以外の事由を要件とする措置）
第７条　事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関す
る措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、
措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して
実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚
生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務
の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要で
ある場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管
理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなけ
れば、これを講じてはならない。
　（女性労働者に係る措置に関する特例）
第８条　前３条の規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを
目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるも
のではない。
　（婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等）
第９条　事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したこと
を退職理由として予定する定めをしてはならない。
２　事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇しては
ならない。
３　事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこ
と、労働基準法（昭和22年法律第49号）第65条第１項の規定によ
る休業を請求し、又は同項若しくは同条第２項の規定による休業
をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働
省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはならない。
４　妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対
してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が
前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したとき
は、この限りでない。
　（指針）
第10条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで及び前条第１項か
ら第３項までの規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処す
るために必要な指針（次項において「指針」という。）を定めるも
のとする。
２　第４条第４項及び第５項の規定は指針の策定及び変更について準
用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都道府県
知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
　　第２節　事業主の講ずべき措置
　（平18法82・追加）
　 （職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措
置）
第11条　事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその
雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不
利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が
害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に
対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置
を講じなければならない。
２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関
して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項に
おいて「指針」という。）を定めるものとする。

３　第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について
準用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都道府
県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものと
する。
　 （職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する
雇用管理上の措置）
第11条の２　事業主は、職場において行われるその雇用する女性労
働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労
働基準法第65条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若し
くは同条第２項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出
産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動
により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当
該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関
して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項に
おいて「指針」という。）を定めるものとする。

３　第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について
準用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都道府
県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものと
する。
　（妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置）
第12条　事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用
する女性労働者が母子保健法（昭和40年法律第141号）の規定によ
る保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保するこ
とができるようにしなければならない。
第13条　事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は
健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤
務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
２　厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関
して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項に
おいて「指針」という。）を定めるものとする。

３　第４条第４項及び第５項の規定は、指針の策定及び変更について
準用する。この場合において、同条第４項中「聴くほか、都道府県
知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
　　第３節　事業主に対する国の援助
第14条　国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確
保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女
の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善する
ことを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場
合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一　その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二　前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及
び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必
要となる措置に関する計画の作成
三　前号の計画で定める措置の実施
四　前３号の措置を実施するために必要な体制の整備
五　前各号の措置の実施状況の開示

　　第３章　紛争の解決
　　第１節　紛争の解決の援助
　（苦情の自主的解決）
第15条　事業主は、第６条、第７条、第９条、第12条及び第13条第
１項に定める事項（労働者の募集及び採用に係るものを除く。）に
関し、労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関（事
業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員
とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。）
に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るよう
に努めなければならない。
　（紛争の解決の促進に関する特例）
第16条　第５条から第７条まで、第９条、第11条第１項、第11条の
２第１項、第12条及び第13条第１項に定める事項についての労働
者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の
促進に関する法律（平成13年法律第112号）第４条、第５条及び第
12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第27条までに定
めるところによる。
　（紛争の解決の援助）
第17条　都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛
争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた
場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告
をすることができる。
２　事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該
労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
　　第２節　調停
　（調停の委任）
第18条　都道府県労働局長は、第16条に規定する紛争（労働者の募
集及び採用についての紛争を除く。）について、当該紛争の当事者
（以下「関係当事者」という。）の双方又は一方から調停の申請があ
つた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めると
きは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第６条第１項
の紛争調整委員会（以下「委員会」という。）に調停を行わせるも
のとする。
２　前条第２項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準
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用する。
　（調停）
第19条　前条第１項の規定に基づく調停（以下この節において「調停」
という。）は、３人の調停委員が行う。
２　調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名す
る。
第20条　委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当
事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
２　委員会は、第11条第１項及び第11条の２第１項に定める事項に
ついての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要が
あると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係
当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動又は同項
に規定する言動を行つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴
くことができる。
第21条　委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると
認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域
内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代
表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を
聴くものとする。
第22条　委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を
勧告することができる。
第23条　委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込
みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
２　委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を
関係当事者に通知しなければならない。
　（時効の中断）
第24条　前条第１項の規定により調停が打ち切られた場合において、
当該調停の申請をした者が同条第２項の通知を受けた日から30日
以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時
効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたも
のとみなす。
　（訴訟手続の中止）
第25条　第18条第１項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるも
のについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各
号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申
立てがあるときは、受訴裁判所は、４月以内の期間を定めて訴訟
手続を中止する旨の決定をすることができる。
一　当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されて
いること。

二　前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当
該紛争の解決を図る旨の合意があること。

２　受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
３　第１項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第１項の決
定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
　（資料提供の要求等）
第26条　委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために
必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その
他必要な協力を求めることができる。
　（厚生労働省令への委任）
第27条　この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項
は、厚生労働省令で定める。

　　第４章　雑則
　（調査等）
第28条　厚生労働大臣は、男性労働者及び女性労働者のそれぞれの
職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
２　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対
し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
３　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要
な調査報告を求めることができる。
　（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第29条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認め
るときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しく
は勧告をすることができる。
２　前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
　（公表）
第30条　厚生労働大臣は、第５条から第７条まで、第９条第１項か
ら第３項まで、第11条第１項、第11条の２第１項、第12条及び第

13条第１項の規定に違反している事業主に対し、前条第１項の規
定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに
従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
　（船員に関する特例）
第31条　船員職業安定法（昭和23年法律第130号）第６条第１項に規
定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、
第４条第１項並びに同条第４項及び第５項（同条第６項、第10条
第２項、第11条第３項、第11条の２第３項及び第13条第３項にお
いて準用する場合を含む。）、第10条第１項、第11条第２項、第11
条の２第２項、第13条第２項並びに前３条中「厚生労働大臣」と
あるのは「国土交通大臣」と、第４条第４項（同条第６項、第10
条第２項、第11条第３項、第11条の２第３項及び第13条第３項に
おいて準用する場合を含む。）中「労働政策審議会」とあるのは「交
通政策審議会」と、第６条第２号、第７条、第９条第３項、第11
条の２第１項、第12条及び第29条第２項中「厚生労働省令」とあ
るのは「国土交通省令」と、第９条第３項中「労働基準法（昭和
22年法律第49号）第65条第１項の規定による休業を請求し、又は
同項若しくは同条第２項の規定による休業をしたこと」とあるの
は「船員法（昭和22年法律第100号）第87条第１項又は第２項の規
定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第11条の２第１項中「労
働基準法第65条第１項の規定による休業を請求し、又は同項若し
くは同条第２項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員
法第87条第１項又は第２項の規定によつて作業に従事しなかつた
こと」と、第17条第１項、第18条第１項及び第29条第２項中「都
道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長（運輸監理部長を含
む。）」と、第18条第１項中「第６条第１項の紛争調整委員会（以
下「委員会」という。）」とあるのは「第21条第３項のあつせん員
候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とす
る。
２　前項の規定により読み替えられた第18条第１項の規定により指
名を受けて調停員が行う調停については、第19条から第27条まで
の規定は、適用しない。
３　前項の調停の事務は、３人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
４　調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁錮こ以上の刑に処
せられたときは、その地位を失う。
５　第20条から第27条までの規定は、第２項の調停について準用す
る。この場合において、第20条から第23条まで及び第26条中「委
員会は」とあるのは「調停員は」と、第21条中「当該委員会が置
かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方
運輸局長（運輸監理部長を含む。）が置かれる地方運輸局（運輸監
理部を含む。）」と、第26条中「当該委員会に係属している」とあ
るのは「当該調停員が取り扱つている」と、第27条中「この節」
とあるのは「第31条第３項から第５項まで」と、「調停」とあるの
は「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通
省令」と読み替えるものとする。

　（適用除外）
第32条　第２章第１節及び第３節、前章、第29条並びに第30条の規
定は、国家公務員及び地方公務員に、第２章第２節の規定は、一
般職の国家公務員（行政執行法人の労働関係に関する法律（昭和
23年法律第257号）第２条第２号の職員を除く。）、裁判所職員臨時
措置法（昭和26年法律第299号）の適用を受ける裁判所職員、国会
職員法（昭和22年法律第85号）の適用を受ける国会職員及び自衛
隊法（昭和29年法律第165号）第２条第５項に規定する隊員に関し
ては適用しない。

　　第５章　罰則
第33条　第29条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告を
した者は、20万円以下の過料に処する。

　　附　則　抄
　（施行期日）
１　この法律は、公布の日から施行する。
　　附　則　（昭和58年12月２日法律第78号）
１　この法律（第１条を除く。）は、昭和59年７月１日から施行する。
２　この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれてい
る機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの
法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令（以下「関係政令」
という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる
経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に
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関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
　　附　則　（昭和60年６月１日法律第45号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、昭和61年４月１日から施行する。
　（その他の経過措置の政令への委任）
第19条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必
要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
　（検討）
第20条　政府は、この法律の施行後適当な時期において、第１条の
規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待
遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第２条の規
定による改正後の労働基準法第６章の２の規定の施行状況を勘案
し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検
討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
　　附　則　（平成３年５月15日法律第76号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成４年４月１日から施行する。
　　附　則　（平成７年６月９日法律第107号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成７年10月１日から施行する。
　 （雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働
者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置）
第９条　この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家につい
ては、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第
30条及び第31条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を
有する。
編注（効力持続分については、末尾に登載した「改正前の雇用の分野
における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」参照）
２　この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、厚
生労働省令で定めるところにより、当該働く婦人の家を設置して
いる地方公共団体が当該働く婦人の家を第２条の規定による改正
後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律第34条に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい
旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認
した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同
条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。
　　附　則　（平成９年６月18日法律第92号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成11年４月１日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第１条（次号に掲げる改正規定を除く。）、第３条（次号に掲
げる改正規定を除く。）、第５条、第６条、第７条（次号に掲げ
る改正規定を除く。）並びに附則第３条、第６条、第７条、第10
条及び第14条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定　公布の
日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

　（平成９年政令第292号で平成９年10月１日から施行）
二　第１条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確
保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出し
の改正規定、同条の改正規定（「事業主は」の下に「、労働省令
で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮
をするように努めなければならない」を「できるようにしなけ
ればならない」に改める部分に限る。）、同法第27条の改正規定
（「講ずるように努めなければならない」を「講じなければなら
ない」に改める部分及び同条に２項を加える部分に限る。）、同
法第34条の改正規定（「及び第12条第２項」を「、第12条第２項
及び第27条第３項」に改める部分、「第12条第１項」の下に「、
第27条第２項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、
第26条及び」に改める部分に限る。）及び同法第35条の改正規定、
第３条中労働基準法第65条第１項の改正規定（「10週間」を「14
週間」に改める部分に限る。）、第７条中労働省設置法第５条第
41号の改正規定（「が講ずるように努めるべき措置についての」
を「に対する」に改める部分に限る。）並びに附則第５条、第12
条及び第13条の規定並びに附則第14条中運輸省設置法（昭和24
年法律第157号）第４条第１項第24号の２の３の改正規定（「講
ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置
についての指針等」に改める部分に限る。）　平成10年４月１日

　　附　則　（平成11年７月16日法律第87号）　抄
　（施行期日）

第１条　この法律は、平成12年４月１日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第１条中地方自治法第250条の次に５条、節名並びに２款及び
款名を加える改正規定（同法第250条の９第１項に係る部分（両
議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第40条中
自然公園法附則第９項及び第10項の改正規定（同法附則第10項
に係る部分に限る。）、第244条の規定（農業改良助長法第14条の
３の改正規定に係る部分を除く。）並びに第472条の規定（市町
村の合併の特例に関する法律第６条、第８条及び第17条の改正
規定に係る部分を除く。）並びに附則第７条、第10条、第12条、
第59条ただし書、第60条第４項及び第５項、第73条、第77条、
第157条第４項から第６項まで、第160条、第163条、第164条並
びに第202条の規定　公布の日

　（国等の事務）
第159条　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するものの
ほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又
はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共
団体その他公共団体の事務（附則第161条において「国等の事務」
という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれ
に基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもの
とする。
　（処分、申請等に関する経過措置）
第160条　この法律（附則第１条各号に掲げる規定については、当該
各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。）の施行前に
改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他
の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの
法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされて
いる許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の
行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に
係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第２
条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づ
く命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、こ
の法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用に
ついては、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分
等の行為又は申請等の行為とみなす。
２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は
地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしな
ければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされ
ていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段
の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相
当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届
出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手
続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律の規定を適用する。
　（不服申立てに関する経過措置）
第161条　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処
分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行
日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条におい
て「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不
服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き
続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を
適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなさ
れる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政
庁とする。
２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共
団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定によ
り処理することとされる事務は、新地方自治法第２条第９項第一
号に規定する第一号法定受託事務とする。
　（その他の経過措置の政令への委任）
第164条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必
要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
　（検討）
第250条　新地方自治法第２条第９項第１号に規定する第１号法定受
託事務については、できる限り新たに設けることのないようにす
るとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治
法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点
から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的
に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方
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税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつ
つ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
　　附　則　（平成11年７月16日法律第104号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成11年法律
第88号）の施行の日から施行する。
　（施行の日＝平成13年１月６日）

　　○中央省庁等改革関係法施行法（平成11法律160）抄
　（処分、申請等に関する経過措置）
第1301条　中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」
と総称する。）の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした
免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行
為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行
後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当
の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又
は通知その他の行為とみなす。
２　改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に
対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定め
があるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施
行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされ
た申請、届出その他の行為とみなす。
３　改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し
報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされてい
る事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていない
ものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係
法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規
定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続
をしなければならないとされた事項についてその手続がされてい
ないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用
する。
　（政令への委任）
第1344条　第71条から第76条まで及び第1301条から前条まで並びに
中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行
に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令
で定める。

　　附　則　（平成11年12月22日法律第160号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成13年１月６
日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に
定める日から施行する。
一　第955条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する
法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、
第1305条、第1306条、第1324条第２項、第1326条第２項及び第
1344条の規定　公布の日

　　附　則　（平成13年７月11日法律第112号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成13年10月１日から施行する。
　　附　則　（平成13年11月16日法律第118号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。
　　附　則　（平成14年５月31日法律第54号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成14年７月１日から施行する。
　（経過措置）
第28条　この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法
律若しくはこれに基づく命令（以下「旧法令」という。）の規定に
より海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務
所の長（以下「海運監理部長等」という。）がした許可、認可その
他の処分又は契約その他の行為（以下「処分等」という。）は、国
土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれ
ぞれの法律若しくはこれに基づく命令（以下「新法令」という。）
の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運
輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長（以下「運輸監理部長等」
という。）がした処分等とみなす。
第29条　この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に
対してした申請、届出その他の行為（以下「申請等」という。）は、
国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の

運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
　　附　則　（平成14年７月31日法律第98号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公社法の施行の日から施行する。
　（施行の日＝平成15年４月１日）
　　附　則　（平成18年６月21日法律第82号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成19年４月１日から施行する。
　（紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置）
第２条　この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関
する法律（平成13年法律第112号）第６条第１項の紛争調整委員会
（以下「委員会」という。）に係属している同法第５条第１項のあっ
せんに係る紛争については、第１条の規定による改正後の雇用の
分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（以
下「新法」という。）第16条の規定にかかわらず、なお従前の例に
よる。
　（時効の中断に関する経過措置）
第３条　この法律の施行の際現に委員会に係属している第１条の規定
による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保等に関する法律第14条第１項の調停に関し当該調停の目的と
なっている請求についての新法第24条の規定の適用に関しては、
この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。
　（罰則に関する経過措置）
第４条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用について
は、なお従前の例による。
　（検討）
第５条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新
法及び第２条の規定による改正後の労働基準法第64条の二の規定
の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規
定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる
ものとする。
　　附　則　（平成20年５月２日法律第26号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成20年10月１日から施行する。
　（処分等に関する経過措置）
第２条　この法律による改正前の法律（これに基づく命令を含む。以
下この条において「旧法令」という。）の規定により次の表の中欄
に掲げる従前の国の機関（以下この条において「旧機関」という。）
がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法
律の施行後は、政令で定めるところにより、この法律による改正
後の法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」
という。）の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等
の機関（以下この条において「新機関」という。）がした認可、指
定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一 国土交通大臣（第１条の規定による改正
前の国土交通省設置法（以下「旧設置法」
という。）第４条第21号から第23号まで
に掲げる事務に係る場合に限る。）

観光庁長官

二 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
三 海難審判庁 海難審判所
四 船員中央労働委員会（旧設置法第４条第
96号に掲げる事務に係る場合に限る。）

中央労働委員会

五 船員中央労働委員会（旧設置法第４条第
97号及び第98号に掲げる事務に係る場合
に限る。）

交通政策審議会

六 船員地方労働委員会（旧設置法第４条第
96号に掲げる事務に係る場合に限る。）

中央労働委員会又は
都道府県労働委員会

七 船員地方労働委員会（旧設置法第４条第
97号及び第98号に掲げる事務のうち個別
労働関係紛争の解決の促進に関する法律
及び雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律に係る
事務に係る場合に限る。）

地方運輸局長（運輸
監理部長を含む。）

八 船員地方労働委員会（旧設置法第４条第
97号及び第98号に掲げる事務に係る場合
（七の項に掲げる場合を除く。）に限る。）

地方運輸局に置かれ
る政令で定める審議
会

九 地方運輸局長（運輸監理部長を含む。）（旧
設置法第４条第96号に掲げる事務に係る
場合に限る。）

厚生労働大臣又は都
道府県知事

２　旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立
てその他の行為は、附則第４条の規定によりなお従前の例による
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こととされるものを除き、この法律の施行後は、政令で定めると
ころにより、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされ
た申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
３　旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなけれ
ばならないとされている事項で、この法律の施行の日前にその手
続がされていないものについては、この法律の施行後は、政令で
定めるところにより、これを、新法令の相当規定により新機関に
対してその手続をしなければならないとされた事項について、そ
の手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
　（罰則に関する経過措置）
第６条　この法律の施行前にした行為及び前条第４項の規定によりな
お従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に
した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
　（政令への委任）
第７条　附則第２条から前条までに定めるもののほか、この法律の施
行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
　（検討）
第９条　政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、こ
の法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認
めるときは、運輸の安全の一層の確保を図る等の観点から運輸安
全委員会の機能の拡充等について検討を加え、その結果に基づい
て必要な措置を講ずるものとする。
附　則　（平成24年６月27日法律第42号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成25年４月１日から施行する。
附　則　（平成26年６月13日法律第67号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平
成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日か
ら施行する。
　（施行の日＝平成27年４月１日）
　（罰則に関する経過措置）
第29条　この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりな
おその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後
にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　（平成28年３月31日法律第17号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成29年１月１日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第７条の規定並びに附則第13条、第32条及び第33条の規定　
公布の日

　 （雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律等の紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置）
第11条　この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に
関する法律（平成13年法律第112号）第６条第１項の紛争調整委員
会又は同法第21条第１項の規定により読み替えて適用する同法第
５条第１項の規定により指名するあっせん員に係属している同項
のあっせんに係る紛争については、第５条の規定による改正後の
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する
法律第16条及び第８条の規定による改正後の育児休業、介護休業
等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の３
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
　（罰則に関する経過措置）
第13条　附則第１条第１号に掲げる規定の施行前にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
　（検討）
第14条　政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、第
５条、第６条及び第８条の規定による改正後の規定の施行の状況
について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。
　（その他の経過措置の政令への委任）
第33条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必
要な経過措置は、政令で定める。
　（以下略）

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律
（平成27年９月４日）

（法律第64号）
最終改正：平成29年３月31日法律第14号

目次
　第１章　総則（第１条－第４条）
　第２章　基本方針等（第５条・第６条）
　第３章　事業主行動計画等
　　第１節　事業主行動計画策定指針（第７条）
　　第２節　一般事業主行動計画（第８条－第14条）
　　第３節　特定事業主行動計画（第15条）
　　第４節　女性の職業選択に資する情報の公表（第16条・第17条）
　第４章　 女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

（第18条－第25条）
　第５章　雑則（第26条－第28条）
　第６章　罰則（第29条－第34条）
　附則

　　第１章　総則
　（目的）
第１条　この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又
は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活
において活躍すること（以下「女性の職業生活における活躍」と
いう。）が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基
本法（平成11年法律第78号）の基本理念にのっとり、女性の職業
生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、
地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方
針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を
推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職
業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人
権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多
様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社
会を実現することを目的とする。
　（基本原則）
第２条　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活
躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業
生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、
職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的
な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担
等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に
対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮でき
るようにすることを旨として、行われなければならない。
２　女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結
婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によ
りやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する
事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男
女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護そ
の他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を
円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境
の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的
な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。
３　女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生
活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきもの
であることに留意されなければならない。
　（国及び地方公共団体の責務）
第３条　国及び地方公共団体は、前条に定める女性の職業生活におけ
る活躍の推進についての基本原則（次条及び第５条第１項におい
て「基本原則」という。）にのっとり、女性の職業生活における活
躍の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなけれ
ばならない。
　（事業主の責務）
第４条　事業主は、基本原則にのっとり、その雇用し、又は雇用しよ
うとする女性労働者に対する職業生活に関する機会の積極的な提
供、雇用する労働者の職業生活と家庭生活との両立に資する雇用
環境の整備その他の女性の職業生活における活躍の推進に関する
取組を自ら実施するよう努めるとともに、国又は地方公共団体が
実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に協力
しなければならない。
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　　第２章　基本方針等
　（基本方針）
第５条　政府は、基本原則にのっとり、女性の職業生活における活躍
の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、女性の
職業生活における活躍の推進に関する基本方針（以下「基本方針」
という。）を定めなければならない。
２　基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一　女性の職業生活における活躍の推進に関する基本的な方向
二　事業主が実施すべき女性の職業生活における活躍の推進に関
する取組に関する基本的な事項

三　女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関する次
に掲げる事項

イ　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置に関
する事項

ロ　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備
に関する事項

ハ　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する施策に関
する重要事項

四　前３号に掲げるもののほか、女性の職業生活における活躍を
推進するために必要な事項

３　内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなけ
ればならない。
４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、
遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
５　前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。
　（都道府県推進計画等）
第６条　都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の区域内に
おける女性の職業生活における活躍の推進に関する施策について
の計画（以下この条において「都道府県推進計画」という。）を定
めるよう努めるものとする。
２　市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定められているときは、
基本方針及び都道府県推進計画）を勘案して、当該市町村の区域
内における女性の職業生活における活躍の推進に関する施策につ
いての計画（次項において「市町村推進計画」という。）を定める
よう努めるものとする。
３　都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又は市町村推進計画を
定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな
らない。

　　第３章　事業主行動計画等
　　第１節　事業主行動計画策定指針
第７条　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主が女性
の職業生活における活躍の推進に関する取組を総合的かつ効果的
に実施することができるよう、基本方針に即して、次条第１項に
規定する一般事業主行動計画及び第15条第１項に規定する特定事
業主行動計画（次項において「事業主行動計画」と総称する。）の
策定に関する指針（以下「事業主行動計画策定指針」という。）を
定めなければならない。
２　事業主行動計画策定指針においては、次に掲げる事項につき、事
業主行動計画の指針となるべきものを定めるものとする。
一　事業主行動計画の策定に関する基本的な事項
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関
する事項

三　その他女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に関
する重要事項

３　内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、事業主行動計画策
定指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しな
ければならない。
　　第２節　一般事業主行動計画
　（一般事業主行動計画の策定等）
第８条　国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」とい
う。）であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、
事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画（一般事
業主が実施する女性の職業生活における活躍の推進に関する取組
に関する計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働省令で定める
ところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを
変更したときも、同様とする。
２　一般事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものと

する。
一　計画期間
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施によ
り達成しようとする目標
三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の内容及びその実施時期

３　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又
は変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、
採用した労働者に占める女性労働者の割合、男女の継続勤務年数
の差異、労働時間の状況、管理的地位にある労働者に占める女性
労働者の割合その他のその事業における女性の職業生活における
活躍に関する状況を把握し、女性の職業生活における活躍を推進
するために改善すべき事情について分析した上で、その結果を勘
案して、これを定めなければならない。この場合において、前項
第二号の目標については、採用する労働者に占める女性労働者の
割合、男女の継続勤務年数の差異の縮小の割合、労働時間、管理
的地位にある労働者に占める女性労働者の割合その他の数値を用
いて定量的に定めなければならない。
４　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又
は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを
労働者に周知させるための措置を講じなければならない。
５　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画を定め、又
は変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを
公表しなければならない。
６　第１項に規定する一般事業主は、一般事業主行動計画に基づく取
組を実施するとともに、一般事業主行動計画に定められた目標を
達成するよう努めなければならない。
７　一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のも
のは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を
定め、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け
出るよう努めなければならない。これを変更したときも、同様と
する。
８　第３項の規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画
を定め、又は変更しようとする場合について、第４項から第６項
までの規定は前項に規定する一般事業主が一般事業主行動計画を
定め、又は変更した場合について、それぞれ準用する。
　（基準に適合する一般事業主の認定）
第９条　厚生労働大臣は、前条第１項又は第７項の規定による届出を
した一般事業主からの申請に基づき、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、当該事業主について、女性の職業生活における活躍の
推進に関する取組に関し、当該取組の実施の状況が優良なもので
あることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものであ
る旨の認定を行うことができる。
　（認定一般事業主の表示等）
第10条　前条の認定を受けた一般事業主（次条及び第20条第１項に
おいて「認定一般事業主」という。）は、商品、役務の提供の用に
供する物、商品又は役務の広告又は取引に用いる書類若しくは通
信その他の厚生労働省令で定めるもの（次項において「商品等」と
いう。）に厚生労働大臣の定める表示を付することができる。
２　何人も、前項の規定による場合を除くほか、商品等に同項の表示
又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
　（認定の取消し）
第11条　厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに
該当するときは、第９条の認定を取り消すことができる。
一　第９条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
二　この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三　不正の手段により第９条の認定を受けたとき。
　（委託募集の特例等）
第12条　承認中小事業主団体の構成員である中小事業主（一般事業
主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。
以下この項及び次項において同じ。）が、当該承認中小事業主団体
をして女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施に
関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該
承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業
安定法（昭和22年法律第141号）第36条第１項及び第３項の規定は、
当該構成員である中小事業主については、適用しない。
２　この条及び次条において「承認中小事業主団体」とは、事業協同
組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合
若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般

76

参考資料



社団法人で中小事業主を直接又は間接の構成員とするもの（厚生
労働省令で定める要件に該当するものに限る。）のうち、その構成
員である中小事業主に対して女性の職業生活における活躍の推進
に関する取組を実施するための人材確保に関する相談及び援助を
行うものであって、その申請に基づいて、厚生労働大臣が、当該
相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適
合する旨の承認を行ったものをいう。
３　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項に規定する基準に適
合しなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことがで
きる。
４　承認中小事業主団体は、第１項に規定する募集に従事しようとす
るときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集
人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省
令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
５　職業安定法第37条第２項の規定は前項の規定による届出があっ
た場合について、同法第５条の３第１項及び第３項、第５条の４、
第39条、第41条第２項、第48条の３、第48条の４、第50条第１項
及び第２項並びに第51条の２の規定は前項の規定による届出をし
て労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項
の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬
の供与について、同法第50条第３項及び第４項の規定はこの項に
おいて準用する同条第２項に規定する職権を行う場合について、そ
れぞれ準用する。この場合において、同法第37条第２項中「労働
者の募集を行おうとする者」とあるのは「女性の職業生活におけ
る活躍の推進に関する法律第12条第４項の規定による届出をして
労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第２項中「当
該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」
と読み替えるものとする。
６　職業安定法第36条第２項及び第42条の２の規定の適用について
は、同法第36条第２項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者
をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の
者に与えようとする」と、同法第42条の２中「第39条に規定する
募集受託者」とあるのは「女性の職業生活における活躍の推進に
関する法律（平成27年法律第64号）第12条第４項の規定による届
出をして労働者の募集に従事する者」とする。
７　厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、第２項の相談及び
援助の実施状況について報告を求めることができる。
第13条　公共職業安定所は、前条第４項の規定による届出をして労
働者の募集に従事する承認中小事業主団体に対して、雇用情報及
び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき
当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集
の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
　（一般事業主に対する国の援助）
第14条　国は、第８条第１項若しくは第７項の規定により一般事業
主行動計画を策定しようとする一般事業主又はこれらの規定によ
る届出をした一般事業主に対して、一般事業主行動計画の策定、労
働者への周知若しくは公表又は一般事業主行動計画に基づく措置
が円滑に実施されるように相談その他の援助の実施に努めるもの
とする。
　　第３節　特定事業主行動計画
第15条　国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員
で政令で定めるもの（以下「特定事業主」という。）は、政令で定
めるところにより、事業主行動計画策定指針に即して、特定事業
主行動計画（特定事業主が実施する女性の職業生活における活躍
の推進に関する取組に関する計画をいう。以下この条において同
じ。）を定めなければならない。
２　特定事業主行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものと
する。
一　計画期間
二　女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の実施によ
り達成しようとする目標

三　実施しようとする女性の職業生活における活躍の推進に関す
る取組の内容及びその実施時期

３　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更しようとす
るときは、内閣府令で定めるところにより、採用した職員に占め
る女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、勤務時間の状況、
管理的地位にある職員に占める女性職員の割合その他のその事務
及び事業における女性の職業生活における活躍に関する状況を把
握し、女性の職業生活における活躍を推進するために改善すべき

事情について分析した上で、その結果を勘案して、これを定めな
ければならない。この場合において、前項第２号の目標については、
採用する職員に占める女性職員の割合、男女の継続勤務年数の差
異の縮小の割合、勤務時間、管理的地位にある職員に占める女性
職員の割合その他の数値を用いて定量的に定めなければならない。
４　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを職員に周知させるための措置を講じなければな
らない。
５　特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。
６　特定事業主は、毎年少なくとも１回、特定事業主行動計画に基づ
く取組の実施の状況を公表しなければならない。
７　特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく取組を実施するとと
もに、特定事業主行動計画に定められた目標を達成するよう努め
なければならない。
　　第４節　女性の職業選択に資する情報の公表
　（一般事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第16条　第８条第１項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定
めるところにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職
業選択に資するよう、その事業における女性の職業生活における
活躍に関する情報を定期的に公表しなければならない。
２　第８条第７項に規定する一般事業主は、厚生労働省令で定めると
ころにより、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択
に資するよう、その事業における女性の職業生活における活躍に
関する情報を定期的に公表するよう努めなければならない。
　（特定事業主による女性の職業選択に資する情報の公表）
第17条　特定事業主は、内閣府令で定めるところにより、職業生活
を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事
務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を
定期的に公表しなければならない。

　　第４章　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置
　（職業指導等の措置等）
第18条　国は、女性の職業生活における活躍を推進するため、職業
指導、職業紹介、職業訓練、創業の支援その他の必要な措置を講
ずるよう努めるものとする。
２　地方公共団体は、女性の職業生活における活躍を推進するため、
前項の措置と相まって、職業生活を営み、又は営もうとする女性
及びその家族その他の関係者からの相談に応じ、関係機関の紹介
その他の情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるよう努め
るものとする。
３　地方公共団体は、前項に規定する業務に係る事務の一部を、その
事務を適切に実施することができるものとして内閣府令で定める
基準に適合する者に委託することができる。
４　前項の規定による委託に係る事務に従事する者又は当該事務に従
事していた者は、正当な理由なく、当該事務に関して知り得た秘
密を漏らしてはならない。
　（財政上の措置等）
第19条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する地方公
共団体の施策を支援するために必要な財政上の措置その他の措置
を講ずるよう努めるものとする。
　（国等からの受注機会の増大）
第20条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に資するため、国
及び公庫等（沖縄振興開発金融公庫その他の特別の法律によって
設立された法人であって政令で定めるものをいう。）の役務又は物
件の調達に関し、予算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業
主その他の女性の職業生活における活躍に関する状況又は女性の
職業生活における活躍の推進に関する取組の実施の状況が優良な
一般事業主（次項において「認定一般事業主等」という。）の受注
の機会の増大その他の必要な施策を実施するものとする。
２　地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一般事業主等の受注の
機会の増大その他の必要な施策を実施するように努めるものとす
る。
　（啓発活動）
第21条　国及び地方公共団体は、女性の職業生活における活躍の推
進について、国民の関心と理解を深め、かつ、その協力を得ると
ともに、必要な啓発活動を行うものとする。
　（情報の収集、整理及び提供）
第22条　国は、女性の職業生活における活躍の推進に関する取組に資
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するよう、国内外における女性の職業生活における活躍の状況及び
当該取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
　（協議会）
第23条　当該地方公共団体の区域において女性の職業生活における
活躍の推進に関する事務及び事業を行う国及び地方公共団体の機
関（以下この条において「関係機関」という。）は、第18条第１項
の規定により国が講ずる措置及び同条第２項の規定により地方公
共団体が講ずる措置に係る事例その他の女性の職業生活における
活躍の推進に有用な情報を活用することにより、当該区域におい
て女性の職業生活における活躍の推進に関する取組が効果的かつ
円滑に実施されるようにするため、関係機関により構成される協
議会（以下「協議会」という。）を組織することができる。
２　協議会を組織する関係機関は、当該地方公共団体の区域内におい
て第18条第３項の規定による事務の委託がされている場合には、
当該委託を受けた者を協議会の構成員として加えるものとする。
３　協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、協議
会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一　一般事業主の団体又はその連合団体
二　学識経験者
三　その他当該関係機関が必要と認める者
４　協議会は、関係機関及び前２項の構成員（以下この項において「関
係機関等」という。）が相互の連絡を図ることにより、女性の職業
生活における活躍の推進に有用な情報を共有し、関係機関等の連
携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた女性の職業生活
における活躍の推進に関する取組について協議を行うものとする。
５　協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定
めるところにより、その旨を公表しなければならない。
　（秘密保持義務）
第24条　協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事してい
た者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を
漏らしてはならない。
　（協議会の定める事項）
第25条　前２条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し
必要な事項は、協議会が定める。

　　第５章　雑則
　（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）
第26条　厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認め
るときは、第８条第１項に規定する一般事業主に対して、報告を
求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
　（権限の委任）
第27条　第８条から第12条まで及び前条に規定する厚生労働大臣の
権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府
県労働局長に委任することができる。
　（政令への委任）
第28条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要
な事項は、政令で定める。

　　第６章　罰則
第29条　第12条第５項において準用する職業安定法第41条第２項の
規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事し
た者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第30条　次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は
50万円以下の罰金に処する。
一　第18条第４項の規定に違反した者
二　第24条の規定に違反した者
第31条　次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は
30万円以下の罰金に処する。
一　第12条第４項の規定による届出をしないで、労働者の募集に
従事した者

二　第12条第５項において準用する職業安定法第37条第２項の規
定による指示に従わなかった者

三　第12条第５項において準用する職業安定法第39条又は第40条
の規定に違反した者

第32条　次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に
処する。
一　第10条第２項の規定に違反した者
二　第12条第５項において準用する職業安定法第50条第１項の規
定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三　第12条第５項において準用する職業安定法第50条第２項の規
定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第33条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他
の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第29条、第31条又は
前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又
は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第34条　第26条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
は、20万円以下の過料に処する。

　　附　則　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第３章（第７
条を除く。）、第５章（第28条を除く。）及び第６章（第30条を除く。）
の規定並びに附則第５条の規定は、平成28年４月１日から施行する。
　（この法律の失効）
第２条　この法律は、平成38年３月31日限り、その効力を失う。
２　第18条第３項の規定による委託に係る事務に従事していた者の
当該事務に関して知り得た秘密については、同条第４項の規定（同
項に係る罰則を含む。）は、前項の規定にかかわらず、同項に規定
する日後も、なおその効力を有する。
３　協議会の事務に従事していた者の当該事務に関して知り得た秘密
については、第24条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第１項
の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有
する。
４　この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、こ
の法律は、第１項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、な
おその効力を有する。
　（政令への委任）
第３条　前条第２項から第４項までに規定するもののほか、この法律
の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
　（検討）
第４条　政府は、この法律の施行後３年を経過した場合において、こ
の法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この
法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置
を講ずるものとする。
　　附　則　（平成29年３月31日法律第14号）　抄
　（施行期日）
第１条　この法律は、平成29年４月１日から施行する。ただし、次
の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一　第１条中雇用保険法第64条の次に１条を加える改正規定及び
附則第35条の規定　公布の日
二及び三　略
四　第２条中雇用保険法第10条の４第２項、第58条第１項、第60
条の２第４項、第76条第２項及び第79条の２並びに附則第11条
の２第１項の改正規定並びに同条第３項の改正規定（「100分の
50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。）、第４条の規定
並びに第７条中育児・介護休業法第53条第５項及び第６項並び
に第64条の改正規定並びに附則第５条から第８条まで及び第10
条の規定、附則第13条中国家公務員退職手当法（昭和28年法律
第182号）第10条第10項第５号の改正規定、附則第14条第２項及
び第17条の規定、附則第18条（次号に掲げる規定を除く。）の規定、
附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46
年法律第68号）第38条第３項の改正規定（「第４条第８項」を「第
４条第９項」に改める部分に限る。）、附則第20条中建設労働者
の雇用の改善等に関する法律（昭和51年法律第33号）第30条第
１項の表第４条第８項の項、第32条の11から第32条の15まで、
第32条の16第１項及び第51条の項及び第48条の３及び第48条の
４第１項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第
28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条（次号に掲げる規
定を除く。）の規定　平成30年１月１日

　（罰則に関する経過措置）
第34条　この法律（附則第１条第４号に掲げる規定にあっては、当
該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、な
お従前の例による。
　（その他の経過措置の政令への委任）
第35条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必
要な経過措置は、政令で定める。

78

参考資料



上越市第₃次男女共同参画基本計画の策定経過

年　月 会議等の名称 内　容

平成28年８月 ・平成28年度第１回男女共同参画審議会 ・�女性活躍推進法の施行に伴う今後の対
応について

平成29年６月 ・平成29年度第１回男女共同参画審議会 ・第３次基本計画策定方針案について

平成29年
６～７月

・男女共同参画に関する市民意識調査
・男女共同参画に関する事業所アンケート
・男女共同参画に関する職員アンケート

平成29年８月 ・平成29年度第２回男女共同参画審議会 ・市民意識調査等の結果報告について
・第３次基本計画の策定について

平成29年11月 ・�男女共同参画推進センター登録団体懇談会
（意見交換）
・男女共同参画サポーター懇談会（意見交換）

・�第３次基本計画策定方針案及び第３次
基本計画における施策の方向性につい
て

・平成29年度第３回男女共同参画審議会 ・第３次基本計画の策定について

平成30年
１月～２月

・パブリックコメントの実施 ・第３次基本計画（案）の意見募集

平成30年２月 ・平成29年度第４回男女共同参画審議会 ・第３次基本計画の策定について
　�（パブリックコメントの実施を踏まえ
た最終計画（案））

平成30年３月 ・第３次基本計画策定
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用語解説

№ 用　語 掲載ページ 解　説

1
性と生殖に関する健康と権利
（リプロダクティブ・ヘルス/ライツ）

2、 21、 32

　リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する
健康）とは、平成６年（1994�年）の国際人口／
開発会議の「行動計画」及び平成７年（1995�年）
の第４回世界女性会議の「北京宣言及び行動綱領」
において、「人間の生殖システム、その機能と（活
動）過程の全ての側面において、単に疾病、障害
がないというばかりでなく、身体的、精神的、社
会的に完全に良好な状態にあることを指す」とさ
れている。
　また、リプロダクティブ・ライツ（性と生殖に
関する権利）は、「全てのカップルと個人が自分
たちの子どもの数、出産間隔、並びに出産する時
を責任をもって自由に決定でき、そのための情報
と手段を得ることができるという基本的権利、並
びに最高水準の性に関する健康及びリプロダク
ティブ・ヘルスを得る権利」とされている。

2
固定的性別役割分担意識
（性別で役割分担を固定する意識）

2、 4、 5、 11、 15、
22、 23、 25、 29、
30、 38

　男女を問わず個人の能力等によって役割の分担
を決めることが適当であるにも関わらず、「男は
仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補
助的業務」等のように、男性、女性という性別を
理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。

3
ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）

6、 11、 21、 28、 29

　誰もが、仕事、家庭生活、地域活動、個人の自
己啓発など、様々な活動を自分の希望するバラン
スで実現できる状態を指す。
　仕事と私生活の両立を支援することで、業務効
率を図り、生産性を高め、かつ優秀な人材の確保、
モラル向上などをめざすもので、主に企業戦略と
して欧米の産業界で取り組まれてきた概念である。

4
ＤＶ＝�ドメスティック・バイオレンス
（配偶者やパートナー等からの暴力）

6、 11、 17、 18、
21、 50、 51

　配偶者や恋人など密接な関係にある、または密
接な関係にあった人から振るわれる暴力。家庭内
の出来事で被害が潜在することが多い。身体的な
ものだけでなく、精神的・性的・経済的なものを
含む。

5 相対的貧困率 16、 34、 35

　経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）で用いられてい
る指標で、可処分所得を低い順に並べ、真ん中の
順位の人の所得の半分（貧困線）に満たない人の
割合のこと。

6 ＬＧＢＴ 20

　Lesbian（レズビアン,�女性の同性愛者）、Gay
（ゲイ,�男性の同性愛者）、Bisexual（バイセクシュ
アル,�両性愛者）、Transgender（トランスジェ
ンダー,�性自認が身体の性と一致しない人や、ど
ちらの性別にも違和を感じる人）の頭文字をとっ
た総称。

※「№」は、本文中でその用語を使用している箇所に付した番号を指す。
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№ 用　語 掲載ページ 解　説

7
ポジティブ・アクション
（積極的改善措置）

21

　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意
思によって社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会に係る男女間の格差を改善するため必
要な範囲において、男女のいずれか一方に対し、
当該機会を積極的に提供すること（男女共同参画
社会基本法第２条第２号参照。）

8
アンペイドワーク
（無償労働）

21 　賃金や報酬が支払われない家事、育児、介護、
ボランティア活動等を意味する。

9
新潟県ハッピー・パートナー登録企業
（新潟県男女共同参画推進企業）

29

　新潟県が実施している事業。男女がともに働き
やすく、仕事と家庭生活等が両立できるよう職場
環境を整えたり、女性労働者の育成・登用などに
積極的に取り組む企業等を登録し、その取組を支
援している。

10 クオータ制 40
　積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の
手法の一つであり、人種や性別などを基準に一定
の人数や比率を割り当てる制度のこと。

11 男女共同参画サポーター 42、 54

　センター講座などへの参加を通して、男女共同
参画についての知識や理解を深めながら、男女共
同参画の理解者・協力者として、地域などにおい
て自発的に市民などへの働きかけを行ってもらう
市民公募型の制度。

12
セクシュアル・ハラスメント
（＝セクハラ）

44、 46、 47

　相手の意に反した性的な言動で、身体への不必
要な接触、性的関係の強要、性的な噂の流布、公
の場へのわいせつな写真の掲示など、直接・間接
を問わず様々な様態のものが含まれる。

13 上越市男女共同参画審議会 54

　男女共同参画の促進を総合的かつ計画的に進め
るのに必要な事項を審議するため、学識経験者や
市民等で組織している。
　審議会では、男女共同参画に関する基本計画の
策定に際し意見を述べるほか、市長の諮問に応じ
て重要事項の調査審議をすることや、施策の実施
状況の監視や影響調査などを行う。また、男女共
同参画の促進に関し市長に意見を述べることがで
きる。

14 男女共同参画行政推進会議 54

　上越市において、市長、副市長、教育長、ガス
水道事業管理者、理事、会計管理者、局長及び部
長で構成し、市役所内の重要な会議として市長が
議長となり、男女共同参画社会の形成の推進に関
する基本的な方針、基本的な政策などについて協
議するための組織。

15 男女共同参画行政推進会議幹事会 54
　上越市において、市役所内の関係課長で構成し、
男女共同参画推進会議の所掌事項の具体的な内容
について協議及び検討するための組織。

16 男女共同参画行政推進会議担当者会 54
　上越市において、市役所内の各課及び室の職員
で構成し、男女共同参画推進会議で決定された事
項を円滑に実施するための組織。

81

参考資料





上
越
市
第
３
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画　
〈
平
成
30
年
度
〜
平
成
34
年
度
〉

上
　
越
　
市

上越市第３次男女共同参画基本計画
平成30年３月発行

発行　新潟県上越市
 上越市自治・市民環境部共生まちづくり課
 〒943-8601 上越市木田１丁目１番３号
 TEL（025）526-5111　FAX（025）526-6111
 URL http://www.city.joetsu.niigata.jp/

本計画は、次の性格を併せ持つものです。
　○ 上越市ＤＶ防止計画
　○ 上越市女性活躍推進計画

上越市
第３次男女共同参画基本計画

〈平成30年度～平成34年度〉
※ 新元号が未定であるため、改元が予定されている日以降の年についても
「平成」により表記しています。


